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Ⅰ．情報公開制度の運用状況 

 

１．保有情報公開の請求 

 

⑴ 処理状況 

令和元年度（２０１９年度）の保有情報公開請求は、１７５件ありました。 

保有情報公開請求に対する処理状況を見ると、全部公開が３７件、部分公開が９６件、全部非

公開が１件、不存在が３７件、取下げが２件、却下が２件で、公開率は９９.３％でした。 

 

表１ 保有情報公開請求処理状況 

区 分 
令和元年度 

（2019年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

 

※公開率＝（全部公開件数＋部分公開件数） 

÷（請求件数－取下げ等）×１００ 

 

取下げ等とは、不存在、取下げ、却下の合計

件数です。 

 

※請求者数は延べ人数です。 

 

※令和元年度（２０１９年度）の公開請求に対し

て決定を行った件数を計上しています。 

 

※審査請求の件数は、令和元年度（２０１９年度）

の公開請求に対する決定についての審査請求

件数を計上しています。 

（令和２年（２０２０年）１０月１日現在） 

請 求 者 数 １１６人 １１５人 

請 求 件 数 １７５件 １６０件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全 部 公 開 ３７件 ５６件 

部 分 公 開 ９６件 ７９件 

全部非公開 １件 ― 

存 否 応 答 

拒 否 
― ― 

不 存 在 ３７件 ２０件 

取 下 げ ２件 ４件 

却 下 ２件 １件 

公 開 率 ９９.３％ １００％ 

審 査 請 求 １件 ６件 

   

⑵ 実施機関別請求状況 

実施機関別の請求状況は、市長に対するものが１２３件（土木部３８件、環境部２３件など）、

教育委員会に対するものが３１件、上下水道事業管理者に対するものが２０件（上下水道経営部

２件、上下水道事業部１８件）、議会の議長に対するものが１件でした。 
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表２ 実施機関別請求件数                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 名 請求件数 

処 理 状 況 

全部公開 部分公開 
全 部

非 公 開 
不 存 在 取 下 げ 却 下 

市

長 

市 長 公 室 ４ １ ２ ― ― １ ― 

総 合 政 策 部 ７ ２ ２ ― ２ ― １ 

市駅周辺等活性化推進部 １ １ ― ― ― ― ― 

市 民 安 全 部 ５ ３ ２ ― ― ― ― 

総 務 部 １０ ５ ２ ― ３ ― ― 

財 務 部 ２ １ １ ― ― ― ― 

産 業 文 化 部 ５ ― ５ ― ― ― ― 

健 康 部 １ ― １ ― ― ― ― 

長 寿 社 会 部 １２ ４ ６ ― ２ ― ― 

福 祉 部 ２ ― ２ ― ― ― ― 

子 ど も 青 少 年 部 ４ ２ １ ― １ ― ― 

環 境 部 ２３ ５ ５ ― １２ １ ― 

都 市 整 備 部 ９ １ ６ １ ― ― １ 

土 木 部 ３８ ２ ２５ ― １１ ― ― 

会 計 課 ― ― ― ― ― ― ― 

小      計 １２３ ２７ ６０ １ ３１ ２ ２ 

教
育
委
員
会 

総 合 教 育 部 １１ １ １０ ― ― ― ― 

学 校 教 育 部 １４ ７ ３ ― ４ ― ― 

社 会 教 育 部 ６ ― ４ ― ２ ― ― 

小      計 ３１ ８ １７ ― ６ ― ― 

選 挙 管 理 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

公 平 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

監 査 委 員 ― ― ― ― ― ― ― 

農 業 委 員 会 ― ― ― ― ― ― ― 

固定資産評価審査委員会 ― ― ― ― ― ― ― 

上
下
水
道
事

業
管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 ２ ２ ― ― ― ― ― 

上 下 水 道 事 業 部 １８ ― １８ ― ― ― ― 

小      計 ２０ ２ １８ ― ― ― ― 

病 院 事 業 管 理 者 ― ― ― ― ― ― ― 

議 会 の 議 長  １ ― １ ― ― ― ― 

合      計 １７５ ３７ ９６ １ ３７ ２ ２ 
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⑶ 部分公開、全部非公開の適用条項 

部分公開及び全部非公開と決定したものについて、非公開の理由として適用した条項の内訳は、

枚方市情報公開条例第５条第１号の個人に関する情報が３２件、同条第３号の法人等又は事業を

営む個人の当該事業に関する情報が２８件、同条第４号の任意提供情報が１件、同条第７号の事

務又は事業に関する情報が５９件でした。 

 

表３ 部分公開、全部非公開の適用条項                                            （単位：件） 

区 分 
令和元年度 

（2019年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

請 求 件 数 １７５ １６０ 

部 分 公 開 及 び 全 部 非 公 開 件 数 ９７ ７９ 
                                
  

  
令和元年度 

（2019年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

条例第５条第１号  個 人 に 関 す る 情 報 ３２ ３８ 

第２号  法 令 秘 情 報 ― ― 

第３号  
法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 

の 当 該 事 業 に 関 す る 情 報 
２８ ３１ 

第４号  任 意 提 供 情 報 １ ２ 

第５号  公 共 の 安 全 等 に 関 す る 情 報 ― ― 

第６号  審 議 、 検 討 等 情 報 ― ４ 

第７号  事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 ５９ ２９ 

 

（注） １件の中に適用条項が複数存在するものは、それぞれの欄に計上しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3



 

⑷ 請求者の内訳 

請求者の内訳は、市内に住所を有する者が７７人、市内に事務所又は事業所を有する個人及び

法人その他の団体が３２人、実施機関が行う事務事業に利害関係を有するものが７人でした。 

 

表４ 請求者の内訳                                                              （単位：人） 

区 分 
令和元年度 

（2019年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

市内に住所を有する者 ７７ ９３ 

市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 ３２ １５ 

市内の事務所又は事業所に勤務する者 ― ３ 

市内の学校に在学する者 ― ― 

市税の納税義務を有する者 ― ― 

実施機関が行う事務事業に利害関係を有するもの ７ ４ 

合 計 １１６ １１５ 

 

 

２．保有情報公開の申出（任意的な公開） 

 

⑴ 処理状況 

令和元年度（２０１９年度）の保有情報公開申出は、８４件ありました。 

保有情報公開申出に対する処理状況を見ると、全部公開が５８件、部分公開が２４件、全部非

公開が１件、不存在が１件、公開率は９８.８％でした。 

 

表５ 保有情報公開申出処理状況 

区 分 
令和元年度 

（2019年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

 

※公開率＝（全部公開件数＋部分公開件数） 

÷（申出件数－取下げ等）×１００ 

 

取下げ等とは、不存在、取下げ、却下の合

計件数です。 

 

※申出者数は延べ人数です。 

 

※令和元年度（２０１９年度）の公開申出に対し

て回答を行った件数を計上しています。 

申 出 者 数 ６７人 ６１人 

申 出 件 数 ８４件 ９４件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全 部 公 開 ５８件 ５９件 

部 分 公 開 ２４件 ３０件 

全部非公開 １件 ―件 

存 否 応 答 

拒 否 
―件 ―件 

不 存 在 １件 ４件 

取 下 げ ―件 １件 

却 下 ―件 ―件 

公 開 率 ９８.８％ １００％ 
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⑵ 実施機関別申出状況 

実施機関別の申出状況は、市長に対するものが６０件、教育委員会に対するものが１７件、上

下水道事業管理者に対するものが７件でした。 

 

表６ 実施機関別申出件数                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 名 申出件数 

処 理 状 況 

全部公開 部分公開 
全 部

非 公 開 
不 存 在 取 下 げ 却 下 

市

長 

市 長 公 室 １ ― １ ― ― ― ― 

市 民 安 全 部 ８ ７ １ ― ― ― ― 

総 務 部 ６ ４ ２ ― ― ― ― 

財 務 部 ２ ― １ １ ― ― ― 

産 業 文 化 部 ２ １ １ ― ― ― ― 

健 康 部 １３ １２ １ ― ― ― ― 

長 寿 社 会 部 １ ― １ ― ― ― ― 

福 祉 部 ２ ― ２ ― ― ― ― 

子 ど も 青 少 年 部 ２ １ １ ― ― ― ― 

環 境 部 ５ ２ ３ ― ― ― ― 

都 市 整 備 部 １７ １５ １ ― １ ― ― 

会 計 課 １ １ ― ― ― ― ― 

小      計 ６０ ４３ １５ １ １ ― ― 

教

育 

委

員

会 

総 合 教 育 部 ７ ７ ― ― ― ― ― 

学 校 教 育 部 １ １ ― ― ― ― ― 

社 会 教 育 部 ９ ６ ３ ― ― ― ― 

小     計 １７ １４ ３ ― ― ― ― 

上
下
水
道
事

業
管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 １ １ ― ― ― ― ― 

上 下 水 道 事 業 部 ６ ― ６ ― ― ― ― 

小     計 ７ １ ６ ― ― ― ― 

合      計 ８４ ５８ ２４ １ １ ― ― 

（注） 申出のあった実施機関（部）のみ掲載しています。 
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Ⅱ．個人情報保護制度の運用状況 

 

１．保有個人情報開示等の請求 

 

⑴  処理状況 

令和元年度（２０１９年度）の保有個人情報開示等請求は１０４件あり、全て開示請求で、訂

正、追加、削除、利用の停止、消去及び提供の停止の請求はありませんでした。 

保有個人情報開示請求に対する処理状況を見ると、全部開示が４３件、部分開示が４６件、存

否応答拒否が１件、不存在が１０件、取下げが３件、却下が１件、開示率は９８．９％でした。 

 

表７ 保有個人情報開示等請求処理状況 

区 分 

令和元年度 

（2019年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

 

※保有個人情報訂正請求、利用の停止請求、消去請

求、提供の停止請求の欄は省略しています。 

 

※開示等率＝(全部開示等件数＋部分開示等件数)

÷(請求件数－取下げ等)×１００ 

 

取下げ等とは、不存在、取下げ、却下の合計件

数です。 

 

※請求者数は延べ人数です。 

  

※令和元年度（２０１９年度）の開示等請求に対す

る決定を行った件数を計上しています。 

 

※審査請求の件数は、令和元年度（２０１９年度）

の開示等請求に対する決定についての審査請求件

数を計上しています。 

（令和２年（２０２０年）１０月１日現在） 

保有個人情報 

開示請求 

保有個人情報 

開示請求 

請 求 者 数 ８７人 ８０人 

請 求 件 数 １０４件 ９６件 

処 

 

理 

 

状 

 

況 

全部開示等 ４３件 ３６件 

部分開示等 ４６件 ３５件 

全 部 

非 開 示 等 
―件 ２件 

存 否 応 答 

拒 否 
１件 ３件 

不 存 在 １０件 １８件 

取 下 げ ３件 ２件 

却 下 １件 ―件 

開 示 等 率 ９８．９％ ９３．４％ 

審 査 請 求 ２件 １件（注） 

（注）諮問までに終了 
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⑵  実施機関別請求状況 

実施機関別の請求状況は、市長に対するものが９９件（市民安全部４７件、長寿社会部１５件、

福祉部１０件など）、教育委員会に対するものが４件、病院事業管理者に対するものが１件でし

た。 

 

表８ 実施機関別請求件数                                                      （単位：件） 

 

 
請求件数 

処 理 状 況 

全部 

開示等 

部分 

開示等 

全部 

非開示等 

存否応

答拒否 
不 存 在 取 下 げ 却 下 

市  
 
 

長 

市 長 公 室 ３ ３ ― ― ― ― ― ― 

市 民 安 全 部 ４７ ７ ３６ ― ― ３ １ ― 

総 務 部 ４ ４ ― ― ― ― ― ― 

財 務 部 ８ ７ ― ― ― １ ― ― 

健 康 部 ９ ３ １ ― ― ４ １ ― 

長 寿 社 会 部 １５ １１ ２ ― ― １ ― １ 

福 祉 部 １０ ３ ５ ― １ ― １ ― 

子ども青少年部 １ １ ― ― ― ― ― ― 

土 木 部 ２ １ ― ― ― １ ― ― 

小    計 ９９ ４０ ４４ ― １ １０ ３ １ 

教
育
委
員
会 

総 合 教 育 部 １ １ ― ― ― ― ― ― 

学 校 教 育 部 ３ ２ １ ― ― ― ― ― 

小    計 ４ ３ １ ― ― ― ― ― 

病 院 事 業 管 理 者 １ ― １ ― ― ― ― ― 

合      計 １０４ ４３ ４６ ― １ １０ ３ １ 

（注） 請求のあった実施機関（部）のみ掲載しています。 
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⑶  部分開示及び存否応答拒否の適用条項 

部分開示及び存否応答拒否と決定したものについて、その理由として適用した条項の内訳は、

枚方市個人情報保護条例第１５条第１項第１号の開示請求者に関する情報が２件、同項第２号の

開示請求者以外の個人に関する情報が３３件、同項第４号の法人等又は事業を営む個人の当該事

業に関する情報が３８件、同項第８号の事務又は事業に関する情報が６件でした。 

 

表９ 部分開示及び存否応答拒否の適用条項                            （単位：件） 

区 分 
令和元年度 

（2019 年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

請 求 件 数 １０４ ９６ 

部 分 開 示 及 び 存 否 応 答 拒 否 件 数 ４７ ４０ 

（注） １件の中に適用条項が複数存在するものは、それぞれの欄に計上しています。 

 

 

２．個人情報ファイル 

 

⑴ 届出状況 

各実施機関が作成した個人情報ファイルの届出状況は、令和２年（２０２０年）３月３１日現

在、４５１件となっています。 

実施機関別の届出状況は、市長が３７５件（健康部６４件、福祉部５５件、財務部５２件、

市民安全部３７件など）、教育委員会が２４件（学校教育部１０件、社会教育部８件など）、選挙

管理委員会が８件、農業委員会が１１件、上下水道事業管理者が３２件、議会の議長が１件です。 

 

  
令和元年度 

（2019年度） 

平成３０年度 

（2018年度） 

条例第１５条第１項第１号 開 示 請 求 者 に 関 す る 情 報 ２ ― 

第２号 開示請求者以外の個人に関する情報 ３３ ２０ 

第３号 法 令 秘 情 報 ― １ 

第４号 
法 人 等 又 は 事 業 を 営 む 個 人 の 

当 該 事 業 に 関 す る 情 報 
３８ ２２ 

第５号 任 意 提 供 情 報 ― ― 

第６号 公 共 の 安 全 等 に 関 す る 情 報 ― ― 

第７号 審 議 、 検 討 等 情 報 ― ― 

第８号 事 務 又 は 事 業 に 関 す る 情 報 ６ ６ 

第９号 公 益 的 非 開 示 情 報 ― ― 
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表１０ 実施機関別届出件数                     （令和２年（２０２０年）３月３１日現在、単位：件） 

実 施 機 関 名 届 出 件 数 実 施 機 関 名 届 出 件 数 

市 
 
 
 
 
 
 
 
 

長 

市 長 公 室    １１ 選 挙 管 理 委 員 会        ８ 

総 合 政 策 部  ３ 公 平 委 員 会        － 

市 民 安 全 部 ３７ 監 査 委 員        － 

総 務 部 ８ 農 業 委 員 会 １１ 

財 務 部 ５２ 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会        － 

産 業 文 化 部  ２ 上
下
水 

道
事
業 

管
理
者 

上 下 水 道 経 営 部 ２８ 

健 康 部 ６４ 上 下 水 道 事 業 部  ４ 

長 寿 社 会 部 ３０  小 計 ３２ 

福 祉 部 ５５ 病 院 事 業 管 理 者    － 

子 ど も 青 少 年 部 １３ 議 会 の 議 長    １ 

環 境 部 ３１ 

  

都 市 整 備 部 ３３ 

土 木 部 ３６ 

会 計 課 － 

小 計 ３７５ 

教
育
委
員
会 

総 合 教 育 部  ６ 

学 校 教 育 部 １０ 

社 会 教 育 部  ８ 

小 計     ２４ 合 計 ４５１ 

 

 

 

３．個人情報の目的外利用等 

 

⑴ 枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号及び同条例第１０条第３項第５号の規定による

目的外利用等の状況 

枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号の規定により目的外利用をし、又は同条例第１０

条第３項第５号の規定による提供を受けて目的外利用をしたのは９７件で、実施機関内（市長、

教育委員会及び上下水道事業管理者）及び実施機関相互（市長と教育委員会、市長と上下水道事

業管理者など）での利用です。 

 
＜参考＞  ・枚方市個人情報保護条例第９条第２項第６号 

正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認めるとき。 
・同条例第１０条第３項第５号 
正当な事務若しくは事業の遂行又は市民の福祉の向上のため特に必要があると実施機関が認める場合にお

いて、他の実施機関に提供するとき 
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

1
人

権
政

策
室

市
民

室
住

民
基

本
台

帳
氏

名
（

外
国

人
登

録
は

通
称

名
）

、
生

年
月

日
、

年
齢

、
性

別
、

住
所

、
郵

便
番

号

第
３

次
枚

方
市

男
女

共
同

参
画

計
画

策
定

に
か

か
る

市
民

意
識

調
査

の
実

施
に

あ
た

り
、

調
査

票
を

郵
送

す
る

た
め

。

9
月

2
6
日

か
ら

1
2
月

3
1
日

ま
で

2
市

駅
周

辺
等

活
性

化
推

進
部

資
産

税
課

土
地

課
税

台
帳

、
家

屋
課

税
台

帳
【

土
地

】
所

有
者

の
住

所
、

氏
名

【
建

物
】

所
有

者
の

住
所

、
氏

名

枚
方

市
駅

周
辺

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
の

事
業

計
画

書
の

縦
覧

手
続

を
行

う
に

当
た

り
、

関
係

権
利

者
に

対
し

て
事

業
計

画
の

縦
覧

及
び

意
見

書
の

提
出

期
間

等
に

つ
い

て
お

知
ら

せ
す

る
た

め

2
月

4
日

か
ら

2
月

2
7
日

ま
で

3
市

駅
周

辺
等

活
性

化
推

進
部

資
産

税
課

土
地

課
税

台
帳

【
土

地
】

所
有

者
の

住
所

、
氏

名
、

課
税

地
積

、
評

価
額

等

枚
方

市
駅

周
辺

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
に

係
る

権
利

者
の

従
前

資
産

額
算

定
の

た
め

2
月

4
日

か
ら

2
月

2
7
日

ま
で

4
市

民
活

動
課

市
民

室
住

民
基

本
台

帳
住

所
、

生
年

月
日

、
性

別
、

世
帯

番
号

、
住

所
キ

ー

自
治

会
区

域
ご

と
の

人
口

、
世

帯
数

、
高

齢
化

率
等

を
算

出
し

、
自

治
会

に
提

供
す

る

4
月

5
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
危

機
管

理
室

市
民

室
住

民
基

本
台

帳
避

難
者

の
住

所
及

び
氏

名
、

世
帯

主
の

氏
名

及
び

続
柄

、
異

動
発

生
事

由
（

転
居

、
転

出
、

死
亡

等
）

、
異

動
日

東
日

本
大

震
災

に
よ

る
市

内
避

難
者

の
転

出
等

の
異

動
に

か
か

る
現

況
確

認
の

た
め

1
0
月

2
1
日

か
ら

1
0
月

2
1
日

ま
で

6
税

制
課

市
民

室
住

民
基

本
台

帳

個
人

カ
ナ

氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

宛
名

番
号

、
性

別
、

生
年

月
日

、
続

柄
、

届
出

日
、

住
所

コ
ー

ド
、

郵
便

番
号

、
現

住
所

、
現

住
所

方
書

、
通

称
名

、
前

住
所

、
前

住
所

方
書

、
転

入
前

住
所

、
転

入
前

住
所

方
書

、
世

帯
番

号
、

世
帯

主
漢

字
氏

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

減
届

出
日

、
減

異
動

事
由

、
転

出
地

住
所

方
書

、
減

異
動

日
、

処
理

日
、

誤
謬

、
世

帯
内

順
序

、
再

転
入

フ
ラ

グ
、

外
字

作
成

中
フ

ラ
グ

、
入

力
地

、
外

国
人

住
民

日

住
基

連
携

デ
ー

タ
と

の
整

合
性

確
認

の
た

め
4
月

2
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

表
１

１
　

目
的

外
利

用
の

状
況

10



N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

7
市

民
税

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
資

産
税

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

9
納

税
課

市
民

室
D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
0

国
民

健
康

保
険

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

個
人

カ
ナ

氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

整
理

（
宛

名
）

番
号

、
性

別
、

生
年

月
日

、
続

柄
、

届
出

日
、

郵
便

番
号

、
現

住
所

、
現

住
所

方
書

、
通

称
名

、
前

住
所

、
前

住
所

方
書

、
転

入
前

住
所

、
転

入
前

住
所

方
書

、
世

帯
番

号
、

世
帯

主
漢

字
氏

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

減
届

出
日

、
減

異
動

事
由

、
転

出
地

住
所

方
書

、
減

異
動

日
、

処
理

日
、

誤
謬

、
世

帯
内

順
序

、
再

転
入

フ
ラ

グ
、

外
字

作
成

中
フ

ラ
グ

、
入

力
地

等

国
民

健
康

保
険

業
務

に
お

け
る

世
帯

構
成

等
の

確
認

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
1

国
民

健
康

保
険

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

個
人

番
号

、
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
届

出
日

、
現

住
所

、
通

称
名

、
前

住
所

、
転

入
前

住
所

、
世

帯
番

号
、

世
帯

主
氏

名
、

異
動

日
、

異
動

事
由

、
住

民
届

出
日

、
住

民
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
事

由
、

転
出

地
住

所
、

在
留

資
格

、
在

留
期

間
等

、
外

国
人

住
民

日
、

国
籍

等

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

資
格

を
管

理
す

る
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

1
2

国
民

健
康

保
険

室
市

民
税

課

⑴
個

人
基

本
フ

ァ
イ

ル
⑵

世
帯

員
一

覧
フ

ァ
イ

ル
⑶

課
税

台
帳

フ
ァ

イ
ル

⑷
資

料
フ

ァ
イ

ル
⑸

給
与

支
払

報
告

書
綴

⑹
市

・
府

民
税

申
告

書
綴

年
度

、
個

人
番

号
、

優
先

資
料

情
報

（
区

分
・

番
号

）
、

入
力

日
、

納
税

通
知

番
号

、
カ

ナ
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

徴
収

区
分

、
更

正
理

由
、

所
得

項
目

（
所

得
区

分
・

給
与

収
入

（
専

給
含

）
・

給
与

所
得

・
公

的
年

金
収

入
・

公
的

年
金

所
得

・
営

業
所

得
・

事
業

所
得

・
不

動
産

所
得

・
利

子
所

得
・

配
当

所
得

・
農

業
所

得
・

雑
所

得
・

総
合

譲
渡

一
時

調
整

・
分

離
土

地
・

短
期

分
離

譲
渡

・
長

期
分

離
譲

渡
・

株
式

の
配

当
譲

渡
・

分
離

山
林

・
特

別
控

除
条

文
区

分
・

特
別

控
除

・
繰

越
純

損
・

繰
越

雑
損

・
扶

養
判

定
所

得
）

、
退

職
所

得
・

専
従

者
項

目
（

給
与

収
入

・
控

除
・

人
数

・
区

分
・

主
住

記
・

特
徴

指
定

番
号

・
退

職
日

・
扶

養
主

住
記

・
市

民
税

均
等

割
・

市
民

税
所

得
割

・
課

税
標

準
額

）
等

国
民

健
康

保
険

被
保

険
者

の
一

部
負

担
金

の
割

合
判

定
、

高
額

医
療

費
の

金
額

算
定

及
び

保
険

料
の

賦
課

の
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
3

国
民

健
康

保
険

室
市

民
税

課

⑴
個

人
基

本
フ

ァ
イ

ル
⑵

世
帯

員
一

覧
フ

ァ
イ

ル
⑶

課
税

台
帳

フ
ァ

イ
ル

⑷
資

料
フ

ァ
イ

ル
⑸

給
与

支
払

報
告

書
綴

⑹
市

・
府

民
税

申
告

書
綴

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
住

所
、

個
人

番
号

、
所

得
金

額
及

び
種

類
、

各
種

控
除

額
、

市
民

税
額

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

一
部

負
担

金
の

割
合

判
定

、
高

額
医

療
費

の
額

の
算

定
、

保
険

料
の

賦
課

の
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
4

国
民

健
康

保
険

室
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

シ
ス

テ
ム

フ
ァ

イ
ル

宛
名

番
号

、
生

活
保

護
開

始
年

月
日

、
生

活
保

護
廃

止
年

月
日

等
国

民
健

康
保

険
の

資
格

を
適

正
に

管
理

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
5

国
民

健
康

保
険

室
生

活
福

祉
室

⑴
生

活
保

護
ケ

ー
ス

フ
ァ

イ
ル

⑵
中

国
残

留
邦

人
等

支
援

給
付

シ
ス

テ
ム

フ
ァ

イ
ル

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

個
人

番
号

、
ケ

ー
ス

番
号

、
保

護
の

開
始

・
廃

止
・

停
止

・
再

開
年

月
日

後
期

高
齢

者
医

療
被

保
険

者
の

適
用

除
外

判
定

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
6

国
民

健
康

保
険

室
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

12



N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

1
7

年
金

児
童

手
当

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
8

医
療

助
成

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

1
9

保
健

衛
生

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

現
住

所
、

前
住

所
、

転
出

先
・

転
入

前
住

所
、

世
帯

主
氏

名
、

世
帯

番
号

、
宛

名
番

号
、

異
動

日
、

異
動

届
出

日
、

異
動

事
由

、
住

民
日

、
住

民
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
事

由
、

方
書

、
処

理
日

、
誤

謬
、

外
国

人
住

民
日

、
コ

ー
ド

等

狂
犬

病
予

防
法

に
基

づ
く

犬
の

登
録

及
び

予
防

接
種

に
係

る
業

務
に

必
要

な
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
0

保
健

衛
生

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

現
住

所
、

前
住

所
、

転
出

先
・

転
入

前
住

所
、

世
帯

主
氏

名
、

世
帯

番
号

、
宛

名
番

号
、

異
動

日
、

異
動

届
出

日
、

異
動

事
由

、
住

民
日

、
住

民
届

出
日

、
住

定
日

、
住

定
届

出
日

、
住

定
事

由
、

方
書

、
処

理
日

、
誤

謬
、

外
国

人
住

民
日

、
コ

ー
ド

等

無
許

可
営

業
等

の
旅

館
業

に
対

す
る

監
視

・
指

導
業

務
に

使
用

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
1

保
健

衛
生

課
下

水
道

管
理

課
宅

内
改

造
工

事
に

係
る

申
請

履
歴

浄
化

槽
か

ら
公

共
下

水
道

に
改

造
工

事
を

行
っ

た
住

所
、

氏
名

浄
化

槽
台

帳
に

登
録

さ
れ

て
い

る
浄

化
槽

の
中

で
、

廃
止

届
未

提
出

の
も

の
を

廃
止

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
2

保
健

予
防

課
障

害
福

祉
室

自
立

支
援

医
療

（
精

神
通

院
）

事
務

連
絡

綴
自

立
支

援
医

療
（

精
神

通
院

）
進

達
綴

自
立

支
援

医
療

（
精

神
通

院
）

受
給

の
有

無
、

内
容

（
有

効
期

限
、

通
院

先
医

療
機

関
、

使
用

し
て

い
る

健
康

保
険

種
別

）

自
動

車
税

減
免

申
請

に
係

る
生

計
同

一
証

明
書

交
付

に
か

か
る

受
給

資
格

要
件

確
認

及
び

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
の

福
祉

に
関

す
る

法
律

第
2
2
条

か
ら

第
2
6
条

の
3
ま

で
の

規
定

に
よ

る
申

請
、

通
報

又
は

届
出

が
あ

っ
た

も
の

に
つ

い
て

の
調

査
を

行
う

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

2
3

保
健

予
防

課
障

害
福

祉
室

精
神

障
害

者
保

健
福

祉
手

帳
事

務
連

絡
等

綴

精
神

保
健

福
祉

手
帳

所
持

の
有

無
、

精
神

保
健

福
祉

手
帳

の
内

容
（

等
級

、
有

効
期

限
、

更
新

手
続

の
有

無
）

自
動

車
税

減
免

申
請

に
係

る
生

計
同

一
証

明
書

交
付

に
か

か
る

受
給

資
格

要
件

確
認

及
び

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
の

福
祉

に
関

す
る

法
律

第
2
2
条

か
ら

第
2
6
条

の
3
ま

で
の

規
定

に
よ

る
申

請
、

通
報

又
は

届
出

が
あ

っ
た

も
の

に
つ

い
て

の
調

査
を

行
う

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
4

保
健

セ
ン

タ
ー

市
民

室
住

民
基

本
台

帳
国

籍
、

本
籍

、
在

留
カ

ー
ド

等
の

番
号

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
の

う
ち

、
枚

方
市

に
住

民
票

を
置

い
た

ま
ま

海
外

居
住

し
て

い
る

と
把

握
し

た
も

の
に

つ
い

て
、

東
京

出
入

国
在

留
管

理
局

へ
出

入
（

帰
）

国
記

録
を

照
会

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
5

保
健

セ
ン

タ
ー

市
民

室
住

民
基

本
台

帳

個
人

番
号

(
履

歴
)
、

氏
名

（
通

称
名

）
、

生
年

月
日

、
住

所
、

性
別

、
市

民
と

な
っ

た
年

月
日

、
異

動
日

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日
、

消
除

日
、

処
理

日

健
康

増
進

事
業

、
予

防
接

種
事

業
、

母
子

保
健

事
業

等
の

保
健

セ
ン

タ
ー

業
務

の
実

施
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
6

保
健

セ
ン

タ
ー

生
活

福
祉

室
生

活
保

護
ケ

ー
ス

フ
ァ

イ
ル

氏
名

、
氏

名
か

な
、

性
別

、
生

年
月

日
、

住
所

、
ケ

ー
ス

番
号

乳
幼

児
健

康
診

査
未

受
診

児
の

状
況

把
握

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
7

保
健

セ
ン

タ
ー

生
活

福
祉

室
⑴

生
活

保
護

ケ
ー

ス
フ

ァ
イ

ル
⑵

中
国

残
留

邦
人

等
支

援
給

付
シ

ス
テ

ム
フ

ァ
イ

ル

氏
名

、
氏

名
か

な
、

性
別

、
生

年
月

日
、

住
所

、
ケ

ー
ス

番
号

生
活

保
護

受
給

者
及

び
中

国
残

留
邦

人
等

支
援

給
付

対
象

者
の

検
診

の
実

施
及

び
フ

ォ
ロ

ー
を

円
滑

に
実

施
す

る
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
8

保
健

セ
ン

タ
ー

保
育

幼
稚

園
課

児
童

台
帳

保
育

所
在

籍
状

況
、

認
定

こ
ど

も
園

の
在

籍
状

況

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
の

保
育

所
及

び
認

定
こ

ど
も

園
の

在
籍

状
況

の
確

認
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

2
9

保
健

セ
ン

タ
ー

保
育

幼
稚

園
課

私
立

幼
稚

園
就

園
補

助
金

の
対

象
者

デ
ー

タ
氏

名
、

住
所

、
生

年
月

日
、

所
属

幼
稚

園
名

、
申

請
日

乳
幼

児
健

診
未

受
診

児
に

係
る

私
立

幼
稚

園
就

園
補

助
金

申
請

状
況

を
確

認
す

る
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
0

保
健

セ
ン

タ
ー

医
 
療

 
助

 
成

 
課

医
療

助
成

事
務

支
援

シ
ス

テ
ム

「
子

ど
も

医
療

費
助

成
」

「
ひ

と
り

親
家

庭
医

療
費

助
成

」
「

重
度

障
害

者
医

療
費

助
成

」
の

各
給

付
フ

ァ
イ

ル

各
医

療
の

受
給

者
に

対
す

る
医

療
助

成
状

況
乳

幼
児

健
診

未
受

診
児

の
状

況
把

握
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

3
1

保
健

セ
ン

タ
ー

広
報

課
点

字
・

録
音

広
報

読
者

名
簿

点
字

広
報

・
録

音
広

報
配

布
対

象
者

の
氏

名
及

び
住

所

広
報

ひ
ら

か
た

に
は

さ
み

込
み

し
て

い
る

保
健

セ
ン

タ
ー

便
利

帳
等

の
行

政
情

報
の

点
字

版
・

録
音

版
の

発
送

の
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
2

保
健

セ
ン

タ
ー

市
民

室
D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

7
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
3

長
寿

社
会

総
務

課
介

護
保

険
課

介
護

保
険

シ
ス

テ
ム

情
報

フ
ァ

イ
ル

基
本

情
報

、
資

格
情

報
、

受
給

情
報

、
給

付
情

報
、

宛
名

情
報

高
齢

者
福

祉
施

策
の

敬
老

事
業

の
対

象
者

の
住

所
（

居
所

）
等

の
把

握
が

必
要

で
あ

る
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
4

長
寿

社
会

総
務

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

（
異

動
変

動
）

フ
ァ

イ
ル

、
住

民
基

本
台

帳
（

最
新

）
フ

ァ
イ

ル
、

住
民

基
本

台
帳

（
全

件
）

フ
ァ

イ
ル

氏
名

、
宛

名
番

号
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
届

出
日

、
郵

便
番

号
、

住
所

（
現

・
前

・
転

入
前

・
転

出
地

）
、

方
書

（
現

・
前

・
転

入
前

・
転

出
地

）
、

通
称

名
、

世
帯

番
号

、
世

帯
主

氏
名

、
異

動
日

、
異

動
事

由
、

住
民

届
出

日
、

住
民

日
、

住
定

届
出

日
、

住
定

日
、

住
定

事
由

、
減

届
出

日
、

減
異

動
日

、
処

理
日

、
誤

謬
、

世
帯

内
順

序
、

再
転

入
フ

ラ
グ

、
外

字
作

成
中

フ
ラ

グ
、

入
力

地
、

外
国

人
住

民
日

高
齢

者
福

祉
施

策
の

対
象

者
の

資
格

取
得

、
資

格
異

動
等

を
把

握
す

る
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
5

長
寿

社
会

総
務

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
6

地
域

包
括

ケ
ア

推
進

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

3
7

介
護

保
険

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
8

介
護

保
険

課
市

民
室

死
亡

に
よ

る
資

格
喪

失
者

一
覧

住
基

宛
名

番
号

、
氏

名
、

カ
ナ

氏
名

、
生

年
月

日
、

異
動

日

災
害

対
策

基
本

法
に

基
づ

く
「

避
難

行
動

要
支

援
者

登
録

制
度

」
の

実
施

に
伴

い
作

成
し

た
登

録
者

名
簿

に
つ

い
て

、
死

亡
に

よ
り

資
格

喪
失

し
て

い
る

対
象

者
の

登
録

を
抹

消
す

る
た

め

1
1
月

7
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

3
9

福
祉

総
務

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

個
人

カ
ナ

氏
名

、
個

人
漢

字
氏

名
、

性
別

、
生

年
月

日
、

続
柄

、
郵

便
番

号
、

現
住

所
、

現
住

所
方

書
、

住
民

届
出

日
、

住
民

日
、

住
定

届
出

日
、

住
定

日
、

処
理

日

民
生

委
員

・
児

童
委

員
の

委
嘱

及
び

表
彰

に
関

す
る

事
務

に
使

用
す

る
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
0

福
祉

総
務

課
広

報
課

点
字

・
録

音
広

報
読

者
名

簿
氏

名
、

住
所

民
生

委
員

・
児

童
委

員
の

一
斉

改
選

に
伴

い
、

民
生

委
員

・
児

童
委

員
名

簿
の

点
字

・
録

音
版

を
市

内
の

対
象

世
帯

に
配

布
す

る
た

め

3
月

5
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
1

障
害

福
祉

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

異
動

年
月

日
、

異
動

届
年

月
日

、
異

動
事

由
、

世
帯

番
号

、
宛

名
番

号
、

氏
名

カ
ナ

、
氏

名
漢

字
、

生
年

月
日

、
性

別
、

続
柄

、
住

所
、

消
除

日
、

前
住

所
、

転
出

予
定

地

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
の

支
給

決
定

事
務

の
効

率
化

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
2

障
害

福
祉

室
介

護
保

険
課

介
護

給
付

費
資

格
照

合
表

居
宅

サ
ー

ビ
ス

等
の

利
用

の
有

無
介

護
保

険
法

に
基

づ
く

ケ
ア

プ
ラ

ン
と

障
害

者
総

合
支

援
法

に
基

づ
く

ケ
ア

プ
ラ

ン
と

の
重

複
確

認
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
3

障
害

福
祉

室
介

護
保

険
課

高
額

介
護

サ
ー

ビ
ス

費
給

付
対

象
者

一
覧

自
己

負
担

額
、

負
担

上
限

額
、

高
額

介
護

サ
ー

ビ
ス

費

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

の
算

出
を

行
う

に
あ

た
り

、
介

護
保

険
の

利
用

者
負

担
額

に
つ

い
て

も
合

算
の

対
象

と
な

る
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
4

障
害

福
祉

室
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

ケ
ー

ス
フ

ァ
イ

ル

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
住

所
、

保
護

開
始

日
、

保
護

廃
止

日
、

保
護

停
止

日
、

保
護

停
止

解
除

日
、

被
保

険
者

番
号

、
要

介
護

度

介
護

保
険

法
に

基
づ

く
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
障

害
者

総
合

支
援

法
に

基
づ

く
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
の

重
複

確
認

、
自

立
支

援
医

療
の

給
付

決
定

、
日

常
生

活
用

具
・

補
装

具
給

付
券

の
給

付
決

定
、

高
額

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

等
給

付
費

の
支

給
処

理
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

4
5

障
害

福
祉

室
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
6

生
活

福
祉

室
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

7
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
7

福
祉

指
導

監
査

課
介

護
保

険
課

受
給

者
別

給
付

状
況

一
覧

フ
ァ

イ
ル

サ
ー

ビ
ス

提
供

年
月

日
、

被
保

険
者

氏
名

、
被

保
険

者
番

号
、

事
業

所
名

、
事

業
所

番
号

、
保

険
者

名
、

保
険

者
番

号
、

要
介

護
度

、
サ

ー
ビ

ス
種

類
、

計
画

単
位

数
、

給
付

単
位

数
、

保
険

給
付

額
、

公
費

負
担

額
、

利
用

者
負

担
額

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
等

の
介

護
給

付
等

対
象

サ
ー

ビ
ス

の
内

容
に

つ
い

て
、

行
政

上
の

措
置

に
該

当
若

し
く

は
そ

の
疑

い
の

あ
る

場
合

、
又

は
介

護
報

酬
の

請
求

に
つ

い
て

不
正

等
が

疑
わ

れ
る

場
合

に
、

事
実

関
係

を
適

確
に

把
握

し
、

公
正

か
つ

適
切

な
措

置
を

と
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
8

子
育

て
事

業
課

市
民

室
住

民
基

本
台

帳

宛
名

番
号

、
世

帯
番

号
、

住
所

、
町

名
コ

ー
ド

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

続
柄

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日
、

届
出

年
月

日
、

本
名

、
通

称
名

保
育

所
体

験
事

業
及

び
枚

方
版

ブ
ッ

ク
ス

タ
ー

ト
事

業
に

お
け

る
事

業
案

内
通

知
の

送
付

並
び

に
乳

児
家

庭
全

戸
訪

問
事

業
の

対
象

者
の

把
握

の
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

4
9

子
育

て
事

業
課

年
金

児
童

手
当

課
特

別
児

童
扶

養
手

当
台

帳
フ

ァ
イ

ル
証

書
番

号
、

受
給

者
氏

名
、

請
求

年
月

日
、

府
受

付
年

月
日

、
支

給
区

分
、

等
級

、
有

期
年

月

厚
生

労
働

省
に

回
答

す
る

福
祉

行
政

報
告

例
の

項
目

の
一

つ
で

あ
る

、
「

児
童

福
祉

施
設

入
所

者
の

う
ち

の
特

別
児

童
扶

養
手

当
受

給
児

童
数

」
の

確
認

の
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
0

子
育

て
事

業
課

保
健

セ
ン

タ
ー

新
生

児
訪

問
状

況
一

覧
表

訪
問

日
、

児
の

氏
名

(
カ

ナ
)
、

生
年

月
日

、
自

宅
住

所
、

年
齢

(
訪

問
時

点
で

の
月

齢
)

こ
ん

に
ち

は
赤

ち
ゃ

ん
事

業
に

お
け

る
訪

問
対

象
家

庭
を

把
握

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
1

子
育

て
事

業
課

保
育

幼
稚

園
課

保
育

児
童

台
帳

児
童

氏
名

、
生

年
月

日
、

保
護

者
氏

名
、

住
所

、
事

業
所

名
、

利
用

期
間

、
公

定
価

格
、

支
給

認
定

区
分

、
負

担
区

分
、

利
用

者
負

担
額

、
請

求
額

病
児

保
育

事
業

に
お

い
て

、
減

免
対

象
者

の
該

当
判

定
に

、
保

育
料

の
階

層
区

分
を

確
認

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
2

子
育

て
運

営
課

市
民

室
住

民
基

本
台

帳

宛
名

番
号

、
世

帯
番

号
、

住
所

、
町

名
コ

ー
ド

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

続
柄

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日
、

届
出

年
月

日
、

本
名

、
通

称
名

保
育

料
無

償
化

に
伴

う
公

立
保

育
所

給
食

費
徴

収
事

務
を

行
う

た
め

8
月

1
3
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

5
3

子
育

て
運

営
課

市
民

税
課

個
人

基
本

フ
ァ

イ
ル

、
世

帯
員

一
覧

フ
ァ

イ
ル

、
課

税
台

帳
フ

ァ
イ

ル

所
得

の
種

類
お

よ
び

金
額

、
所

得
控

除
の

種
類

お
よ

び
金

額
、

寄
付

金
控

除
額

、
扶

養
人

数
等

、
人

的
控

除
の

人
数

及
び

内
訳

、
租

税
特

別
措

置
法

に
よ

る
住

宅
借

入
金

等
特

別
税

額
控

除
額

、
市

府
民

税
所

得
割

額
お

よ
び

均
等

割
額

・
税

額
控

除
額

、
所

得
税

法
に

お
け

る
配

当
控

除
お

よ
び

外
国

税
額

控
除

額

保
育

料
無

償
化

に
伴

う
公

立
保

育
所

給
食

費
徴

収
事

務
を

行
う

た
め

8
月

1
3
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
4

保
育

幼
稚

園
課

市
民

室
D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
5

子
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

個
人

番
号

、
宛

名
番

号
、

世
帯

番
号

、
住

所
、

町
名

コ
ー

ド
、

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

異
動

事
由

、
異

動
年

月
日

、
届

出
年

月
日

、
本

名
、

通
称

名

助
産

施
設

入
所

措
置

等
事

務
に

お
け

る
利

用
料

算
定

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
6

子
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

住
所

、
個

人
番

号
、

世
帯

番
号

、
届

出
年

月
日

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日

ひ
と

り
親

家
庭

等
対

象
事

業
の

申
請

者
の

世
帯

構
成

等
及

び
母

子
父

子
寡

婦
福

祉
資

金
貸

付
事

業
に

係
る

債
務

者
の

所
在

等
の

確
認

の
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
7

子
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
市

民
税

課
課

税
台

帳

合
計

所
得

金
額

、
総

所
得

金
額

、
所

得
の

内
訳

、
専

従
者

控
除

額
、

配
偶

者
の

合
計

所
得

、
所

得
控

除
額

合
計

、
所

得
控

除
の

内
訳

、
扶

養
人

数
、

扶
養

障
害

者
数

、
本

人
障

害
の

有
無

、
寡

婦
控

除
の

有
無

、
寡

夫
控

除
の

有
無

、
課

税
標

準
額

合
計

、
所

得
税

額
、

市
民

税
額

、
府

民
税

額
、

年
税

額
、

市
民

税
所

得
割

額
、

市
税

額
控

除
等

、
府

民
税

所
得

割
額

、
府

税
額

控
除

等

助
産

施
設

入
所

措
置

等
事

務
に

お
け

る
利

用
料

算
定

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

5
8

子
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

シ
ス

テ
ム

フ
ァ

イ
ル

個
人

番
号

、
カ

ナ
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

住
所

、
方

書
、

ケ
ー

ス
番

号
、

扶
助

費
目

、
保

護
開

始
日

、
保

護
廃

止
日

、
保

護
停

止
日

、
保

護
停

止
解

除
日

助
産

施
設

入
所

措
置

者
及

び
母

子
生

活
支

援
施

設
入

所
者

の
費

用
負

担
額

の
確

認
並

び
に

ひ
と

り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
に

係
る

利
用

者
負

担
額

の
算

定
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

5
9

子
ど

も
総

合
相

談
セ

ン
タ

ー
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

9
月

3
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

6
0

環
境

保
全

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

住
所

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
性

別
、

本
籍

地
、

世
帯

主
氏

名

空
家

等
対

策
の

推
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
、

枚
方

市
空

家
等

及
び

空
き

地
等

の
対

策
に

関
す

る
条

例
、

枚
方

市
住

み
良

い
環

境
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
当

該
物

件
の

所
有

者
の

確
認

及
び

や
す

ら
ぎ

の
杜

で
火

葬
を

行
う

際
に

市
民

料
金

で
利

用
し

た
利

用
者

の
資

格
確

認
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

6
1

環
境

保
全

課
資

産
税

課
土

地
・

家
屋

課
税

台
帳

及
び

地
番

図

土
地

及
び

家
屋

の
所

有
者

、
共

有
者

、
所

在
地

番
、

家
屋

番
号

、
納

税
通

知
書

の
送

付
先

、
公

示
送

達
の

有
無

、
納

税
通

知
書

の
送

付
先

の
電

話
番

号

空
家

等
対

策
の

推
進

に
関

す
る

特
別

措
置

法
、

枚
方

市
空

家
等

及
び

空
き

地
等

の
対

策
に

関
す

る
条

例
、

枚
方

市
住

み
良

い
環

境
に

関
す

る
条

例
に

基
づ

く
当

該
物

件
の

所
有

者
確

認
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

6
2

都
市

計
画

課
資

産
税

課
土

地
課

税
台

帳
土

地
課

税
台

帳
の

納
税

者
氏

名
、

住
所

地
区

計
画

の
都

市
計

画
提

案
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

土
地

の
所

有
権

を
有

す
る

者
の

う
ち

、
登

記
事

項
証

明
書

に
記

載
さ

れ
て

い
る

住
所

と
現

住
所

が
異

な
る

者
の

照
合

を
行

う
た

め

7
月

1
9
日

か
ら

7
月

1
9
日

ま
で

6
3

都
市

計
画

課
資

産
税

課
⑴

土
地

課
税

台
帳

⑵
家

屋
課

税
台

帳

【
土

地
】

町
名

、
地

番
、

課
税

地
目

【
家

屋
】

町
名

、
地

番
、

家
屋

番
号

、
構

造
、

種
類

、
用

途
、

階
数

、
延

床
面

積
、

１
階

床
面

積
、

建
築

年
月

日
、

延
床

面
積

、
建

築
面

積
(
1
階

面
積

)

平
成

2
9
年

度
に

実
施

し
た

「
都

市
計

画
法

第
6
条

第
1
項

に
基

づ
く

都
市

計
画

基
礎

調
査

」
の

結
果

を
活

用
し

て
、

災
害

リ
ス

ク
情

報
の

可
視

化
の

取
り

組
み

を
検

討
す

る
た

め

1
0
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

6
4

開
発

調
整

課
資

産
税

課
平

成
3
1
年

航
空

写
真

及
び

地
番

図
デ

ー
タ

枚
方

市
全

域
の

家
屋

が
撮

影
さ

れ
て

い
る

航
空

写
真

、
枚

方
市

全
域

の
地

番
図

デ
ー

タ

開
発

情
報

マ
ッ

プ
シ

ス
テ

ム
の

更
新

に
利

用
す

る
た

め
7
月

1
9
日

か
ら

7
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

6
5

建
築

安
全

課
資

産
税

課
⑴

土
地

課
税

台
帳

⑵
家

屋
課

税
台

帳

土
地

・
家

屋
所

有
者

（
共

有
構

成
員

含
む

）
の

氏
名

、
住

所
、

地
番

、
地

目
、

地
積

、
家

屋
番

号
、

構
造

、
床

面
積

、
建

築
年

次
、

家
屋

の
種

類
、

用
途

、
課

税
評

価
額

物
件

の
適

切
な

維
持

保
全

の
た

め
の

行
政

指
導

を
行

う
に

当
た

り
、

所
有

者
、

連
絡

先
の

確
認

及
び

当
該

物
件

の
状

況
を

把
握

す
る

た
め

4
月

1
6
日

か
ら

3
月

1
9
日

ま
で

6
6

道
路

河
川

管
理

課
市

民
税

課
軽

自
動

車
税

課
税

台
帳

軽
自

動
車

税
課

税
者

の
住

所
、

氏
名

市
道

に
放

置
さ

れ
て

い
た

原
動

機
付

自
転

車
の

所
有

者
に

連
絡

し
、

引
取

り
を

指
導

す
る

た
め

6
月

4
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

6
7

み
ち

・
み

ど
り

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

住
所

、
氏

名

市
内

全
域

か
ら

無
作

為
抽

出
で

選
定

し
た

市
民

を
対

象
に

、
今

後
の

王
仁

公
園

の
あ

り
方

に
関

す
る

市
民

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
を

行
う

た
め

2
月

1
0
日

か
ら

3
月

1
5
日

ま
で

6
8

交
通

対
策

課
市

民
税

課
軽

自
動

車
税

課
税

台
帳

軽
自

動
車

税
課

税
者

の
住

所
、

氏
名

枚
方

市
自

転
車

等
の

放
置

防
止

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
き

、
駅

前
か

ら
撤

去
し

た
原

動
機

付
自

転
車

の
返

還
を

行
う

た
め

4
月

2
2
日

か
ら

2
月

1
8
日

ま
で

6
9

上
下

水
道

経
営

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

（
異

動
変

動
）

フ
ァ

イ
ル

、
住

民
基

本
台

帳
（

全
件

）
フ

ァ
イ

ル

氏
名

、
住

所
、

生
年

月
日

、
宛

名
番

号
、

世
帯

員
氏

名
・

生
年

月
日

、
転

居
年

月
日

、
転

入
出

年
月

日

水
道

料
金

等
の

請
求

・
還

付
及

び
水

道
料

金
等

減
免

資
格

認
定

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
0

上
下

水
道

経
営

室
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

住
所

、
氏

名
、

生
年

月
日

、
転

居
年

月
日

及
び

住
所

、
転

出
年

月
日

及
び

住
所

下
水

道
事

業
受

益
者

負
担

金
の

請
求

及
び

未
収

金
徴

収
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
1

上
下

水
道

経
営

室
資

産
税

課
土

地
課

税
台

帳
及

び
固

定
資

産
（

土
地

）
地

番
参

考
図

土
地

に
係

る
項

目
（

地
番

、
登

記
及

び
現

況
地

目
、

所
有

者
の

氏
名

、
フ

リ
ガ

ナ
及

び
住

所
、

地
積

、
生

産
緑

地
並

び
に

市
街

化
調

整
区

域
の

指
定

有
無

、
私

道
負

担
部

分
の

有
無

、
特

別
高

圧
送

電
線

路
線

下
指

定
の

有
無

）
及

び
、

課
税

状
況

に
係

る
項

目
（

相
続

関
連

、
送

付
先

）

賦
課

対
象

者
（

受
益

者
）

及
び

賦
課

対
象

地
の

確
定

と
受

益
者

負
担

金
額

の
算

定
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
2

上
下

水
道

経
営

室
年

金
児

童
手

当
課

特
別

児
童

扶
養

手
当

資
格

喪
失

届
一

覧
表 特

別
児

童
扶

養
手

当
支

給
区

分
変

更
者

一
覧

表

証
書

番
号

、
受

給
者

氏
名

、
宛

名
番

号
、

住
所

、
停

止
年

月
日

、
理

由
水

道
料

金
等

の
減

免
資

格
認

定
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
3

上
下

水
道

経
営

室
年

金
児

童
手

当
課

児
童

扶
養

手
当

資
格

フ
ァ

イ
ル

証
書

番
号

、
受

給
者

氏
名

、
宛

名
番

号
、

住
所

、
喪

失
年

月
日

、
理

由
水

道
料

金
等

減
免

資
格

認
定

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

7
4

上
下

水
道

経
営

室
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

Ｄ
Ｂ

、
生

活
保

護
ケ

ー
ス

フ
ァ

イ
ル

個
人

番
号

、
カ

ナ
氏

名
、

保
護

開
始

日
、

保
護

廃
止

日
、

保
護

停
止

日
、

保
護

停
止

解
除

日
、

世
帯

員
氏

名
、

住
所

、
居

住
地

（
施

設
入

所
先

等
）

、
施

設
等

入
退

所
年

月
日

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

4
月

2
6
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
5

上
下

水
道

経
営

室
障

害
福

祉
室

身
体

障
害

者
更

正
指

導
手

帳
・

療
育

手
帳

関
係

綴
・

精
神

保
健

に
関

す
る

綴
（

精
神

保
健

福
祉

手
帳

）

氏
名

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
交

付
日

、
再

交
付

日
、

障
害

の
等

級
、

有
効

期
限

、
喪

失
年

月
日

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
6

上
下

水
道

経
営

室
市

民
税

課
⑴

課
税

台
帳

⑵
個

人
基

本
フ

ァ
イ

ル

合
計

所
得

金
額

、
所

得
の

内
訳

、
分

離
所

得
、

市
民

税
額

、
府

民
税

額
、

年
税

額
、

専
従

者
控

除
額

、
資

料
番

号
、

控
除

対
象

配
偶

者
、

扶
養

人
数

、
専

従
者

区
分

、
専

従
者

人
数

、
年

度
、

宛
名

コ
ー

ド
、

徴
収

区
分

、
非

課
税

区
分

、
賦

課
氏

名
カ

ナ

水
道

料
金

等
減

免
資

格
認

定
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
7

上
下

水
道

経
営

室
介

護
保

険
課

要
介

護
認

定
情

報
要

介
護

状
態

区
分

、
認

定
日

、
有

効
期

間
水

道
料

金
等

減
免

資
格

の
確

認
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
8

上
下

水
道

経
営

室
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

9
月

2
4
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

7
9

上
水

道
管

理
課

上
下

水
道

経
営

室

⑴
水

栓
マ

ス
タ

ー
フ

ァ
イ

ル
⑵

使
用

者
マ

ス
タ

ー
フ

ァ
イ

ル
⑶

調
定

マ
ス

タ
ー

フ
ァ

イ
ル

水
栓

番
号

（
A
・

B
）

、
使

用
者

番
号

、
カ

ナ
氏

名
、

電
話

番
号

、
住

所
、

業
種

、
メ

ー
タ

番
号

、
口

径
、

訂
正

水
量

（
な

け
れ

ば
今

回
使

用
水

量
。

な
お

、
受

水
槽

方
式

は
親

水
量

）
、

調
定

年
月

、
地

区
番

号

枚
方

市
上

下
水

道
施

設
情

報
管

理
シ

ス
テ

ム
に

デ
ー

タ
を

取
り

込
み

、
各

種
業

務
（

断
水

情
報

、
水

理
解

析
、

菅
網

計
算

、
基

図
修

正
等

）
に

利
用

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
0

下
水

道
管

理
課

資
産

税
課

家
屋

課
税

台
帳

家
屋

の
所

在
地

番
、

家
屋

番
号

、
種

類
、

構
造

、
床

面
積

、
所

有
者

の
住

所
・

氏
名

下
水

道
改

造
資

金
の

助
成

を
行

う
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
1

下
水

道
管

理
課

生
活

福
祉

室
生

活
保

護
ケ

ー
ス

フ
ァ

イ
ル

公
共

下
水

道
開

始
区

域
内

に
て

、
生

活
保

護
受

給
者

が
所

有
す

る
建

築
物

の
件

数

枚
方

市
水

洗
便

所
等

改
造

資
金

助
成

規
則

に
基

づ
い

た
補

助
金

の
適

用
に

使
用

す
る

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

8
2

上
水

道
工

務
課

資
産

税
課

固
定

資
産

税
課

税
台

帳
土

地
所

有
者

の
氏

名
、

住
所

配
水

管
更

新
工

事
に

係
る

地
権

者
連

絡
先

確
認

の
た

め
7
月

2
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
3

お
い

し
い

給
食

課
生

活
福

祉
室

生
活

保
護

シ
ス

テ
ム

フ
ァ

イ
ル

ケ
ー

ス
番

号
、

地
区

名
、

世
帯

主
名

、
児

童
氏

名
、

学
校

名
、

学
年

、
保

護
開

始
日

、
保

護
廃

止
日

、
居

住
地

、
担

当
者

中
学

校
給

食
費

の
負

担
者

を
確

定
す

る
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
4

お
い

し
い

給
食

課
学

務
課

就
学

援
助

受
給

認
定

者
情

報
学

校
名

、
生

徒
氏

名
カ

ナ
、

申
請

番
号

、
受

給
開

始
年

月
日

枚
方

市
学

校
給

食
管

理
運

営
シ

ス
テ

ム
に

お
け

る
中

学
校

給
食

予
約

管
理

事
務

に
使

用
す

る
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
5

学
務

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

学
齢

児
童

・
生

徒
の

保
護

者
氏

名
学

齢
簿

の
作

成
並

び
に

就
学

時
健

康
診

断
通

知
及

び
就

学
通

知
の

郵
送

に
利

用
す

る
た

め

4
月

1
7
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
6

学
務

課
お

い
し

い
給

食
課

枚
方

市
就

学
援

助
受

給
中

学
生

の
学

校
給

食
注

文
情

報
申

請
番

号
、

氏
名

カ
ナ

、
月

別
の

注
文

分
学

校
給

食
費

就
学

援
助

の
学

校
給

食
費

支
給

の
た

め
8
月

7
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
7

学
務

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

1
0
月

3
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

8
8

児
童

生
徒

支
援

室
子

育
て

運
営

課
⑴

保
育

所
入

所
申

込
書

⑵
認

定
子

ど
も

園
利

用
調

整
申

込
書

兼
保

育
児

童
台

帳

令
和

２
年

度
就

学
予

定
児

童
生

徒
支

援
室

の
う

ち
、

特
別

な
配

慮
を

要
す

る
幼

児
の

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
保

育
所

名

就
学

指
導

の
た

め
5
月

2
7
日

か
ら

7
月

3
1
日

ま
で

8
9

児
童

生
徒

支
援

室
保

育
幼

稚
園

課
⑴

保
育

所
入

所
申

込
書

⑵
認

定
子

ど
も

園
利

用
調

整
申

込
書

兼
保

育
児

童
台

帳

令
和

２
年

度
就

学
予

定
児

童
生

徒
支

援
室

の
う

ち
、

障
害

児
保

育
制

度
対

象
幼

児
の

氏
名

、
性

別
、

生
年

月
日

、
保

育
所

名
、

特
例

加
配

対
象

幼
児

の
保

護
者

氏
名

、
住

所

就
学

指
導

の
た

め
5
月

2
7
日

か
ら

7
月

3
1
日

ま
で

9
0

社
会

教
育

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
住

所
、

通
称

名
、

生
年

月
日

、
性

別
枚

方
市

成
人

祭
事

業
に

伴
う

案
内

通
知

及
び

ア
ン

ケ
ー

ト
の

発
送

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

9
1

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

住
所

、
個

人
番

号
、

世
帯

番
号

、
届

出
年

月
日

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日

留
守

家
庭

児
童

会
室

へ
の

入
室

資
格

の
確

認
及

び
入

退
室

減
免

等
の

必
要

な
通

知
を

行
う

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で
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N
O

目
的

外
利

用
を

し
た

課
名

個
人

情
報

を
保

管
す

る
課

名
利

用
を

認
め

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
の

名
称

利
用

を
認

め
た

個
人

情
報

の
項

目
利

　
　

用
　

　
目

　
　

的
令

和
元

年
度

中
に

利
用

を
認

め
た

期
間

9
2

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
税

課
課

税
台

帳

合
計

所
得

金
額

、
総

所
得

金
額

、
所

得
の

内
訳

、
専

従
者

控
除

額
、

配
偶

者
の

合
計

所
得

、
所

得
控

除
額

合
計

、
所

得
控

除
の

内
訳

、
扶

養
人

数
、

扶
養

障
害

者
数

、
本

人
障

害
の

有
無

、
寡

婦
控

除
の

有
無

、
寡

夫
控

除
の

有
無

、
課

税
標

準
額

合
計

、
所

得
税

額
、

市
民

税
額

、
府

民
税

額
、

年
税

額
、

市
民

税
所

得
割

額
、

市
税

額
控

除
等

、
府

民
税

所
得

割
額

、
府

税
額

控
除

等

留
守

家
庭

児
童

会
室

保
育

料
減

免
申

請
審

査
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

9
3

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
室

住
民

基
本

台
帳

氏
名

、
通

称
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

住
所

、
個

人
番

号
、

世
帯

番
号

、
届

出
年

月
日

、
異

動
事

由
、

異
動

年
月

日

留
守

家
庭

児
童

会
室

へ
の

入
室

資
格

の
確

認
及

び
入

退
室

減
免

等
の

必
要

な
通

知
を

行
う

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

9
4

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
税

課
課

税
台

帳

合
計

所
得

金
額

、
総

所
得

金
額

、
所

得
の

内
訳

、
専

従
者

控
除

額
、

配
偶

者
の

合
計

所
得

、
所

得
控

除
額

合
計

、
所

得
控

除
の

内
訳

、
扶

養
人

数
、

扶
養

障
害

者
数

、
本

人
障

害
の

有
無

、
寡

婦
控

除
の

有
無

、
寡

夫
控

除
の

有
無

、
課

税
標

準
額

合
計

、
所

得
税

額
、

市
民

税
額

、
府

民
税

額
、

年
税

額
、

市
民

税
所

得
割

額
、

市
税

額
控

除
等

、
府

民
税

所
得

割
額

、
府

税
額

控
除

等

留
守

家
庭

児
童

会
室

保
育

料
減

免
申

請
審

査
の

た
め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

9
5

放
課

後
子

ど
も

課
市

民
室

D
V
等

支
援

措
置

申
出

者
情

報

支
援

措
置

申
出

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

住
所

、
宛

名
番

号
、

同
時

に
支

援
を

求
め

る
人

の
氏

名
、

生
年

月
日

、
住

所
、

宛
名

番
号

、
申

出
者

と
の

関
係

、
受

付
日

、
支

援
措

置
期

間

D
V
等

支
援

措
置

対
象

者
に

つ
い

て
、

現
住

所
の

漏
え

い
防

止
等

、
個

人
情

報
の

保
護

を
図

る
た

め

5
月

2
0
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

9
6

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

市
民

室
住

民
基

本
台

帳
Ｄ

Ｖ
等

被
害

に
係

る
支

援
対

象
者

の
個

人
番

号
、

住
所

、
漢

字
氏

名
、

カ
ナ

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

閲
覧

に
供

す
る

選
挙

人
名

簿
抄

本
か

ら
Ｄ

Ｖ
等

被
害

に
係

る
支

援
対

象
者

を
除

外
す

る
た

め

4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

9
7

農
業

委
員

会
事

務
局

資
産

税
課

⑴
土

地
課

税
台

帳
⑵

税
宛

名
シ

ス
テ

ム

納
税

義
務

者
の

氏
名

、
生

年
月

日
、

性
別

、
続

柄
、

住
所

、
世

帯
、

共
有

構
成

員
、

所
在

地
、

市
街

化
区

分
、

土
地

評
価

情
報

（
地

目
・

地
積

）
、

登
記

情
報

農
地

基
本

台
帳

管
理

シ
ス

テ
ム

運
用

に
係

る
固

定
デ

ー
タ

確
認

の
た

め
4
月

1
日

か
ら

3
月

3
1
日

ま
で

※
個

人
番

号
は

番
号

法
に

規
定

さ
れ

た
個

人
番

号
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。
※

枚
方

市
個

人
情

報
保

護
条

例
第

９
条

第
２

項
第

６
号

の
規

定
に

よ
り

目
的

外
利

用
を

し
、

又
は

同
条

例
第

1
0
条

第
３

項
第

５
号

の
規

定
に

よ
る

提
供

を
受

け
て

目
的

外
利

用
し

た
と

き
を

合
わ

せ
て

「
目

的
外

利
用

」
と

し
て

い
ま

す
。

23



 

Ⅲ．情報公開・個人情報保護審議会 

 

１．審議会委員 

 

⑴  審議会委員 

審議会は、１３人の市民及び学識経験者の委員で構成され、枚方市附属機関条例の規定により

「枚方市個人情報保護条例の規定によりその権限に属させられた事項」、「情報公開制度及び個

人情報保護制度の運営に関する重要事項」について調査審議し、実施機関に意見を述べることが

できます。 

 

表１２ 審議会委員名簿                            （令和２年（２０２０年）３月３１日現在） 

役 職 氏      名  推 薦 団 体 ・ 役 職 等  

会 長 道 上 達 也  弁 護 士  

副 会 長   畑 山 満 則  京 都 大 学 防 災 研 究 所 教 授  

委 員 上 山 ノブヨ  枚方・交野地区更生保護女性会  

委 員 岸 本 和 代  枚方市民生委員児童委員協議会  

委 員 笹 田 庄 次  枚方市コミュニティ連絡協議会  

委  員   髙 橋 節 子  枚 方 地 区 人 権 擁 護 委 員 会  

委 員 田 代 香 織  一 般 社 団 法 人 枚 方 市 医 師 会  

委 員 塚 本  勝 俊  大 阪 工 業 大 学 教 授  

委 員 野 田  隆  奈 良 女 子 大 学 教 授  

委 員   三 成  美 保  奈 良 女 子 大 学 副 学 長  

委 員   山 下 安 則  北 大 阪 商 工 会 議 所  

委 員 山 田  昇  枚方市青少年育成指導員連絡協議会  

委  員   渡 代 勝 利  枚 方 市 Ｐ Ｔ Ａ 協 議 会  

（注） 委員の任期は、令和２年（２０２０年）１０月２５日までの２年間 
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２．審議会開催状況 

 

⑴  開催日及び諮問案件 

令和元年度（２０１９年度）の審議会は、以下のとおり２回開催されました。 

 

第１回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 令和元年（２０１９年）５月３１日（金） 

諮問案件 

      第６１５号 プレミアム付商品券販売事務に係る個人情報の本人又はその法定代理人以

外のものからの収集について 

      第６１６号 プレミアム付商品券販売事務に係る要配慮個人情報の収集について 

      第６１７号 プレミアム付商品券販売事務に係る保有個人情報の外部提供について 

 

 第２回 枚方市情報公開・個人情報保護審議会 

開催日 令和元年（２０１９年）８月２６日（月） 

諮問案件はなし 

       

 

Ⅳ．情報公開・個人情報保護審査会 

 

  １．審査会委員 

 

⑴  審査会委員 

審査会は、５人の学識経験者の委員で構成され、枚方市情報公開条例第１４条、枚方市個人情

報保護条例第２８条に規定する審査請求について審査します。 

 

表１３ 審査会委員名簿                                （令和２年（２０２０年）３月３１日現在） 

役 職 氏              名 職 業 ・ 役 職 等 

会 長 佐  伯  彰  洋 同 志 社 大 学 法 学 部 教 授 

副 会 長 片  桐  直  人 大阪大学大学院高等司法研究科准教授 

委 員 小  関  伸  吾 弁 護 士 

委 員 平   良   小 百 合 京都女子大学法学部法学科 准教授 

委 員 山  本   香   織 弁 護 士 

   （注） 委員の任期は、令和２年（２０２０年）１０月１４日までの２年間 
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  ２．諮問した審査請求の処理状況 

 

⑴ 処理状況 

令和元年度（２０１９年度）に審査会に新たに諮問した審査請求は６件で、このうち、保有情

報公開請求に係る決定についてのものは５件（平成３０年度（２０１８年度）の請求に対する決

定についての市長に対するもの）、保有個人情報開示請求に係る決定についてのもの（市長に対

するもの）が１件でした。 

令和元年度（２０１９年度）に審査会で審査された諮問案件は５件で、このうち、５件につい

て同年度に答申がありました。 

 

表１４  審査された諮問案件の処理状況                                          （単位：件） 

区    分 諮問件数 
処      理      内      訳 審 査 中 

却  下 全部認容 一部認容 棄   却 取 下 げ  

保有情報公開

請求 
５（注） － － ３ ２ － － 

保有個人情報

開示請求 
 － － － － － － － 

   （注）審査請求は６件あり、うち２件を１件に併合。 
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３．審査会開催状況 

 

⑴ 開催状況及び諮問案件 

令和元年度（２０１９年度）は、次の案件の審査のため、１１回開催されました。 

案件① 「枚方市〇〇で行われている〇〇マンション建替事業に関し、マンション建替円滑

化法に基づく枚方市の許認可等に関連する一切の資料（登記を除く）」の部分公開決

定に係る審査請求に対する裁決について 

案件② 「添付資料公相第〇〇号（平成〇〇年〇〇月〇〇日）及び放置自転車等の処理に関

する確認書（昭和６２年６月３０日）にある「甲」枚方市の管理区分を「公共の場

所」と認定した文書（条例第１条２条適用文書）」の公開決定に係る審査請求に対す

る裁決について 

案件③ 「説明資料『道路占用の許可申請について』の決裁文書その他の関連文書」の

不存在決定に係る審査請求に対する裁決について 

案件④ 「枚方市駅東地区再整備検討協議会及び市駅周辺地区市街地再開発準備組合の設立

会議に関する資料」の部分公開決定についての審査請求に対する裁決について 

案件⑤ 「土地分筆申告書」の部分公開決定及び「土地分筆申告書に添付されている地積測

量図」の却下決定についての審査請求に対する裁決について 

 

第１回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）５月２１日（火） 

 審査事項 上記案件①について 

 

第２回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）６月２７日（木） 

 審査事項 上記案件②について 

 

第３回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）７月１８日（木） 

 審査事項 上記案件①について 

 

第４回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）８月１日（木） 

 審査事項 上記案件②について 

 

第５回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）８月２２日（木） 

 審査事項 上記案件①について 
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第６回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）１０月２１日（月） 

 審査事項 上記案件③について 

 

第７回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）１１月１８日（月） 

 審査事項 上記案件④について 

 

第８回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和元年（２０１９年）１２月９日（月） 

 審査事項 上記案件⑤について 

 

第９回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和２年（２０２０年）１月２７日（月） 

 審査事項 上記案件③及び⑤について 

 

第１０回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和２年（２０２０年）２月２０日（木） 

 審査事項 上記案件④について 

 

第１１回 枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

 開催日  令和２年（２０２０年）３月１９日（木） 

 審査事項 上記案件④について 

 

 

表１５ 諮問された審査請求の内容等                    （令和２年（２０２０年）３月３１日現在） 

審査請求日 審査請求に係る情報の内容及び実施機関 決定内容等 
諮問日、答申日 

及 び 裁 決 内 容 

審査請求 

H30.12.28 

 

保有情報 

公開 

枚方市〇〇で行われている〇〇マンション

建替事業に関し、マンション建替円滑化法

に基づく枚方市の許認可等に関連する一切

の資料（登記を除く） 

 

市長（景観住宅整備課） 

部分公開 

諮問日  H30.5.21 

 

答申日  R1.9.11 

答申内容  

実施機関の決定は、一

部妥当でない 

 

裁決日   R1.9.27 

裁決内容  一部認容 
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審査請求日 審査請求に係る情報の内容及び実施機関 決定内容等 
諮問日、答申日 

及 び 裁 決 内 容 

審査請求 

H31.2.22 

 

保有情報 

公開 

添付資料公相第〇〇号（平成〇〇年〇〇月

〇〇日）及び放置自転車等の処理に関する

確認書（昭和６２年６月３０日）にある「甲」

枚方市の管理区分を「公共の場所」と認定

した文書（条例第１条２条適用文書） 

 

市長（交通対策課） 

公開 

諮問日  R1.5.28 

 

答申日  R1.8.1 

答申内容  

実施機関の決定は、一

部妥当でない 

 

裁決日   R1.8.16 

裁決内容  一部認容 

審査請求 

R1.7.1 

 

保有情報 

公開 

説明資料『道路占用の許可申請について』

の決裁文書その他の関連文書 

 

市長（道路河川管理課） 

不存在 

諮問日  R1.9.9 

 

答申日  R2.2.3 

答申内容  

実施機関の決定は、妥

当である 

 

裁決日   R2.2.17 

裁決内容  棄却 

審査請求 

R1.6.28 

 

保有情報 

公開 

枚方市駅東地区再整備検討協議会及び市駅

周辺地区市街地再開発準備組合の設立会議

に関する資料 

 

市長（市駅周辺等活性化推進部） 

部分公開 

諮問日  R1.11.15 

 

答申日  R2.3.19 

答申内容  

実施機関の決定は、妥

当である 

 

未裁決 

審査請求 

H31.2.20 

 

保有情報 

公開 

土地分筆申告書及び土地分筆申告書に添付

されている地積測量図 

 

市長（資産税課） 

部分公開 

 

却下 

諮問日  R1.7.12 

 

答申日  R2.2.3 

答申内容  

実施機関の決定は、一

部妥当でない 

 

裁決日   R2.2.12 

裁決内容  一部認容 

審査請求 

R1.8.16 

 

保有個人 

情報開示 

請求者について会議した記録及び請求者に

ついて相談に来た者の記録文書、保健予防

課の訪問に関する文書 

部分開示 

 

存否応答拒否 

諮問日  R2.2.19 

 

（審査中） 
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参 考 資 料 
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

1 H31.4.2 H31.4.16

杉1丁目調整池他除草委託
上記業務に係る平成26年度～30年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)
＜対象文書＞
杉1丁目調整池他除草委託
平成27年度 金入り設計書､平成28年度 金入り設計書(当初)､平成28
年度 金入り設計書(変更)､平成29年度 金入り設計書､平成30年度 金
入り設計書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

2 H31.4.2 H31.4.16

･急傾斜地除草委託
･八田川他除草委託
･公園等夏期剪定作業委託(北部A地区)
･公園等夏期剪定作業委託(北部B地区)
･公園等夏期剪定作業委託(中部A地区)
･公園等夏期剪定作業委託(中部B地区)
･公園等夏期剪定作業委託(南部A地区)
･公園等夏期剪定作業委託(南部B地区)
･公園等夏期剪定作業委託(北部小規模)
･公園等冬期剪定作業委託(北部A地区)
･公園等冬期剪定作業委託(中部A地区)
･公園等冬期剪定作業委託(南部A地区)
上記業務に係る平成26年度～30年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち･みどり室

3 H31.4.2 H31.4.16

香里こもれび水路樹木管理委託に係る平成30年度の金入り設計書の
全て(代価表含む)(変更があれば変更分も)
＜対象文書＞
香里こもれび水路樹木管理委託 平成30年度 金入り設計書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

4 H31.4.2 H31.4.16
淀川衛生事業所除草樹木剪定等委託に係る平成26年度から30年度の
金入り設計書(代価表を含む)

部分公開
5-7

環境部
淀川衛生事業所

5 H31.4.2 H31.4.16
公園等冬期剪定作業委託(中部小規模)
上記業務に係る平成26年度～30年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち･みどり室

6 H31.4.2 H31.4.16

東中振2丁目調整池他除草委託に係る平成26年度～30年度の金入り設
計書の全て(代価表含む)(変更があれば変更分も)
＜対象文書＞
東中振2丁目調整池他除草委託
平成30年度 金入り設計書(当初)､平成30年度 金入り設計書(変更)

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

7 H31.4.2 H31.4.16

｢平成30年度道路用地除草委託業務に係る平成26年度～30年度の金入
り設計書の全て(代価表含む)(変更があれば変更分も)」のうち以下
のもの
＜対象文書＞
(1)道路用地除草委託(平成26年度設計書)
(2)道路用地除草委託(平成26年度変更設計書)
(3)道路用地除草委託(平成27年度設計書)
(4)道路用地除草委託(平成27年度変更設計書)
(5)道路用地除草委託(平成28年度設計書)
(6)道路用地除草委託(平成28年度変更設計書)
(7)道路用地除草委託(平成29年度設計書)
(8)道路用地除草委託(平成29年度変更設計書)
(9)平成30年度 道路用地除草委託(平成30年度設計書)

部分公開
5-7

土木部
道路河川整備課

8 H31.4.3 H31.4.11
平成30年度京阪連続立体交差事業用地の除草業務委託の金入り設計
書

部分公開
5-7

都市整備部
連続立体交差推進

室

9 H31.4.3 H31.4.17

｢道路用地伐採委託及び平成30年度京阪連続立体交差事業用地の除草
委託業務に係る平成26年度～30年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)｣のうち以下のもの
＜対象文書＞
･道路用地伐採委託(御殿山小倉線)(平成29年度設計書)
･御殿山小倉線伐採委託(平成30年度設計書)
･道路用地樹木伐採委託(平成30年度設計書)
･道路用地樹木伐採委託(その2)(平成30年度設計書)
･道路用地伐採委託(平成30年度設計書)
･道路用地伐採委託(平成30年度変更設計書)

部分公開
5-7

土木部
道路河川整備課

10 H31.4.3 H31.4.16
都市計画施設用地等管理委託の金入り設計書(平成26年度～30年度)
(変更設計書があれば変更分のみ)

部分公開
5-7

都市整備部
都市計画課

11 H31.4.3 H31.4.17
公園等冬期剪定作業委託(北部B地区)
上記業務に係る平成30年度の金入り設計書の全て(代価表含む)(変更
があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

12 H31.4.4 H31.4.19

2011年度の枚二校区及び牧野校区の未来トークの記録
＜対象文書＞
･｢市民と市長の地域対話集会｣報告書
･枚方第二校区 対談内容要旨
･牧野校区 対談内容要旨

公開
市長公室
広聴相談課

１．情報公開の請求の内容等
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

13 H31.4.5 H31.4.18 東部清掃工場管理区域除草委託に係る金入り設計書
部分公開

5-7
環境部

東部清掃工場

14 H31.4.8 H31.4.22

枚方市立図書館･生涯学習市民センター複合施設の2018年12月､2019
年1月､2月業務報告書
＜対象文書＞
楠葉生涯学習市民センター･楠葉図書館､蹉跎生涯学習市民センター･
蹉跎図書館､御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館､牧野生涯学
習市民センター･牧野図書館･牧野北分館､津田生涯学習市民セン
ター･津田図書館､菅原生涯学習市民センター･菅原図書館の平成30年
12月度､平成31年1月度､平成31年2月度月例報告

部分公開
5-1

産業文化部
生涯学習課

15 H31.4.9 H31.4.23

別紙関連(添付資料)の日本たばこ産業(株)より寄贈を受けた喫煙所
に係る全ての文書(経緯､公園占用許可､喫煙所/図面､仕様等)
＜対象文書＞
･岡東中央公園内喫煙所の新設及び整備に係るJTとの覚書の締結､そ
の関連手続き並びに樟葉駅タクシー乗り場に係る覚書の締結につい
て
･道路使用許可証
･公園施設設置許可証
･覚書
･岡東中央公園喫煙所設備(パーテーション)の寄付収受について
･岡東中央公園喫煙所設置工事に係る総務管理課への協力依頼につい
て

部分公開
5-1
5-3

環境部
環境保全課

16 H31.4.9 H31.4.23

別紙関連(添付資料)の日本たばこ産業(株)より寄贈を受けた喫煙所
に係る全ての文書(経緯､公園占用許可､喫煙所/図面､仕様等)のうち､
みち･みどり室所管分
＜対象文書＞
公園施設設置許可書(平成30年9月11日付け土み公第259号)

部分公開
5-3

土木部
みち・みどり室

17 H31.4.10 H31.4.25

｢公益社団法人〇〇に対する平成30年度補助金の額及び同〇〇に対す
る国の補助金の額｡併せて､これらの手続きに関する説明｡｣のうち､平
成30年度市補助金の額
＜対象文書＞
平成30年度補助金交付決定通知書

公開
長寿社会部

長寿社会総務課

18 H31.4.10 H31.4.25
｢公益社団法人〇〇に対する平成30年度補助金の額及び同〇〇に対す
る国の補助金の額｡併せて､これらの手続きに関する説明｡｣のうち､国
の補助金の額及び手続きに関する説明

不存在
※1

長寿社会部
長寿社会総務課

19 H31.4.10 H31.4.22
枚方市立すぎの木園及びくすの木園除草作業委託
上記業務に係る平成26年度～31年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)

不存在
※2

子ども青少年部
子育て運営課

20 H31.4.10 H31.4.22

穂谷川清掃工場緑地帯管理委託
上記業務に係る平成26年度～30年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)のうち､当初分
＜対象文書＞
穂谷川清掃工場緑地帯管理委託 金入り設計書
平成26年度～30年度(当初分)

部分公開
5-7

環境部
穂谷川清掃工場

21 H31.4.10 H31.4.22
穂谷川清掃工場緑地帯管理委託
上記業務に係る平成26年度～30年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)のうち､変更分(平成28･29年度)

不存在
※3

環境部
穂谷川清掃工場

22 H31.4.10 H31.4.16
文化財用地等除草委託
上記業務に係る平成26年度～32年度の金入り設計書の全て(代価表含
む)(変更があれば変更分も)

不存在
※4

教育委員会
社会教育部
文化財課

23 H31.4.10 H31.4.16
枚方市〇〇における筆界確認書
＜対象文書＞
平成〇〇年〇〇月〇〇日付け枚方市〇〇における筆界確認書

部分公開
5-3

都市整備部
開発指導室
開発審査課

24 H31.4.15 H31.4.18

工事名:公共下水道第62工区新安居川ポンプ場整備工事(機械設備そ
の2)
開札年月日:平成30年8月8日
上記工事の金入り設計内訳書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

25 H31.4.15 R1.5.7

人権政策室が所管する相談業務(男女共生フロア･ウィルでの相談業
務を含む)について､相談員の派遣にかかわる契約､もしくは主に相談
員として業務にあたる個人(枚方市の非常勤職員として雇用している
場合を含む)との契約(雇用契約を含む)書類一式
相談員には､法律相談など資格が必要な相談業務に従事する者を含む
＜対象文書＞
平成31年度に締結した｢人権ケースワーク事業委託契約書｣､｢男女共
生フロア相談事業委託契約書｣及び｢LGBT電話相談員の派遣依頼状｣

部分公開
5-1
5-3

市長公室
人権政策室
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

26 H31.4.15 R1.5.7

人権政策室が所管する相談業務(男女共生フロア･ウィルでの相談業
務を含む)について､相談員の派遣にかかわる契約､もしくは主に相談
員として業務にあたる個人(枚方市の非常勤職員として雇用している
場合を含む)との契約(雇用契約を含む)書類一式
相談員には､法律相談など資格が必要な相談業務に従事する者を含む
＜対象文書＞
非常勤職員採用試験の第2次試験の結果及び平成29年7月1日付採用に
ついて

部分公開
5-1
5-7

総務部
人事課

27 H31.4.17 R1.5.20

市民会館の指定管理者に係る次の文書
①基本協定書
②①の変更協定書
③年度協定書
④募集要項
※いずれも最新のもの
※個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
(1)枚方市市民会館指定管理者 基本協定書(平成28年12月9日締結分)
(2)大阪北部地震に起因した枚方市市民会館大ホール廃止及び建築基
準法の改正による枚方市市民会館管理運営業務基本仕様書等の変更
に関する覚書
(3)平成31年度枚方市市民会館指定管理者年度協定書
(4)枚方市市民会館指定管理者募集要項(指定期間が平成29年4月1日
から平成32年3月31日までの分)

部分公開
5-1
5-3

産業文化部
文化振興課

決定期間
延長決定
R2.5.7

28 H31.4.18 H31.4.26 枚方市〇〇 自治会等区域図 公開
市民安全部
市民活動課

29 H31.4.25 R1.5.9

岡東中央公園他管理業務委託
御殿山･牧野駅前花壇等管理委託
枚方市駅前花壇他管理委託
樟葉駅前花壇等管理委託
津田･枚方公園駅前花壇等管理委託
車塚公園管理業務委託
天野川緑道管理業務委託
関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その1)
関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その2)
関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その3)
公園等草刈作業委託(中部A地区)
公園等草刈作業委託(南部A地区)
公園等草刈作業委託(南部B地区)
公園等草刈作業委託(北部A地区)
公園等草刈作業委託(北部B地区)
公園等春期剪定作業委託(北部A地区)
街路樹病害虫防除委託
上記案件に係る平成31年度の金入り設計書(代価表は除く)､当初分の
み

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

30 H31.4.25 R1.5.16
設計書｢平成31年度 楠葉台場跡史跡公園管理業務委託｣(代価表は除
く)

部分公開
5-7

教育委員会
社会教育部
文化財課

31 H31.4.25 R1.5.8
香里小学校他5校除草作業委託
西牧野小学校他5校除草作業委託
上記案件に係る設計図書(代価表は除く)､当初分のみ

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

32 H31.4.25 R1.5.8

水面廻廊樹木管理委託
上記案件に係る設計図書(代価表は除く)､当初分のみ
＜対象文書＞
水面廻廊樹木管理委託 平成31年度 金入り設計書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

34 R1.5.9 R1.6.12
｢枚方市ふるさと寄附金において､株式会社〇〇から提供を受けた返
礼品に関連する別紙事項に係る保有情報すべて｣のうち､A-1､A-2､A-
3､B-1､B-2､B-3､B-4､B-5､B-6､C-1の一部､C-4､D-2

不存在
※５

総合政策部
ひらかた魅力推進

課

決定期間
延長決定
R1.5.23

35 R1.5.14 R1.5.28

枚方市立の各中学校において､平成31年度の入学予定生徒の保護者対
象に行われた入学説明会(会の名称は拘らない)において配布された
文書のうち､当該中学校の服装(標準服を含む)の｢きまり｣に触れた部
分｡標準服取扱業者より､当該保護者への配布を依頼された文書を含
む｡を､すべての中学校分｡
＜対象文書＞
平成31年度入学説明会資料(服装のきまり)､業者配布依頼文書を含む

公開
教育委員会
学校教育部
教職員課

36 R1.5.14 R1.5.28

保有情報公開請求のあった3件のうち､｢(2)枚方市立の各中学校にお
いて､平成31年度の新入学生徒を対象に行われた学校生活のオリエン
テーション(集会の名称は拘らない)において配布された文書のうち､
当該中学校の服装(標準服を含む)の｢きまり｣に触れた部分｡を､すべ
ての中学校分｡｣のうち15校分､及び｢(3)枚方市立の各中学校におい
て､平成31年度の新入学生徒に配布された生徒手帳(冊子の名称は拘
らない)の各ページのうち､当該中学校の服装(標準服を含む)の｢きま
り｣に触れた部分｡を､すべての中学校分｡｣のうち15校分
＜対象文書＞
(1)令和元年度新入生オリエンテーション資料(服装のきまりに触れ
た部分に限る｡)
津田中学校､枚方中学校､中宮中学校､招提中学校､楠葉中学校､楠葉西
中学校､東香里中学校､長尾中学校､杉中学校､山田中学校､渚西中学
校､桜丘中学校､蹉跎中学校､招提北中学校､長尾西中学校
(2)令和元年度生徒手帳(服装のきまりに触れた部分に限る｡)
第一中学校､第二中学校､第三中学校､第四中学校､津田中学校､枚方中
学校､招提中学校､楠葉西中学校､東香里中学校､長尾中学校､杉中学
校､桜丘中学校､蹉跎中学校､招提北中学校､長尾西中学校

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

決定期間
延長決定
R1.5.23

｢枚方市ふるさと寄附金において､株式会社〇〇から提供を受けた返
礼品に関連する別紙事項に係る保有情報すべて｣のうち､A-4､B-7､C-1
の一部､C-2､C-3､D-1､D-3､D-4
＜対象文書＞
A-4
･平成30年11月30日付け決裁｢ふるさと寄附金推進事業における返礼
品協力事業者及び返礼品の公募について｣
B-7
･平成30年3月9日付け回覧｢ふるさと寄附金の寄附者からの問い合わ
せ対応について｣
C-1
･平成30年5月28日19:02 大阪府消費生活センターからのメール
･平成30年5月28日19:33 大阪府消費生活センターからのメール
･平成30年8月31日09:24 大阪府消費生活センターからのメール
･平成30年9月3日14:34 大阪府消費生活センターからのメール
･平成30年9月13日09:43 大阪府市町村課税政グループからのメール
･平成31年1月23日付け大阪府総務部市町村課長からの送付文書｢ふる
さと納税に係る牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する
特別措置法に基づく特定牛肉の個体識別番号の表示等に関する確認
について(送付)｣
C-2
･令和元年5月23日18:19 株式会社さとふるからのメール
･令和元年5月24日17:32 株式会社さとふるへのメール
･令和元年5月24日19:53 株式会社さとふるからのメール
･令和元年5月27日10:44 株式会社さとふるからのメール
C-3
･株式会社さとふるとの業務委託契約書及び仕様書等の付随文書
D-1
･平成30年12月19日収受 本市代理人弁護士からの面談文書｢(株)〇
〇｣の件
D-3
･平成30年2月5日付け決裁｢法律相談報告書(平成30年1月31日相談)｣
･平成30年9月14日付け決裁｢法律相談の申込について(○○弁護
士)(平成30年9月18日相談)｣
･平成30年10月23日付け決裁｢法律相談報告書(平成30年10月19日相
談)｣
･平成30年11月15日付け決裁｢法律相談報告書(平成30年11月14日相
談)｣
･平成30年12月11日収受 株式会社〇〇代理人弁護士から本市代理人
弁護士宛にFAX送信された文面
･平成30年12月11日付け決裁｢枚方市から本市代理人弁護士宛の回答｣
･平成30年12月19日収受 本市代理人弁護士からの面談文書｢〇〇｣の
件
D-4
･平成30年3月9日付け回覧｢ふるさと寄附金の寄附者からの問い合わ
せ対応について｣

33 R1.5.9 R1.6.12
部分公開

5-1
5-3

総合政策部
ひらかた魅力推進

課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

37 R1.5.14 R1.5.28

｢(2)枚方市立の各中学校において､平成31年度の新入学生徒を対象に
行われた学校生活のオリエンテーション(集会の名称は拘らない)に
おいて配布された文書のうち､当該中学校の服装(標準服を含む)の｢
きまり｣に触れた部分｡を､すべての中学校分｡｣のうち4校分(第一中学
校､第二中学校､第三中学校､第四中学校)､及び｢(3)枚方市立の各中学
校において､平成31年度の新入学生徒に配布された生徒手帳(冊子の
名称は拘らない)の各ページのうち､当該中学校の服装(標準服を含
む)の｢きまり｣に触れた部分｡を､すべての中学校分｡｣のうち4校分(中
宮中学校､楠葉中学校､山田中学校､渚西中学校)

不存在
※６

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

38 R1.5.14 R1.5.28

枚方市立〇〇中学校で使用している､平成31年度(令和元年度)の授業
時間割表で､公開請求日において現に使用しているもの
＜対象文書＞
令和元年度(2019年度)枚方市立〇〇中学校授業時間割表

部分公開
5-1

教育委員会
学校教育部
教育指導課

39 R1.5.15 R1.5.29
枚方市内にある企業主導型保育施設､認可外保育施設設置届出書(添
付書類を除く)

部分公開
5-1
5-3

子ども青少年部
子育て事業課

40 R1.5.21 R1.6.6

45小学校及び19中学校の開閉門作業について
①いつから②何人がかかわっているか③費用④開閉門以外の作業は
何か
＜対象文書＞
(1)｢特別職非常勤職員(学校施設管理人)の採用試験(筆記･面接)実施
内容について｣(平成16年12月13日部長決裁)
(2)特別職非常勤職員(中学校施設管理人)の採用試験実施について
(平成14年7月18日教育長決裁)
(3)平成31年度予算書
(4)平成29年度決算書
(5)施設管理人の服務等

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部
教育政策課

41 R1.5.21 R1.6.3

①別紙Aの保存年限が経過して廃棄されているのであれば､枚方市文
書取扱規程第37条に基づく廃棄書類目録の開示を求めます｡
②別紙Bを枚方市道路河川課に送りましたが､この書類が枚方市文書
取扱規程に基づき､適切に保管されているかどうかがわかる書類の開
示を求めます｡

不存在
※７

土木部
道路河川管理課

42 R1.5.24 R1.6.7

･〇〇中学校に於ける検査
(学校保健安全法に基づく調査項目)
(1)浮遊粉じん
(2)一酸化炭素及び二酸化窒素
(3)照度(教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比率)
(4)騒音(数値記入の事)
(5)換気量-間接測定法
(6)ダニ､ダニアレルゲン(数値記入の事)
(7)まぶしさ
(8)飲料水等の水質及び飲料水に関する施設･設備
教室の清潔･ネズミ･衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校
環境衛生基準
(9)排水の施設･設備･浄化槽
(10)水質(プール) プール本体の衛生状況
うちの(1)(2)(4)(9)以外
＜対象文書＞
環境衛生基準に基づく検査結果(平成30年度分)(〇〇中学校分)

部分公開
5-1
5-3

教育委員会
学校教育部
学務課

43 R1.5.24 R1.6.7

･〇〇中学校に於ける検査
(学校保健安全法に基づく調査項目)
(1)浮遊粉じん
(2)一酸化炭素及び二酸化窒素
(3)照度(教室及び黒板のそれぞれの最大照度と最小照度の比率)
(4)騒音(数値記入の事)
(5)換気量-間接測定法
(6)ダニ､ダニアレルゲン(数値記入の事)
(7)まぶしさ
(8)飲料水等の水質及び飲料水に関する施設･設備
教室の清潔･ネズミ･衛生害虫等及び教室等の備品の管理に係る学校
環境衛生基準
(9)排水の施設･設備･浄化槽
(10)水質(プール)プール本体の衛生状況
うちの(1)(2)(4)(9)

不存在
※８

教育委員会
学校教育部
学務課

44 R1.5.24 R1.6.7
学校徴収金等取扱マニュアル
＜対象文書＞
学校園徴収金等取扱ガイドライン

公開
教育委員会
学校教育部
教職員課

45 R1.5.24 R1.6.7 学校防災マニュアル
不存在
※９

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

46 R1.5.24 R1.6.7

〇〇中学校が作成した各種計画
教育委員会が作成した各種ガイドライン
＜対象文書＞
各教科年間指導計画､道徳全体計画･年間指導計画､総合的な学習の時
間 年間指導計画､特別活動 全体計画･年間指導計画､食に関する指導
の全体計画､学校保健計画､学校安全計画､枚方市中学校部活動方針

公開
教育委員会
学校教育部
教育指導課
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47 R1.5.24 R1.6.7 道徳教科の評価基準(ガイドライン)
不存在
※10

教育委員会
学校教育部
教育指導課

48 R1.6.4 R1.6.18

道の駅の整備についての検討がわかる書類
＜対象文書＞
(1)視察報告書
(2)｢道の駅｣に関する課題(聞き取った内容)

部分公開
5-1
5-3

産業文化部
農業振興課

49 R1.6.6 R1.6.19
添付文書(公相第〇〇号)にあるAの国土交通省に連絡問合せ､回答受
理に係る文書､国土交通省に連絡したその理由根拠となる文書､Bの根
拠文書と判断の基準文書

不存在
※11

総務部
総務管理課

50 R1.6.6 R1.6.13
添付文書(公相第〇〇号)にあるAの国土交通省連絡問合せ､回答受理
に係る文書､国土交通省に連絡したその理由根拠となる文書､Bの根拠
文書と判断の基準文書

不存在
※12

環境部
環境総務課

51 R1.6.6 R1.6.18
添付文書(公相第〇〇号)にあるAの国土交通省に連絡問合せ､回答受
理に係る文書､国土交通省に連絡したその理由根拠となる文書､Bの根
拠文書と判断の基準文書

不存在
※13

環境部
環境保全課

52 R1.6.6 R1.6.13
･平成30年度卒業生進路先一覧表(平成31年3月31日現在)
･平成30年度進路指導のまとめ(19校分)

公開
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

53 R1.6.7 R1.6.21
H〇〇.〇〇.〇〇付け枚方市指令都査第〇〇-〇〇号の開発許可に添
付されている図書のうち､造成平面図､造成断面図及びL6､L7､L8擁壁
の断面図

部分公開
5-1

都市整備部
開発指導室
開発調整課

54 R1.6.25 R1.7.9

①枚方市長が教育再生首長会議への参加及び会員になるにあたって
の関係部署での回議書一式
②上記の参加等のための出張や会費の支出等の必要な経費の内容が
わかる起案･決裁等
③上記の会議等で配布された資料･文書の全て
のうち､秘書課所管分
＜対象文書＞
①特別出張命令書(伺い)(平成31年1月22日市長出張分)
②教育再生首長会議(平成31年１月22日開催)配布資料(4点)
③精算書(平成31年1月22日開催の教育再生首長会議参加費に係るも
の)
④精算書(平成31年1月22日開催の教育再生首長会議意見交換会･懇親
会参加費に係るもの)
⑤全国市長会(全国市長会議､市長フォーラム等)､教育再生首長会議､
全国防災･危機管理トップセミナー､令和元年度｢全国手話言語市区長
会｣総会､全国市長会機関紙｢市政｣市長座談会等に参加するための特
別出張について(令和元年6月5日市長決裁)
⑥教育再生首長会議(令和元年6月11日開催)配布資料(11点)
⑦精算書(令和元年6月11日開催の教育再生首長会議参加費に係るも
の)
⑧精算書(令和元年6月11日開催の教育再生首長会議懇親会参加費に
係るもの)

部分公開
5-1
5-3

市長公室
秘書課

55 R1.6.25 R1.7.9

①枚方市長が教育再生首長会議への参加及び会員になるにあたって
の関係部署での回議書一式
②上記の参加等のための出張や会費の支出等の必要な経費の内容が
わかる起案･決裁等
③上記の会議等で配布された資料･文書の全て
のうち､教育政策課所管分
＜対象文書＞
･｢教育再生首長会議｣の加入について(平成30年5月31日付け総合教育
部長決裁)
･支出負担行為決議書(教育再生会議負担金)(令和元年5月27日付け教
育政策課長決裁)

部分公開
5-1
5-3

教育委員会
総合教育部
教育政策課

56 R1.6.26 R1.7.3
星ヶ丘公園他緊急木伐採業務委託
上記業務に係る平成30年度の金入り設計書(代価表含む)

部分公開
5-7

土木部
みち･みどり室

57 R1.6.26 R1.7.3
北山1丁目地内他支障木伐採緊急委託
上記業務に係る平成30年度の金入り設計書(代価表含む)(変更があれ
ば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち･みどり室

58 R1.6.26 R1.7.3
王仁公園緊急伐採業務委託
上記業務に係る平成30年度の金入り設計書(代価表含む)

部分公開
5-7

土木部
みち･みどり室

59 R1.6.27 R1.7.9
平成31年度 中宮浄水場更新用地土壌汚染調査業務委託 金入り設計
書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部

浄水課

60 R1.6.28 R1.7.3

(1)公園等冬期剪定作業委託(北部A地区)
上記業務に係る平成26年度～30年度の金入り設計書(代価表含む)
(2)香里ヶ丘南公園緊急伐採業務委託
上記業務に係る平成30年度の金入り設計書(代価表含む)

部分公開
5-7

土木部
みち･みどり室

38



番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

61 R1.7.9 R1.7.23

[Ⅰ]添付別紙にある(写真)組織名(部署名)看板に添架されているマ
ンガ絵の製作､設置(添架)に係る全ての文書
[Ⅱ]添付別紙にある(写真)の公衆電話図記号に係る全ての文書(製作
設置等判明出来るもの)
のうち､[Ⅰ]の設置(添架)に係る文書
＜対象文書＞
ひこぼしくんステッカーの活用について(平成25年3月7日)

公開
総合政策部

ひらかた魅力推進
課

62 R1.7.9 R1.7.23

[Ⅰ]添付別紙にある(写真)組織名(部署名)看板に添架されているマ
ンガ絵の製作､設置(添架)に係る全ての文書
[Ⅱ]添付別紙にある(写真)の公衆電話図記号に係る全ての文書(製作
設置等判明出来るもの)
のうち､[Ⅰ]の製作に係る文書

不存在
※14

総合政策部
ひらかた魅力推進

課

63 R1.7.9 R1.7.19

[Ⅰ]添付別紙にある(写真)組織名(部署名)看板に添架されているマ
ンガ絵の制作､設置(添架)に係る全ての文書
[Ⅱ]添付別紙にある(写真)の公衆電話図記号に係る全ての文書(製作
設置等判明出来るもの)

不存在
※15

総務部
総務管理課

64 R1.7.16 R1.7.25

公共用地境界確定について(通知)《〇〇地内》のうち
・回議書
・境界確定の方針とその内容(個人情報を除く)
・(仮)宅地別求積参考図
・参考資料

公開
上下水道局

上下水道経営部
下水道管理課

65 R1.7.17 R1.7.30
総合文化施設の設計業務委託の契約書(H27.3.24分)
＜対象文書＞
(仮称)枚方市総合文化施設設計業務委託に係る契約書

部分公開
5-3

財務部
契約課

66 R1.7.26 R1.8.9

渚保育所･渚西保育所民営化に係る第1回保護者説明会議事要旨及び
説明会での配布資料
＜対象文書＞
(1)第1回渚保育所保護者説明会(要旨)
(2)第1回渚西保育所保護者説明会(要旨)
(3)渚保育所･渚西保育所の民営化について(説明会資料)
(4)公立保育所の民営化に関する主なQ&A

公開
子ども青少年部
子育て事業課

67 R1.7.30 R1.7.30

①別添資料(写真･地図)にある｢案内板と広告看板｣に係る道路占用許
可
②別添資料(写真･地図)にある道路上の障害物(ブロック)AとBの設置
に係る道路占用許可

不存在
※16

土木部
道路河川管理課

68 R1.7.31 R1.8.14

生涯学習市民センター活動委員会事業報告書(平成30年度)
生涯学習市民センター指定管理事業者の事業費及び人件費の決算書
(平成30年度)
＜対象文書＞
･南部生涯学習市民センター､楠葉生涯学習市民センター､津田生涯学
習市民センター､御殿山生涯学習美術センター､菅原生涯学習市民セ
ンター､さだ生涯学習市民センター､牧野生涯学習市民センターの活
動委員会 平成30年度事業報告書
･楠葉生涯学習市民センター･楠葉図書館､津田生涯学習市民セン
ター･津田図書館､御殿山生涯学習美術センター･御殿山図書館､菅原
生涯学習市民センター･菅原図書館､さだ生涯学習市民センター･さだ
図書館､牧野生涯学習市民センター･牧野図書館･牧野北分館 平成30
年度事業報告書 収支報告書

部分公開
5-1

産業文化部
生涯学習課

69 R1.8.1 R1.8.15

1.ひらかたポイント制度の導入の経緯がわかる文書
2.目標設定と進捗状況について
のうち､企画課所管分
＜対象文書＞
①(平成30年1月17日決裁)枚方市ポイント制度システム構築･運営業
務委託に係る発注方式について

公開
総合政策部
企画課

70 R1.8.1 R1.8.15

1.ひらかたポイント制度の導入の経緯がわかる文書
2.目標設定と進捗状況について
のうち､ひらかた魅力推進課所管分
＜対象文書＞
①(平成28年11月21日開催)第3回定住促進･人口誘導対策検討委員会
資料一式 ※但し､会議資料のうち､ひらかたポイント制度に係る資料
に限る
②(平成30年8月17日決裁)枚方市ポイント制度システム構築･運営業
務委託の随意契約依頼について
③(平成30年11月22日決裁)ひらかたポイント制度の運用開始につい
て
④ひらかたポイント利用状況報告書
⑤ひらかたポイント協力店舗一覧表

部分公開
5-1
5-3

総合政策部
ひらかた魅力推進

課

71 R1.8.5 R1.8.8

新名神枚方スマートIC建設実現に向けての要請書
＜対象文書＞
新名神高速道路 枚方市区間 スマートインターチェンジ建設に対す
る要望書(令和〇〇年(〇〇年)〇〇月〇〇日収受土政第〇〇号)

部分公開
5-3

土木部
土木政策課
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72 R1.8.8 R1.8.22

小中学校でのタブレットPC導入に係る文書
①契約書等､費用のわかる文書
②契約仕様書
＜対象文書＞
･次の契約に係る仕様書
①枚方市立小中学校タブレット型パソコン賃貸借
②市立小学校コンピュータ教室用機器賃貸借
③第四中学校先進的ICT環境整備事業機器購入
④平成29年12月タブレット型パソコン購入(小学校)
⑤平成29年12月タブレット型パソコン購入(中学校)
⑥中学校教育外部系パソコン賃貸借(タブレット64台)
⑦中学校教育外部系パソコン賃貸借(タブレット機器)
･①及び②に係る契約書
･③､④及び⑤に係る支出命令書

部分公開
5-1
5-3

教育委員会
総合教育部
教育政策課

73 R1.8.8 R1.8.22

｢メリハリのある給与制度｣の概要の管理職手当の見直し(P.4)
類似団体の状況も踏まえての内容
＜対象文書＞
(6)管理職手当の支給状況について 関係資料
(参考)中核市における管理職手当の状況

公開
総務部
職員課

74 R1.8.13 R1.8.27

枚方市が2019年6月14日に発表した､DV被害をうけて市外へ転居した
女性の転居先住所が記された所得証明書を､女性の夫に交付してし
まった事案に関する｢住民基本台帳事務における支援措置申出書｣(新
規分及び延長分)

部分公開
5-1

市民安全部
市民室

75 R1.8.13 R1.8.27

｢20年度の教科書展示について｣等の今年度の教科書展示に関わる文
章や決裁
＜対象文書＞
･決裁(平成32年度使用教科書展示会について(報告))
･決裁｢平成31年度教科書の閲覧に関するアンケート｣について
･決裁【改定】｢平成31年度教科書の閲覧に関するアンケート｣につい
て
･【枚方市】平成32年度使用教科書展示会について(報告)
･(枚方市)平成32年度使用教科書展示会調査
･令和2年度(2020年度)使用教科書展示会について(申し合わせ事項
【改版】)
･教科書の閲覧に関するアンケート(新･旧)
･令和2年度(2020年度)使用教科書展示会に伴う担当調整表

公開
教育委員会
学校教育部
教育研修課

76 R1.8.19 R1.8.29

高齢者はり等の施術事業
①いつから開始されたかがわかる書類
②廃止の理由がわかる書類
＜対象文書＞
｢枚方市高齢者はり等の施術事業の廃止について(方針)｣(平成29年6
月12日付け決裁文書)

公開
長寿社会部

長寿社会総務課

77 R1.8.20 R1.9.2

平成4年度公共下水道工事の施設等の引継についてのうち
･平面図縦断図(雨水)
･雨水取付管(2)
･№1雨水特殊入孔構造図
･事務連絡書面 平成5年6月11日
※個人情報及び印影を除く｡

公開
上下水道局

上下水道経営部
下水道管理課

78 R1.8.26
①市長が国に対するお金の要望活動 日程･実績
②〇〇が何故課長から部長になった理由
のうち､①

市長公室
秘書課

取下げ

79 R1.8.26 R1.9.4
①市長が国に対するお金の要望活動 日程･実績
②〇〇が何故課長から部長になった理由
のうち､②

不存在
※17

総務部
人事課

80 R1.8.30 R1.9.13

牧野(分館含む)､楠葉生涯学習市民センター平成30年度～最新月まで
自主事業計画書と添付資料全て
＜対象文書＞
･牧野生涯学習市民センター(分館含む)平成30年度～最新月 主催事
業企画書､自主事業企画書及び添付資料
･楠葉生涯学習市民センター平成30年度～最新月 事業計画書

部分公開
5-1

産業文化部
生涯学習課

81 R1.9.3 R1.9.17

〇〇に対する補助金について
2019年度から上記補助金(国分を含む)を削減した決裁文書一式のう
ち､市補助金分
＜対象文書＞
｢平成31年度枚方市高年齢者能力活用推進事業補助金の交付決定及び
支出について｣(平成〇〇年〇〇月〇〇日付け決裁文書)

部分公開
5-3

長寿社会部
長寿社会総務課

82 R1.9.3 R1.9.17
〇〇に対する補助金について
2019年度から上記補助金(国分を含む)を削減した決裁文書一式のう
ち､国補助金分

不存在
※18

長寿社会部
長寿社会総務課

83 R1.9.9 R1.9.24

1.看板(写真)の｢駐車厳禁｣表示はどの様な根拠に基づく表示事項で
すか､その根拠となる文書又資料
2.看板(写真)と同じ全ての看板の設置箇所を示す文書又資料
のうち､2について

不存在
※19

土木部
交通対策課
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84 R1.9.9 R1.10.8

1.看板(写真)の｢駐車厳禁｣表示はどの様な根拠に基づく表示事項で
すか､その根拠となる文書又資料
2.看板(写真)と同じ全ての看板の設置箇所を示す文書又資料
のうち､1について

不存在
※20

土木部
交通対策課

85 R1.9.10 R1.9.20

平成21､24､27､30年度の路線価算定表
(調整評点が0以外の路線とその主要な街路のものに限る)
＜対象文書＞
路線価算定表

公開
財務部
資産税課

86 R1.9.18 R1.10.1

平成30年度来庁者自転車駐車場に係る枚方シルバー人材センターと
の契約書及び仕様書の写し
＜対象文書＞
･来庁者自転車駐車場管理委託に係る業務委託契約書(平成30年度)
･来庁者自転車駐車場管理委託仕様書(平成30年度)

部分公開
5-3

総務部
総務管理課

87 R1.9.19 R1.9.26 運行日誌(〇〇班)(平成30年1月1日～令和元年9月1日) 公開
市民安全部
危機管理室

88 R1.9.20 R1.10.1

渚保育所･渚西保育所民営化に係る第2回保護者説明会議事要旨及び
説明会での配布資料
＜対象文書＞
(1)第2回渚保育所保護者説明会(要旨)
(2)第2回渚西保育所保護者説明会(要旨)
(3)枚方市立保育所民営化に係る運営法人選定審査結果(走谷保育所)
(4)新園舎建設予定地について
(5)第1回説明会での意見及び対応

公開
子ども青少年部
子育て事業課

89 R1.9.24 R1.10.1

来庁者自転車駐車場(枚方市シルバー人材センターへの)管理委託仕
様書 最新分
＜対象文書＞
来庁者自転車駐車場管理委託仕様書(平成31年度)

公開
総務部

総務管理課

90 R1.9.24 R1.10.8

･公園等夏期剪定作業委託(北部地区)
･公園等夏期剪定作業委託(中部地区)
･公園等夏期剪定作業委託(南部地区)
･北部地区街路樹剪定委託
･中部地区街路樹剪定委託(当初)
･中部地区街路樹剪定委託(変更)
･南部地区街路樹剪定委託(当初)
･南部地区街路樹剪定委託(変更)
上記業務に係る令和元年度の金入り設計書(代価表含む)
(変更があれば変更分も)(消費税のみの場合はいらない)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

91 R1.10.10 R1.10.24

･添付資料の自動販売機の届出(書)
･事業者に届出を促す書類
※最新版 ※個人情報及び印影を除く
のうち､事業者に届出を促す書類
＜対象文書＞
事業者に届出を促す書類(令和元年7月22日付け環保第1073号)

公開
環境部

環境保全課

92 R1.10.10 R1.10.24

1 添付資料の自動販売機の届出(書)
2 事業者に届出を促す書類
※最新版 ※個人情報及び印影を除く
のうち､添付資料の自動販売機の届出(書)

不存在
※21

環境部
環境保全課

93 R1.10.16 R1.10.24 添付資料にある自動販売機の届出書
不存在
※22

環境部
環境保全課

94 R1.10.17
別紙丸囲み場所のボーリング柱状図
※現存分のみ ※個人情報及び印影を除く

環境部
環境指導課

取下げ

95 R1.10.18 R1.11.18
岡東中央公園内に自動販売機(3台)設置に係る申請､許可の文書
＜対象文書＞
公園施設設置許可書(令和元年9月20日付け土み第1364号)

公開
土木部

みち･みどり室

決定期間
延長決定
R1.10.30

96 R1.10.21 R1.10.30
香里小学校敷地内に存在していた地下構造物の状況写真
＜対象文書＞
地下構造物の写真

公開
教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

97 R1.10.24 R1.10.31
公園等冬期剪定作業委託(中部B地区)
上記業務に係る平成30年度の金入り設計書の全て(代価表含む)(変更
があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち･みどり室

98 R1.11.1 R1.11.12 添付資料にある自動販売機の設置に係る届出書
不存在
※23

環境部
環境保全課

99 R1.11.1 R1.11.14

1)道路(路面)標示｢終日車両通禁｣とする根拠となる文書
2)1)の道路標示施行の工事に係る設計図面と仕様書
のうち､2)
＜対象文書＞
施工箇所図､標準仕様書､特記仕様書

公開
土木部

交通対策課
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100 R1.11.1 R1.11.14
1)道路(路面)標示｢終日車両通禁｣とする根拠となる文書
2)1)の道路標示施行の工事に係る設計図面と仕様書
のうち､1)

不存在
※24

土木部
交通対策課

101 R1.11.5 R1.11.19 添付資料1～2にある自動販売機の設置に係る届出書
不存在
※25

環境部
環境保全課

102 R1.11.5 R1.11.19

各小学校の修学旅行の1人当り費用と行き先(45)
｢修学旅行等(小学校)｣(平成30年度)
＜対象文書＞
平成30年度 小学校修学旅行等実施許可願一覧表

公開
教育委員会
学校教育部
教育指導課

103 R1.11.7 R1.11.20
公共下水道山田池東町マンホールポンプ設置工事
金額入り設計書 内訳書の全て

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

104 R1.11.7 R1.11.21
工事名:平成30年度 サダ雨水貯留管整備工事(ポンプ設備)に係る金
入り設計書
開札年月日:2018年8月8日

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

105 R1.11.8 R1.11.28

添付資料1～2に依る自動販売機の設置に係る届出書
のうち､添付資料1の届出書
＜対象文書＞
自動販売機設置届出書(表･裏)

部分公開
5-1

環境部
環境保全課

106 R1.11.8 R1.11.28
添付資料1～2に依る自動販売機の設置に係る届出書のうち､添付資料
2の自動販売機の届出書

不存在
※26

環境部
環境保全課

107 R1.11.12 R1.11.26

添付資料1～4に依る自動販売機の設置に係る届出書のうち､
添付資料1､4の届出書
＜対象文書＞
自動販売機設置届出書(〇〇-〇〇､〇〇-〇〇､〇〇-〇〇)

公開
環境部

環境保全課

108 R1.11.12 R1.11.26
添付資料1～4に依る自動販売機の設置に係る届出書のうち､
添付資料2､3の届出書

不存在
※27

環境部
環境保全課

109 R1.11.13 R1.11.27

今年の教科書採択についての市民アンケート
＜対象文書＞
教科書採択についての市民アンケート(令和元年6月～7月実施分)(48
件)

部分公開
5-1

教育委員会
学校教育部
教育研修課

110 R1.11.15 R1.11.19

枚方市が〇〇に契約､発注した金額又は予算額(概算)
1.2018年度部門別発注予算額(又は決算額)
2.2019年度部門別発注予算額
＜対象文書＞
･平成30年度委託事業
･平成31年度受託(予定)事業

公開
長寿社会部

長寿社会総務課

111 R1.11.15 R1.11.20 社会的妥当性を逸脱した苦情等への対応マニュアル 公開
総務部

コンプライアンス
推進課

112 R1.11.19 R1.11.21 社会的妥当性を逸脱した苦情等への対応マニュアル 公開
総務部

コンプライアンス
推進課

113 R1.11.20 R1.11.29

｢生き生きマイレージ｣事業の委託料(H27～H31)の契約書
＜対象文書＞
平成27年度～令和元年度
業務委託契約書及び業務委託変更契約書

部分公開
5-3

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

114 R1.11.28 R1.12.4

枚方市総合福祉センター指定管理者応募に関する提出書類のうち､
1 事業計画書(様式第2号)一式(申請団体①･②分)
2 指定申請書添付書類⑤前事業年度の貸借対照表及び損益計算書又
はこれらに類するもの(申請団体②のみ)
･指定候補者選定における各委員の採点表
･枚方市総合福祉センター指定管理者選定基準
＜対象文書＞
枚方市総合福祉センター指定管理者選定に関する書類
(1)事業計画書 様式第2号(申請団体①)
(2)事業計画書 様式第2号(申請団体②)
(3)決算報告書(申請団体②)
(4)採点表
(5)枚方市総合福祉センター指定管理者選定基準(案)

部分公開
5-1
5-3
5-7

長寿社会部
長寿社会総務課

115 R1.11.29 R1.12.11

令和2年4月1日から5年間の指定期間とする｢枚方市総合福祉センター
指定管理者候補｣となる｢株式会社ビケンテクノ｣が市に提出した申請
書類一式のうち､指定申請書､事業計画書､収支予算書
＜対象文書＞
枚方市総合福祉センター指定管理者応募に関する書類
(1)指定申請書(様式第1号)
(2)事業計画書(様式第2号)
(3)収支予算書(様式第3号)
(4)【別紙1】事業計画 確認事項一覧

部分公開
5-1
5-3

長寿社会部
長寿社会総務課
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116 R1.11.29 R1.12.13

添付資料(写真)と文書No公相〇〇号にある自動販売機(1台)の設置に
係る届出書
＜対象文書＞
自動販売機設置届出書(〇〇-〇〇)

公開
環境部

環境保全課

117 R1.11.29 R1.12.13
添付資料(写真・地図)A～Cにある自動販売機について設置に係る届
出書

不存在
※28

環境部
環境保全課

118 R1.11.29 R1.12.13

市内全域に設置されている全自動販売機の設置業者名(企業名)リス
ト
＜対象文書＞
市内設置事業者一覧(令和元年度)

公開
環境部

環境保全課

119 R1.11.29 R1.12.10

ひらかた生き生きマイレージ 契約金額内容(人件費､研修費用､ポイ
ント還元費用､ボランティア保険等)(平成29年度)
＜対象文書＞
平成29年度介護予防ポイント事業決算書

部分公開
5-1

長寿社会部
地域包括ケア推進

課

120 R1.12.4 R1.12.18
くずは合同宿舎跡地の不動産鑑定士による調査報告書
＜対象文書＞
調査報告書

部分公開
5-1
5-3

都市整備部
都市計画課

121 R1.12.4 R1.12.18

くずは合同宿舎跡地に関して､9月19日に､近畿財務局に提出した設計
図
＜対象文書＞
国家公務員合同宿舎(楠葉花園町)跡地利用の協議終了について

非公開
5-3

都市整備部
都市計画課

122 R1.12.4 R1.12.18

くずは合同宿舎跡地に関して､近畿財務局と枚方市が交渉･検討した
すべての資料文書
＜対象文書＞
(1)楠葉花園町近財用地売却について(平成28年2月9日協議)
(2)楠葉花園町近財用地売却について(平成28年3月17日協議)
(3)楠葉花園町近財用地売却について(平成28年3月28日協議)
(4)楠葉花園町地内近財用地売却スケジュールと都市計画手続きにつ
いて(平成28年4月20日協議)
(5)楠葉花園町地内近財用地売却に係る事業者ヒアリングについて
(平成28年5月20日協議)
(6)楠葉花園町地内近財用地売却に係る事業者ヒアリングについて
(平成28年7月15日協議)
(7)第5回国有財産の有効活用促進連絡会議(平成29年2月2日開催)
(8)楠葉花園町の国有地に関する本市の取り組みについて(平成29年6
月29日協議)
(9)楠葉花園町の国有地の地区計画について(平成29年12月21日協議)
(10)楠葉花園町の国有地の地区計画案について(平成30年10月23日協
議)
(11)国家公務員合同宿舎(楠葉花園町)跡地利用について(令和元年6
月26日協議)
(12)国家公務員合同宿舎(楠葉花園町)跡地利用の協議終了について
(令和元年9月26日協議)
(13)未利用地国有地(旧くずは合同宿舎)に関する協議終了について
(令和元年10月7日決裁)

部分公開
5-1
5-3

都市整備部
都市計画課

123 R1.12.6 R1.12.18 次期行政改革実施プランに関する意見聴取会議事録 却下
総合政策部
行革推進課

124 R1.12.9 R1.12.23
枚方市〇〇(枝番全て)に関する公共下水道整備事業に関する関係書
類一切

部分公開
5-1
5-3
5-4

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

125 R1.12.10 R1.12.16
1.死者､傷者について説明､定義されている文書
2.交通事故発生状況を把握している手順書
3.表作成の入力データ

不存在
※29

土木部
交通対策課

126 R1.12.12 R1.12.26

枚方市路上喫煙の制限に関する条例について
1.垂れ幕･看板に｢歩きたばこ｣とする説明文書または根拠となる文書
2.看板に｢全ての…公共の場所で…｣の｢全ての｣とする規定は条例の
どこから出ているか､説明文(解釈含)その根拠文書
3．看板の作成･製作を決裁した文書

不存在
※30

環境部
環境保全課

127 R1.12.16 R1.12.27

業務名:地盤沈下一級水準測量委託
開札日：2018/08/08
上記業務の設計図書に付いて､積算内訳(金入内訳書､代価表)の公開
を求める｡

却下
都市整備部
施設整備室

審査請求
R2.1.20

128 R1.12.19 R1.12.27
添付資料による(1)と(2)について
[Ⅰ]説明文書､法的根拠となる文書
[Ⅱ]決裁文書(設置の理由等)

不存在
※31

土木部
交通対策課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

129 R1.12.23 R2.1.8

･枚方市駅前花壇他管理委託
･樟葉駅前花壇等管理委託
･御殿山･牧野駅前花壇等管理委託
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その1)
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その2)
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その3)
･天野川緑道管理業務委託
･岡東中央公園他管理業務委託
･車塚公園管理業務委託
･公園等草刈作業委託(北部A地区)
･公園等草刈作業委託(北部B地区)
･公園等草刈作業委託(中部A地区)
･公園等草刈作業委託(中部B地区)
･公園等草刈作業委託(南部A地区)
･公園等草刈作業委託(南部B地区)
･北部道路除草委託
･中部道路除草委託
･南部道路除草委託
･小規模公園草刈作業委託(中部地区)
･津田･枚方公園駅前花壇等管理委託
上記業務に係る令和元年度の金入り設計書(代価表含む)
(変更があれば変更分も)(消費税のみの場合はいらない)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

決定期間
延長決定
R2.12.26

130 R1.12.23 R2.1.17
楠葉台場跡史跡公園管理業務委託
上記業務に係る令和元年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

教育委員会
社会教育部
文化財課

決定期間
延長決定
R2.1.6

131 R1.12.23 R2.1.9

･除草作業委託(南部)
･除草作業委託(北部)
上記業務に係る令和元年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)(消費税増税による変更のみは除く)

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部

浄水課

決定期間
延長決定
R2.1.6

132 R1.12.23 R1.12.27

･新安居川他除草委託
･枚方1号水路他除草委託
･出口排水路他除草委託
･北谷川他除草委託
･水面廻廊樹木管理委託
上記業務に係る令和元年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)(消費税増税による変更のみは除く)

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

決定期間
延長決定
R1.12.25

133 R1.12.24 R2.1.8

･公園等春期剪定作業委託(北部B地区)
･公園等春期剪定作業委託(中部B地区)
上記業務に係る令和元年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

決定期間
延長決定
R1.12.26

134 R1.12.24 R2.1.14

･川越小学校他5校除草作業委託
･渚西中学校他4校除草作業委託
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

決定期間
延長決定
R1.12.25

135 R1.12.25 R2.1.8
公園等春期剪定作業委託(南部A地区)に係る令和元年度の金入り設計
書の全て(代価表を含む)(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

決定期間
延長決定
R1.12.27

136 R1.12.25 R2.1.14
高陵小学校他4校除草作業委託に係る平成31年度の金入り設計書の全
て(代価表を含む)(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

決定期間
延長決定
R1.12.27

137 R1.12.25 R1.12.27
北部調整槽用地他除草剪定委託に係る令和元年度の金入り設計書の
全て(代価表を含む)

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

138 R1.12.25 R2.1.8

･公園等害虫防除作業委託(南部地区)
･公園等春期剪定作業委託(北部A地区)
上記業務に係る令和元年度の金入り設計書の全て(代価表を含む)(変
更があれば変更分も)(消費税のみの場合はいらない)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

決定期間
延長決定
R1.12.27

139 R1.12.25 R2.1.14

･枚方中学校他5校除草作業委託
･香里小学校他5校除草作業委託
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表を含む)(変
更があれば変更分も)

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

決定期間
延長決定
R1.12.27

140 R1.12.25 R2.1.14

･西牧野小学校他5校除草作業委託
･第二中学校他5校除草作業委託
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表を含む)(変
更があれば変更分も)

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

決定期間
延長決定
R1.12.27

141 R1.12.27 R2.1.8

〇〇より市長宛に提出された小地域ネットワーク活動補助金につい
て(要望)という文書(〇〇月〇〇日)とその回答書
＜対象文書＞
･小地域ネットワーク活動補助金について(要望)
･｢小地域ネットワーク活動補助金について(要望)｣について

部分公開
5-1

福祉部
福祉総務課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

142 R2.1.6 R2.1.20

請求日現在において営業所の所在地を枚方市〇〇､名称を〇〇として
営業している居酒屋に関し､同営業者が枚方保健所に提出している営
業許可申請書及び同営業許可申請に対し枚方保健所がなした営業許
可証等の文書
＜対象文書＞
･回議書｢食品営業許可申請について(〇〇-〇〇)｣(平成〇〇年〇〇月
〇〇日決裁)
･食品営業許可証(原本は営業者が所持しているため､参考としてシス
テムから出力したもの｡)
･営業許可復命修正(システムから出力したもの｡)

部分公開
5-1
5-3

健康部
保健所

保健衛生課

143 R2.1.6 R2.1.20

〇〇校区コミュニティ協議会組織図及び名簿(H26･H27･H28)
ただし､住所､氏名､連絡先を除く
＜対象文書＞
(1)平成26年度〇〇校区コミュニティ協議会組織図及び名簿
(2)平成27年度〇〇校区コミュニティ協議会組織図及び名簿
(3)平成28年度〇〇校区コミュニティ協議会組織図及び名簿
※住所､氏名及び連絡先を除く

公開
市民安全部
市民活動課

144 R2.1.9 R2.1.22

･公園等害虫防除作業委託(中部地区)
･小規模公園草刈作業委託(北部地区)
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表を含む)(変
更があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

145 R2.1.9 R2.1.20
平成31年度 楠葉台場跡史跡公園内大堀除草委託の当初金入り設計書
平成31年度 楠葉台場跡史跡公園内大堀除草委託の変更金入り設計書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

146 R2.1.9 R2.1.22

･公園等春期剪定作業委託(中部A地区)
･公園等春期剪定作業委託(南部B地区)
･小規模公園草刈作業委託(南部地区)
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書(代価表を含む)(変更があ
れば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

147 R2.1.9 R2.1.16
淀川河川敷グラウンド(磯島･牧野)草刈業務委託
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表を含む)(変
更があれば変更分も)

不存在
※32

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課

148 R2.1.10 R2.1.22
・公園等害虫防除作業委託(北部地区)
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

149 R2.1.10 R2.1.24
・香陽小学校他5校除草作業委託
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

150 R2.1.10 R2.1.24
・平成31年度 枚方市立旧田中家鋳物民俗資料館樹木等管理委託に係
る金入り設計書(代価表含む)

部分公開
5-7

教育委員会
社会教育部
文化財課

151 R2.1.10 R2.1.15 ・平成31年度 淀川三樋門除草委託に係る金入り設計書
部分公開

5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課

152 R2.1.10 R2.1.15
・街路樹病害虫防除委託
上記業務に係る平成31年度の金入り設計書の全て(代価表含む)
(変更があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

153 R2.1.10 R2.1.22
｢〇〇｣｢〇〇｣の2団体に係る平成30年度(2018年度)実施の事業に関す
るNPO活動応援基金事業実施状況報告書類一式(添付書類含む)

部分公開
5-1
5-3

市民安全部
市民活動課

154 R2.1.14 R2.1.23

枚方市行政不服審査会に対する申立について
1)手続のフローチャート及び申立の要件
2)申立に係る事務局の権利･義務
＜対象文書＞
･｢行政不服審査法に基づく審査請求に対する事務処理について｣の通
知の発出について
･審査請求から決裁までの流れ
･逐条解説 行政不服審査法

公開
総務部

コンプライアンス
推進課

155 R2.1.22 R2.1.30

枚方市総合福祉センター指定管理者事業計画書一式
指定管理期間 令和2年(2020年)4月1日から5年間の指定候補者選定分
の事業計画書､収支予算書((株)ビケンテクノ)
＜対象文書＞
枚方市総合福祉センター指定管理者応募に関する書類
(1)事業計画書(様式第2号)
(2)収支予算書(様式第3号)

部分公開
5-1
5-3

長寿社会部
長寿社会総務課

156 R2.1.16 R2.1.30 添付資料1､2の自動販売機設置に係る届出書
不存在
※33

環境部
環境保全課

157 R2.1.27 R2.1.30 添付資料にある｢警告､看板｣の設置に係る道路占用許可
不存在
※34

土木部
道路河川管理課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

158 R2.1.27 R2.2.10

添付資料にある｢宅地造成工事規制区域｣に関する看板(同種類含む)
の設置箇所が明示された文書(枚方市内全域を対象)
＜対象文書＞
府有財産無償譲渡契約書(平成15年4月1日締結分)

公開
都市整備部
開発指導室
開発審査課

159 R2.1.29 R2.2.27
平成30年度 市委託事業｢手話講習会｣会計収支決算書
平成30年度 枚方市｢手話ステップアップ講座｣応用･通訳会計収支決
算書

部分公開
5-1
5-3

福祉部
障害福祉室

160 R2.2.4 R2.2.12
添付資料(文書№公相第〇〇-〇〇号)にある第2項に係る自治体､警察
署の特定が出来た根拠資料､文書､情報源となるもの

不存在
※35

土木部
交通対策課

161 R2.2.5 R2.2.12

添付文№公相第〇〇-〇〇号にある4項目に係る｢交通事故発生状況
(枚方市内)表｣作成に当たり警察情報を利用している｡その際に枚方
警察署に対し①依頼発行した依頼文書②枚方警察署より回答を受け
た回答文書

不存在
※36

土木部
交通対策課

162 R2.2.14 R2.2.21

添付資料(事務概要 平成30年度)にある自動販売機設置届出件数の①
新規届出②廃止届出③過去５年変更のない自動販売機設置状況確認
に送付した自動販売機の一覧
＜対象文書＞
1.自動販売機設置届出書(〇〇-〇〇～〇〇-〇〇)裏表 計14枚
2.自動販売機設置届出事項･廃止届出書(〇〇月〇〇日収受2件分) 計
2枚
3.自動販売機設置届出名簿(12社分)(平成16年度以降分)

公開
環境部

環境保全課

163 R2.2.20 R2.3.5

添付資料の｢駐車厳禁｣の看板について
①｢この道路｣を示す文書(具体的に地図等を含む)
②｢駐車厳禁｣の規制区域を示す文書(具体的に地図等を含む)
③｢駐車厳禁｣とする法的根拠の文書
④｢駐車厳禁｣とする枚方市全域の箇所とその規制区域を示す文書 ＜
この写真以外の同種看板について＞
⑤｢駐車厳禁｣規制を示す標識の設置箇所を明示している文書＜枚方
市内の全域について＞

不存在
※37

土木部
交通対策課

164 R2.3.6 R2.3.17
平成30年度 公共下水道第70工区楠葉雨水流入管整備工事に係る金入
設計書

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

165 R2.3.9 R2.3.23

枚方市駅周辺地区第一種市街地開発事業計画(③街区)
＜対象文書＞
東部大阪都市計画 枚方市駅周辺地区第一種市街地再開発事業 事業
計画書

公開
市駅周辺等活性化

推進部

166 R2.3.12 R2.3.17

〇〇議員のお休みのための届け書
＜対象文書＞
本会議の欠席届(令和〇〇年〇〇月〇〇日付け)､本会議の欠席届(令
和〇〇年〇〇月〇〇日付け)､本会議の欠席届(令和〇〇年〇〇月〇〇
日付け)

部分公開
5-1

市議会事務局

167 R2.3.24 R2.4.6 高齢者お出かけ推進事業の実施について(平成31年2月22日付け決裁) 公開
長寿社会部

長寿社会総務課

168 R2.3.26 R2.4.7

･車塚公園管理業務委託
･公園等春期剪定作業委託(北部地区)
･公園等春期剪定作業委託(南部地区)
･公園等草刈作業委託(北部A地区)
･公園等草刈作業委託(北部B地区)
･公園等草刈作業委託(中部A地区)
･公園等草刈作業委託(中部B地区)
･公園等草刈作業委託(南部地区)
･小規模公園草刈作業委託(北部地区)
･小規模公園草刈作業委託(中部地区)
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その1)
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その2)
･関西電力高圧線下緑地管理業務委託(その3)
･天野川緑道管理業務委託
･枚方市駅前花壇他管理委託
･岡東中央公園年間管理委託
･津田･枚方公園駅前花壇等管理委託
･御殿山･牧野駅前花壇等管理委託
･樟葉駅前花壇等管理委託
上記業務に係る令和2年度の金入り設計書の全て(代価表含む)(変更
があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

169 R2.3.26 R2.4.7

･除草作業委託(南部)
･除草作業委託(北部)
上記業務に係る令和２年度の金入り設計書の全て(代価表含む)(変更
があれば変更分も)

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部

浄水課

170 R2.3.26 R2.3.30

･水面廻廊樹木管理委託
･出口排水路他除草委託
･枚方1号水路他除草委託
･新安居川他除草委託
･北谷川他除草委託
上記業務に係る令和2年度の金入り設計書の全て(代価表含む)(変更
があれば変更分も)

部分公開
5-7

上下水道局
上下水道事業部
下水道施設維持課
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 決定内容等 主管課 備考

171 R2.3.26 R2.3.30

･北部地区街路樹管理委託
･中部地区街路樹管理委託
･南部地区街路樹管理委託
･北部道路除草委託
･中部道路除草委託
･南部道路除草委託
上記業務に係る令和2年度の金入り設計書の全て(代価表含む)(変更
があれば変更分も)

部分公開
5-7

土木部
みち・みどり室

172 R2.3.26 R2.4.9
道路用地除草委託業務に係る令和2年度の金入り設計書の全て(代価
表含む)

部分公開
5-7

土木部
道路河川整備課

173 R2.3.26 R2.4.9

･枚方中学校他5校除草作業委託
･明倫小学校他5校除草作業委託
･高陵小学校他4校除草作業委託
･第一中学校他4校除草作業委託
･第三中学校他5校除草作業委託
･中宮中学校他5校除草作業委託
･さだ小学校他5校除草作業委託
･開成小学校他5校除草作業委託
上記業務に係る令和2年度の金入り設計書の全て(代価表含む)(変更
があれば変更分も)

部分公開
5-7

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室

174 R2.3.26 R2.5.15
史跡楠葉台場跡史跡公園管理業務委託
上記業務に係る令和2年度の金入り設計書の全て(代価表含む)

部分公開
5-7

教育委員会
社会教育部
文化財課

決定期間
延長決定
R2.4.2

175 R2.3.26 R2.4.2 香里受水場無停電電源装置更新工事の金入設計書の第1～6号内訳書
部分公開

5-7

上下水道局
上下水道事業部

浄水課

不存在の理由
※1 〇〇に対する国の補助金は､市を介さずに〇〇が直接国に交付請求を行っていることから､市は当該補助金に関する文書の収受､作成を行って
いないため｡〇〇に対する市の補助金は､枚方市補助金等交付規則に基づき交付しており､別途手続きに関する要綱等の制定は行っておらず､マ
ニュアル等も作成していないため｡
※2 委託料に関しては複数業者からの見積りを参考にし総価を算出しており､設計書は作成していないため｡
※3 本請求に係る変更分については､平成28･29年度に設計変更が実施されたが､受注者と協議の上､委託打合せ簿などで事実確認を行ったのみで
変更設計書を作成していないため｡
※4 本委託では､仕様書に示した各項目全体での総価を算出することを求めており､設計を行っていない｡予定価格は､これまでの実績に基づいて
算出しており､設計をする必要はない｡
※5 A-1:公開済みの文書以外は作成していないため｡A-2:文書を作成していないため｡A-3:証明書類の提出は求めておらず､また、実際に提出を受
けていないため｡B-1:公表事案発生時に合わせて関係機関に相談を行ったが、先行事案発生時には､通報や相談を行っていないため｡B-2:事業者へ
の訪問調査､枚方市から書類の提出を求める調査は行っていないため｡また､面談調査は行ったが､文書を作成していないため｡B-3:特段の根拠を
もって､申出を受け入れたものではないため｡B-4:特段の理由をもって､先行事案を非公表としたものではないため｡また､公表基準はないため｡B-
5:特段の理由をもって､報道発表資料において､部位が違うことの記載を省略したものではないため｡B-6:〇〇から収受した報告文書を元に判断し
たものであり､部分公開済みの文書以外は作成していないため｡C-1の一部:当該文書における｢大阪府消費生活センターから報告｣は､不明な点を確
認するため質問を行ったものであり､法的根拠を要しない行為手続であるため｡C-4:公開済みの文書以外は作成していないため｡D-2:部分公開済み
の文書以外は作成していないため｡
※6 本請求に係る文書は作成していないため｡
※7 ①廃棄書類目録は保存年限が経過し､廃棄したため｡②枚方市文書取扱規程に基づき､閲覧に供し､廃棄したため｡
※8 該当する項目については､検査要件に該当せず､検査を実施していないため｡
※9 該当するマニュアルを作成していないため｡
※10 本請求に係る文書は作成していないため｡
※11 電話で問合せを行い､記録文書は作成していないため｡インターネット検索の結果に従って問合せ先を決定したものであり､そのことを記録
した文書は取得していないため｡枚方市の回答の根拠は､電話での国交省の回答から判断したものであり､該当する文書は作成していないため｡基
準については､市の基準はないため｡国交省の回答根拠及び判断基準については､問合せに対する回答を得るにあたって該当する文書を取得してい
ないため｡
※12 本請求に係る回答については､総務管理課が代表して問合せ及び回答案の作成を行い､当課は問合せ等を行っていないため｡枚方市の回答の
根拠は､電話での国交省の回答から判断したものであり､該当する文書は作成していないため｡基準については､市の基準はないため｡
※13 本請求に係る回答については､総務管理課が代表して問合せ及び回答案の作成を行い､当課は問合せ等を行っていないため｡枚方市の回答の
根拠は､電話での国交省の回答から判断したものであり､該当する文書は作成していないため｡基準については､市の基準はないため｡
※14 業者発注ではなく職員手製のものであるため､文書を作成していない｡
※15 [Ⅰ]:設置にあたって､書類等の作成は行われていないため｡[Ⅱ]:当課で保有している文書等の中で本請求に係る文書がないため｡
※16 ①道路占用許可申請がないため｡②道路占用許可申請がないため｡
※17 個々の職員について､異動･昇格に至った理由に関する文書は作成していないため｡
※18 センターに対する国の補助金は､同センターが直接国に交付請求を行っており､市においての文書の収受､作成は行っていないため｡
※19 設置箇所を記した文書は作成していないため｡
※20 表示内容に関する根拠を示す文書が無いため｡
※21 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※22 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※23 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※24 当課が保有している文書の中で道路(路面)標示｢終日車両通禁｣とする根拠となる文書がないため｡
※25 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※26 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※27 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※28 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※29 表示内容に関する根拠を示す文書が無いため｡
※30 1､2:過去に作成していたかどうか自体が不明であるが､現に保有していないため｡3:本請求に係る文書は保存年限を超過しているため｡
※31 現に保有している文書の中に､請求に対応するものがないため｡
※32 予定金額は､業者の見積りや過去の実績額を元に算出しており､設計していないため｡
※33 本請求に係る届出については､提出されていないため｡
※34 道路占用許可申請がないため｡
※35 請求に対応するものがないため｡
※36 請求に対応するものがないため｡
※37 本件請求に対応する文書は作成していないため｡
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

1 H31.4.3 H31.4.16
平成30年度磯島取水場～中宮浄水場間導水管整備基本設計委託に係
る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
上水道工務課

部分公開
5-7

2 H31.4.3 H31.4.17
都市計画道路中振交野線道路整備事業に伴う汚水管実施設計委託､
公共下水道茄子作南町地区他汚水管実施設計委託に係る金入り設計
書

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

部分公開
5-7

3 H31.4.3 H31.4.17

枚方元町地区雨水管整備実施設計委託､内野排水路整備基本設計委
託､香里園町地区雨水管整備基本設計委託､池之宮1丁目地区雨水管
整備実施設計委託､山之上4丁目地区雨水管整備実施設計委託､北中
振1丁目地区雨水管整備実施設計委託､東船橋地区雨水管整備基本設
計委託に係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

部分公開
5-7

4 H31.4.5 R1.5.20

NPO法人○○の
･2018年度福祉介護職員処遇改善加算申請書の一切
･2017年度福祉介護職員処遇改善加算報告書の一切
･生活介護事業所開設届及び変更届の一切
･就B事業所開設届及び変更届の一切
NPO法人○○の
･相談支援事業などの事業所開設届け及び変更届け一切
･就B事業所の事業所開設届け一切
･居宅介護事業所の事業所開設届け及び変更届け一切
＜対象文書＞
①福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届連絡票(平成○○年○○月
○○日受付番号○○)
②福祉・介護職員処遇改善(特別)加算届連絡票(平成○○年○○月
○○日受付番号○○)
③福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成29年度)連絡票(受付番
号○○)
④福祉・介護職員処遇改善実績報告書(平成29年度)連絡票(受付番
号○○)
＜○○分＞
⑤介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(平成○○年○○
月○○日収受)による届出関係書類一式
⑥介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(平成○○年○○
月○○日収受)による届出関係書類一式
⑦指定障害福祉サービス事業者指定更新申請書(平成○○年○○月
○○日収受)に係る申請関係書類一式
⑧変更届出書(平成○○年○○月○○日収受)による届出関係書類一
式
⑨変更届出書(平成○○年○○月○○日収受)による届出関係書類一
式

福祉部
福祉指導監査課

部分公開
5-1
5-3
5-5

決定期間
延長決定
H31.4.19

⑩指定障害福祉サービス事業者変更届(平成○○年○○月○○日収
受福法第○○－○○号)による届出関係書類一式
⑪加算届連絡票(平成○○年○○月○○日受付番号○○)に係る届出
関係書類一式
⑫指定障害福祉サービス事業者変更届出(平成○○年○○月○○日
受付)による届出関係書類一式
⑬指定障害福祉サービス事業者指定申請書(平成○○年○○月○○
日受付)による申請関係書類一式
＜○○分＞
⑭変更届出書(平成○○年○○月○○日受付番号○○)による届出関
係書類一式
⑮変更届出書(平成○○年○○月○○日受付番号○○)による届出関
係書類一式
⑯指定障害福祉サービス事業者指定更新申請書(平成○○年○○月
○○日収受)による申請関係書類一式
⑰指定障害福祉サービス事業者変更届(平成○○年○○月○○日収
受福法第○○－○○号)による届出関係書類一式
⑱加算届連絡票(平成○○年○○月○○日受付番号○○)に係る届出
関係書類一式
⑲指定障害福祉サービス事業者変更届(平成○○年○○月○○日受
付)による届出関係書類一式
⑳指定障害福祉サービス事業者指定申請書(平成○○年○○月○○
日受付)による申請関係書類一式

２．情報公開の申出の内容等
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

＜○○分＞
㉑変更届出書(平成○○年○○月○○日受付番号○○)による届出関
係書類一式
㉒指定特定相談支援事業者指定更新申請書(平成○○年○○月○○
日収受)による申請関係書類一式
㉓報酬改定に伴う加算届連絡票兼補正書(平成○○年○○月○○日
収受福監第○○－○○号)に係る届出関係書類一式
㉔指定一般相談支援事業者指定申請書(平成○○年○○月○○日受
付)による申請関係書類一式
㉕加算届連絡票(平成○○年○○月○○日受付番号○○)に係る届出
関係書類一式
㉖指定相談支援事業者変更届(平成○○年○○月○○日受付)による
届出関係書類一式
㉗障害者自立支援法－変更届連絡票(平成○○年○○月○○日受付)
に係る届出関係書類一式
㉘指定相談支援事業者指定申請書(平成○○年○○月○○日収受)に
よる申請関係書類一式
＜○○分＞
㉙指定障害福祉サービス事業者指定更新申請書(平成○○年○○月
○○日収受)による申請関係書類一式
㉚変更届出書(平成○○年○○月○○日収受福監第○○－○○号)に
よる届出関係書類一式
㉛変更届出書(平成○○年○○月○○日収受福監第○○－○○号)に
よる届出関係書類一式
㉜指定障害福祉サービス事業者変更届(平成○○年○○月○○日受
付)による届出関係書類一式
㉝指定障害福祉サービス事業者指定申請書(平成○○年○○月○○
日受付)による申請関係書類一式
＜○○分＞
㉞変更届出書(平成○○年○○月○○日収受)による届出関係書類一
式
㉟変更届出書(平成○○年○○月○○日収受)による届出関係書類一
式
㊱報酬改定に伴う加算届連絡票兼補正書(平成○○年○○月○○日
収受福監第○○－○○号)に係る届出関係書類一式
㊲指定障害福祉サービス事業者変更届(平成○○年○○月○○日収
受福法第○○－○○号)による届出関係書類一式
㊳指定障害福祉サービス事業者指定申請書(平成○○年○○月○○
日受付)による申請関係書類一式
㊴指定障害福祉サービス事業者更新申請書(○○年○○月○○日受
付)による申請関係書類一式
㊵指定障害福祉サービス事業者変更届(○○年○○月○○日受付)に
よる届出関係書類一式
㊶指定障害福祉サービス事業者変更届(平成○○年○○月○○日受
付)による届出関係書類一式
㊷加算届連絡票(平成○○年○○月○○日受付)に係る加算関係書類
一式
㊸指定障害福祉サービス事業者変更届(平成○○年○○月○○日受
付)による届出関係書類一式
㊹指定障害福祉サービス事業者指定申請書(平成○○年○○月○○
日受付)による申請関係書類一式

5 H31.4.9 H31.4.16

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～平成○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

6 H31.4.23 R1.5.7
平成30年度高度浄水施設粒状活性炭入替整備委託に係る金入り設計
書

上下水道局
上下水道事業部

浄水課

部分公開
5-7

7 R1.5.7 R1.5.21

･市長および代理人が参加した教育再生首長会議の配布資料
･会費､参加費等を公費支出をしているのであれば､それがわかる資
料
＜対象文書＞
･市交際費及び各種会議負担金精算書一式
･1月22日開催教育再生首長会議配布資料一式

市長公室
秘書課

部分公開
5-1
5-3

8 R1.5.9 R1.5.21

昭和32年から平成5年までに新築及び改築された枚方市立枚方小学
校体育館の設計図書等で使用された建材の種類の名称が記載されて
いるもの
＜対象文書＞
・市立枚方小学校体育館新設工事
・特記仕様書(1)(2)(3)及び仕上表

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室
公開

9 R1.5.13 R1.5.17

公共下水道茄子作南町地区他汚水管実施設計委託､公共下水道津田
南町2丁目地区汚水管実施設計委託､公共下水道津田駅前2丁目地区
他汚水管実施設計委託､公共下水道春日野2丁目地区汚水管実施設計
委託に係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
汚水整備課

部分公開
5-7

10 R1.5.13 R1.5.24

香里園町地区雨水管整備基本設計委託､山之上4丁目雨水管整備実施
設計委託､枚方元町地区雨水管整備実施設計委託､池之宮1丁目地区
雨水管整備実施設計委託､養父元町地区雨水管整備実施設計委託に
係る金入り設計書

上下水道局
上下水道事業部
雨水整備課

部分公開
5-7
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11 R1.5.14 R1.5.27

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(平成○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～平成○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

12 R1.5.14 R1.5.21
枚方市内全ての事業所の旅館業法の営業許可に関する事項
＜対象文書＞
旅館許可情報一覧

健康部
保健所

保健衛生課
公開

13 R1.5.17 R1.5.27

・住居表示台帳
・住居新築届受付簿(写)
※平成31年2月1日から平成31年4月30日までに新たに住居番号が付
番された住所の一覧(受付簿など)と該当の住居表示台帳

市民安全部
市民室

公開

14 R1.5.28 R1.6.11

平成29､30年度の○○､○○の補助金事業(宿泊訓練等)にかかる書類
一式
＜対象文書＞
(1)平成29年度 重症心身障害者宿泊訓練補助事業実施に係る協議書
の受理について(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)､
(2)平成29年度 枚方市重症心身障害者宿泊訓練補助金の交付決定及
び通知について(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)
(3)｢枚方市重症心身障害者宿泊訓練補助金交付事業｣の実施につい
て(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)
(4)平成29年度 枚方市重症心身障害者宿泊訓練補助事業補助金交付
額の確定について(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)
(5)平成30年度 重症心身障害者宿泊訓練補助事業実施に係る協議者
の受理について(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)
(6)平成30年度 枚方市重症心身障害者宿泊訓練補助金の交付決定及
び通知について(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)
(7)重症心身障害者宿泊訓練補助事業について(平成〇〇年〇〇月〇
〇日協議)
(8)軽微な変更届について(平成〇〇年〇〇月〇〇日受理)
(9)軽微な変更届について(平成〇〇年〇〇月〇〇日受理)
(10)｢枚方市重症心身障害者宿泊訓練補助金交付事業｣の実施につい
て(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)
(11)平成30年度 枚方市重症心身障害者宿泊訓練補助事業補助金交
付額の確定について(平成〇〇年〇〇月〇〇日決裁)

福祉部
障害福祉室

部分公開
5-1
5-3
5-5

15 R1.5.28 R1.6.12

株式会社○○の所在地における水濁法の特定施設の届出 施設の種
類､位置､使用する有害物質の分かるもの(過去に使用するとしてい
たもの含む)
＜対象文書＞
特定施設変更届出書(平成○○年○○月○○日収受 環指第○○号)
鑑､別表1-1､別表1-2､別図1-1
特定施設変更届出書(平成○○年○○月○○日収受 環公セ第○○
号)鑑
特定施設設置届出書(平成○○年○○月○○日収受 環公セ第○○
号)鑑､ＮＯ2/9図
特定施設使用廃止届出書(平成○○年○○月○○日収受 環公セ第○
○号)鑑
特定施設設置届出書(平成○○年○○月○○日収受 環公指第○○
号)鑑
届出施設使用届出書(昭和○○年○○月○○日収受 経由第○○号)
鑑､別紙1

環境部
環境指導課

部分公開
5-1
5-3

16 R1.6.4 R1.6.13

旅館許可情報一覧(令和元年5月31日現在内容)(許可番号､施設名称､
施設所在地､施設ビル名､施設電話番号､開設者(申請者)､許可決定年
月日､許可条件､代表者指名､申請者所在地､申請者ビル名､営業の種
類及び部屋数(合計)に限る)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

17 R1.6.12 R1.6.19

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

18 R1.6.25 R1.7.1

平成31年度枚方市市民公益活動補償保険の保険証券及び仕様書
※明細書を含む､約款及び特約除く､個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
⑴賠償責任保険証券(約款及び特約を除く)(印影を除く)
⑵平成31年度枚方市市民公益活動補償保険仕様書

市民安全部
市民活動課

公開

19 R1.6.25 R1.7.9

市立生涯学習市民センター等所蔵美術作品に係る動産総合保険に係
る保険証券及び仕様書
※明細書を含む､約款及び特約を除く､個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
･市立生涯学習市民センター等所蔵美術作品に係る動産総合保険証
券
※明細書を除く※約款及び特約を除く
･市立生涯学習市民センター等所蔵美術作品に係る動産総合保険仕
様書
※所蔵作品一覧を除く

産業文化部
生涯学習課

公開

20 R1.6.25 R1.7.5
平成31年度枚方子どもいきいき広場事業 公益活動及びコーディ
ネーター災害補償保険に係る保険証券及び仕様書
※印影､約款及び特約除く

子ども青少年部
子ども青少年政策

課

部分公開
5-3

50



番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

21 R1.6.25 R1.7.9

保険証券及び仕様書
⑴(仮称)枚方市立児童発達支援センター各種保険委託に係るもの
(契約日：平成31年(2019年)4月1日)
⑵市立ひらかた子ども発達支援センター医師賠償責任保険に係るも
の(契約日：平成31年(2019年)4月8日)
⑶市立ひらかた子ども発達支援センター各種保険委託(訪問系)に係
るもの(契約日：平成31年(2019年)4月26日)
※保険証券について明細書含む､約款及び特約を除く､印影を除く

子ども青少年部
ひらかた子ども発
達支援センター

公開

22 R1.6.25 R1.7.2

有価証券取扱総合保険
※明細書を含む､約款及び特約を除く､個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
運送保険証券 平成31年4月25日契約分(約款､特約及び印影を除く)

会計課 公開

23 R1.6.25 R1.7.9

学校安全監視ボランティアの損害保険･賠償責任保険の保険証券及
び仕様書
※明細書を含む､約款及び特約を除く､個人情報及び印影を除く
＜対象文書＞
･社会福祉法人大阪府社会福祉協議会｢非営利･有償活動団体保険｣パ
ンフレット
･非営利･有償活動団体保険加入確認書(兼)保険料領収書

教育委員会
総合教育部

学校規模調整課
公開

24 R1.6.25 R1.7.9
｢平成31年度交通専従員傷害補償保険｣及び｢平成31年度交通指導員
傷害補償保険｣の保険証券及び仕様書
※約款及び特約を除く､印影を除く

教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室
公開

25 R1.6.25 R1.7.5

･｢放課後子ども教室モデル事業傷害保険｣の保険証券及び仕様書
※印影､約款及び特約を除く
･｢平成31年度枚方市日本語･多文化共生教室コーディネーター傷害
保険｣の保険証券､明細書及び仕様書
※個人情報､印影､約款及び特約を除く

教育委員会
社会教育部
社会教育課

公開

26 R1.6.25 R1.7.8
｢平成31年度留守家庭児童会室入室児童にかかる傷害保険｣の保険証
券､明細書及び仕様書
※印影､約款及び特約を除く

教育委員会
社会教育部

放課後子ども課
公開

27 R1.7.4 R1.7.16
事業報告書等提出書(特定非営利活動法人○○・平成29年度報告分
(添付資料を除く)

市民安全部
市民活動課

部分公開
5-3

28 R1.7.5 R1.7.19

○○町○○における以下の文書
・｢土地の利用履歴等調査(自主調査)結果報告書｣(平成○○年○○
月○○日付け､環公セ第○○号)の病院棟部分(添付されている報告
書の根拠資料を除く)
・｢土壌汚染状況調査結果報告書(自主調査)｣(平成○○年○○月○
○日付､環公セ第○○号)(添付されている各報告書のうち添付資料
を除く)
・｢土壌汚染対策結果報告書(自主対策)｣(平成○○年○○月○○日
環公セ第○○号)の鑑及び竣工図

環境部
環境指導課

部分公開
5-1
5-3

29 R1.7.10 R1.7.22

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

30 R1.7.22 R1.8.13

｢枚方市立伊加賀スポーツセンター｣における指定管理者ミズノグ
ループ､平成30年応募時の事業計画書及び収支計画書
＜対象文書＞
枚方市立伊加賀スポーツセンター指定管理者事業計画及び収支計画

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課

部分公開
5-1
5-3

31 R1.8.5 R1.8.14
令和元年度(2019年度)自治会等代表者名簿(縦覧用)
令和元年(2019年)7月8日発行分
※町名､番地､電話番号は除く

市民安全部
市民活動課

公開

32 R1.8.5 R1.8.19

令和元年5月1日から令和元年5月31日までに新規で食品衛生営業許
可を取得した施設の一覧 全業種
希望項目:営業所名称､営業所住所､営業所電話番号､営業者氏名､営
業者住所､営業者電話番号､業種､許可年月日
＜対象文書＞
食品営業許可情報一覧(令和元年(2019年)5月1日から令和元年(2019
年)5月31日)(上記項目に限る)

健康部
保健所

保健衛生課

部分公開
5-1

33 R1.8.14 R1.8.19

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

34 R1.8.15 R1.8.27
枚方市財産及び公の施設使用許可申請書(平成31年4月1日以降に○
○から提出されたものに限る)(個人情報及び印影を除く)

教育委員会
総合教育部

学校規模調整課
公開

35 R1.8.15 R1.8.27

○○が小学校の施設利用にあたって市に提出した申込書(平成31年4
月1日以降)(個人情報及び印影を除く)
＜対象文書＞
学校体育施設開放使用申込書（平成31年4月1日以降提出分）

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
公開
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36 R1.8.19 R1.8.26

・住居表示台帳
・住居新築届受付簿(写)
※平成31年5月1日から平成31年7月31日までに新たに住居番号が付
番された住所の一覧(受付簿など)と該当の住居表示台帳

市民安全部
市民室

公開

37 R1.8.23 R1.8.30

枚方市総合福祉センター
1.基本仕様書
2.定期点検各業務における再委託先及び再委託金額(年額･税抜)
※再委託金額の確認書類は､金額が確認できる箇所だけで可
※受注者が社名変更されていても､再委託金額がわかれば可
＜対象文書＞
⑴平成30年度枚方市総合福祉センター再委託状況一覧
⑵業務委託契約書鑑文(枚方市総合福祉センター建物及び建築設備
維持管理業務委託)
⑶業務委託契約書鑑文(枚方市総合福祉センター清掃業務委託)
⑷業務委託契約書鑑文(枚方市総合福祉センター警備業務委託)
⑸一般廃棄物処理契約書
⑹○○保守業務委託契約書

長寿社会部
長寿社会総務課

部分公開
5-3

38 R1.9.11 R1.9.19

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

39 R1.9.17 R1.10.1
平成30年基準年度 固定資産評価事務取扱要領(土地編)
平成30年基準年度 固定資産税土地評価マニュアル(土地評価細目事
項及び評価要領運用上の留意事項)

財務部
税務室
資産税課

部分公開
5-1
5-2
5-3

40 R1.10.8 R1.10.23

管轄内の以下の要許可施設一覧(前月末時点で許可を有している施
設で､都道府県の場合中核市の施設を除く)
・食品営業法に基づく要許可施設（34業種で､露店･自動車･自動販
売機･催事を除くもの）
施設名称､施設所在地､施設電話番号､営業者名､許可年月日､許可満
了日､営業種別
・旅館業法営業許可施設(簡易宿所は除く)
施設名称､施設所在地(あれば〒)､施設電話番号､営業者名(法人の場
合は名称及び代表者名)､許可年月日
・公衆浴場法営業許可施設
施設名称､施設所在地､施設電話番号､営業者名(法人の場合は名称及
び代表者名)､許可年月日
・理容所
施設名称､施設所在地､施設電話番号､検査確認日､開設者氏名(法人
の場合は名称及び代表者名)
・美容所
施設名称､施設所在地､施設電話番号､検査確認日､開設者氏名(法人
の場合は名称及び代表者名)
＜対象文書＞
⑴食品営業施設一覧(令和元年(2019年)9月末現在)
⑵旅館届出情報一覧(令和元年(2019年)9月末現在)
⑶公衆浴場届出情報一覧(令和元年(2019年)9月末現在)
⑷理容所届出情報一覧(令和元年(2019年)9月末現在)
⑸美容所届出情報一覧(令和元年(2019年)9月末現在)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

41 R1.10.9 R1.10.11

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

42 R1.10.9 R1.10.23

･健康増進法の改正に伴う受動喫煙防止対策について中央安全衛生
会議における議論､検討に係る文書(平成31年1月からの勤務時間内
禁煙､4月の庁舎ベランダ等に設置していた建物内喫煙所の撤去等の
検討過程･決定事項について)
･本庁ブロック労働安全衛生委員会(第1衛生委員会)における健康増
進法の改正に伴う受動喫煙防止対策(敷地内禁煙の実施等)に係る議
論の内容･経緯が分かる文書(議事録･資料等)
＜対象文書＞
・中央安全衛生会議の資料・議事録のうち受動喫煙防止対策に係る
文書(平成30年8月21日・平成30年10月30日・平成31年2月28日開催
分)
・第1衛生委員会の資料・議事録のうち受動喫煙防止対策に係る文
書(平成30年8月23日・平成30年9月26日・平成31年2月27日開催分)

総務部
職員課

公開

43 R1.10.9 R1.10.21

･別館東側屋外に設置している来庁者用の喫煙スペースの移設(2018
年2月)･設備寄贈､今後の取り扱いの検討等の一連の過程におけるＪ
Ｔとの接触の際に作成･取得した文書(問い合わせ､打ち合わせ記録､
覚書､寄附申込書､受領書､その他)
＜対象文書＞
・本庁舎来庁者用喫煙スペースの移設について
・喫煙場所の整備に関する日本たばこ産業株式会社との覚書の締結
について
・覚書
・喫煙設備の寄付の収受について

総務部
総務管理課

部分公開
5-1
5-3

52



番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

44 R1.10.11 R1.10.23
枚方市財産及び公の施設使用許可申請書(令和元年10月26日以降に
○○が利用するものに限る)(個人情報及び印影を除く)

教育委員会
総合教育部

学校規模調整課
公開

45 R1.10.11 R1.10.18

○○が小学校の施設利用にあたって市に提出した申込書(令和元年
10月26日以降)(個人情報及び印影を除く)
＜対象文書＞
学校体育施設開放使用申込書（令和元年10月26日以降提出分）

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
公開

46 R1.10.15 R1.10.25

枚方市市民公益活動災害補償保険についての下記文書
･平成31年度の実施要綱･災害補償規定等(平成30年度と同じ場合は
除く)
･平成31年度契約時の仕様書
･平成31年度契約時の入札及び見積り合わせ等の結果
･平成31年度契約の保険証券及び特約･明細書等(保険約款不要)(印
影を除く)
･平成28､29､30年度契約の事故件数及び支払保険金額(被害者に支
払った保険金額)
＜対象文書＞
⑴平成31年度市民公益活動補償保険のご案内
⑵平成31年度枚方市市民公益活動補償保険仕様書
⑶枚方市市民公益活動補償保険実施要領
⑷指名競争入札(委託)執行調書
⑸賠償責任保険証券(保険約款､印影を除く)
⑹賠償責任保険(市民活動総合保険特約条項付)特約明細書
⑺平成28､29､30年度契約の事故件数及び支払い保険金額

市民安全部
市民活動課

公開

47 R1.10.16 R1.10.24

平成28年に募集が行われた枚方市民会館の指定管理者募集におい
て､(株)ケイミックスによる提出書類のうち､以下の情報
･事業計画書(様式第2号)
･収支予算書(同第3号)
･事業計画書 確認事項一覧
＜対象文書＞
⑴平成29～31年度 枚方市市民会館指定管理者募集にかかる事業計
画書
⑵平成29～31年度 枚方市市民会館指定管理者募集にかかる収支予
算書(様式第3号)
⑶平成29～31年度 枚方市市民会館指定管理者募集にかかる事業計
画書確認事項一覧

産業文化部
文化振興課

部分公開
5-1
5-3

48 R1.10.18 R1.10.25

土対法上有害物質を使用している水濁法における特定施設の届出に
関する事業者の名称及び所在地(平成30年度末時点)
＜対象文書＞
水質施設関係対象事業所基礎情報(平成30年度末時点)
※土対法上有害物質を使用している水濁法における特定施設の届出
をしている事業者名称及び所在地に限る

環境部
環境指導課

公開

49 R1.10.28 R1.10.30 社会的妥当性を逸脱した苦情等への対応マニュアル
総務部

コンプライアンス
推進課

公開

50 R1.11.12 R1.11.19

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
[地域]枚方市全域
[対象]飲食店営業(令和元年10月1日～令和元年10月31日の新規営業
許可)(自動販売機､移動店舗､臨時営業､廃業及び露店を除く)
[内容]施設名､施設電話番号､施設所在地､代表者氏名､初許可年月日
＜対象文書＞
飲食店営業一覧(10月新規)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

51 R1.11.13 R1.11.19

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

52 R1.11.13 R1.11.20 社会的妥当性を逸脱した苦情等への対応マニュアル
総務部

コンプライアンス
推進課

公開

53 R1.11.19 R1.11.26

・住居表示台帳
・住居新築届受付簿(写)
※令和元年8月1日から令和元年10月31日までに新たに住居番号が付
番された住所の一覧(受付簿など)と該当の住居表示台帳

市民安全部
市民室

公開
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

54 R1.11.25 R2.1.6

2019年10月31日時点において､枚方市で保有している食品営業許可､
届出事業者の一覧について､以下のデータ項目を含む開示可能な範
囲の情報
項目：許可番号､営業所＿都道府県名､営業所＿市区町村名､営業所
名称､営業所名称＿カナ､営業の種類､業態､営業所所在地､営業所方
書､営業所＿緯度､営業所＿経度､営業所電話番号､法人名､法人番号､
初回許可年月日､許可年月日､許可開始日､許可満了日､廃業年月日､
申請区分､許可条件､備考
※当該時点で営業中のものであり､廃業済みの事業者は含まない
※業種は､食品衛生法施行令第35条にて定める34の営業の分類と､各
地方公共団体における条例で定めた分類の中から該当するもの全て
※希望するデータ項目のうち､枚方市で保有しているもののみ
＜対象文書＞
飲食店営業一覧(2019年10月31日現在)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

決定期間
延長決定
R1.12.6

55 R1.11.26 R1.12.24

･指定管理者募集 枚方市立総合スポーツセンター 平成30年公募
指定管理者 枚方体育協会･アシックスジャパン共同事業体
･指定管理者募集 枚方市立市民体育館(渚市民体育館) 平成30年公
募
指定管理者 渚スポーツコミュニティ共同事業体
上記に係る以下の文書
①様式第2号 事業計画書(全指定期間)
②様式第3号 収支計画書(平成31･32･33･34･35年度)
③別紙1 事業計画確認事項一覧

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課

部分公開
5-1
5-3

決定期間
延長決定
R1.12.10

56 R1.12.2 R1.12.11

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
(地域)枚方市全域
(対象)飲食店営業(令和元年11月1日～令和元年11月30日の新規営業
許可)(自動販売機､移動店舗､廃業及び露店を除く)
(内容)施設名､施設電話番号､施設所在地､代表者氏名､許可年月日
＜対象文書＞
飲食店営業一覧(11月新規)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

57 R1.12.6 R1.12.16

ダイオキシン法における特定施設を使用している届出に関する下記
の情報(平成30年度末時点)
･事業者名称
･所在地
＜対象文書＞
･DXN関係対象事業所基礎情報(平成30年度末時点)
※ダイオキシン法における特定施設を使用している届出をしている
事業者名称及び所在地に限る

環境部
環境指導課

公開

58 R1.12.11 R1.12.17

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

59 R1.12.16 R2.1.6

①土地･家屋課税台帳の電磁的記録
②①が不存在､又は開示が不可能の場合は､課税台帳以外の文書で､
枚方市内の土地･家屋の登記情報のうち､登記名義人､土地の所在・
地番・地目・地積､家屋の所在・地番・家屋番号・種類・構造・床
面積・建築年月日の情報を含む一覧の電磁的記録
＜対象文書＞
①土地・家屋課税台帳
②税システムにあるもの

財務部
税務室
資産税課

非公開
5-2
5-7

60 R1.12.23 R1.12.27

令和○○年○○月○○日に申請が行われた都市計画法第32条協議
(都調第○○-○○-○○号)及び公共公益施設整備協議(都調第○○-
○○-○○号)の添付図面
(現況平面図､土地利用計画図､造成計画図､造成計画断面図2､公共施
設面積図､道路縦断図2)

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

61 R1.12.26 R2.1.9 社会的妥当性を逸脱した苦情等への対応マニュアル
総務部

コンプライアンス
推進課

公開

62 R2.1.6 R2.1.9

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
(地域)枚方市全域
(対象)飲食店営業(令和元年12月1日～令和元年12月31日の新規営業
許可)(自動販売機､移動店舗､廃業及び露店を除く)
(内容)施設名､施設電話番号､施設所在地､営業者氏名(法人の場合は
代表者氏名)､許可年月日
＜対象文書＞
飲食店営業一覧(12月新規)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

63 R2.1.7 R2.1.9
枚方市財産及び公の施設使用許可申請書(令和2年1月1日以降に○○
が利用するものに限る)(個人情報及び印影を除く)

教育委員会
総合教育部

学校規模調整課
公開

64 R2.1.7 R2.1.10

○○が小学校の施設利用にあたって市に提出した申込書(令和2年1
月1日以降)(個人情報及び印影を除く)
＜対象文書＞
学校体育施設開放使用申込書（令和2年1月1日以降提出分）

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
公開
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

65 R2.1.10 R2.2.13

平成30年に公募された枚方市市民体育館で指定管理者に申請した①
シンコースポーツ･日本管財グループ②渚スポーツコミュニティ共
同事業体③枚方SSKクリーン工房共同事業体の3団体が提出した事業
計画書(提案書)及び収支計画書
＜対象文書＞
⑴(シンコースポーツ・日本管財グループ)事業計画書(提案書)
⑵(シンコースポーツ・日本管財グループ)収支計画書
⑶(渚スポーツコミュニティ共同体)事業計画書(提案書)
⑷(渚スポーツコミュニティ共同体)収支計画書
⑸(枚方SSKクリーン工房共同事業体)事業計画書(提案書)
⑹(枚方SSKクリーン工房共同事業体)収支計画書

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課

部分公開
5-1
5-3

決定期間
延長決定
R2.1.24

66 R2.1.15 R2.1.20

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

67 R2.1.17 R2.1.27

都市計画課が所管する生産緑地地区の指定に関するデータのうち､
地番及び面積
＜対象文書＞
生産緑地台帳(町名､地番､面積に限る)

都市整備部
都市計画課

公開

68 R2.1.30 R2.2.13

枚方市内の歯科技工所一覧(歯科技工所名称､郵便番号､所在地)
＜対象文書＞
歯科技工所台帳
(歯科技工所名称､郵便番号､歯科技工所所在地に限る)(廃止事業所
を除く)

健康部
保健所

保健企画課
公開

69 R2.2.3 R2.2.13

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
(地域)枚方市全域
(対象)飲食店営業(令和2年1月1日～令和2年1月31日の新規営業許
可)(自動販売機､移動店舗､廃業及び露店を除く)
(内容)施設名､施設電話番号､施設所在地､営業者氏名(法人の場合は
代表者氏名)､許可年月日
＜対象文書＞
飲食店営業一覧(1月新規)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

70 R2.2.12 R2.2.18

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書､計画概要書､標識の設置
を証する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く
対象期間 令和○○年○○月○○日～令和○○年○○月○○日

都市整備部
開発指導室
開発調整課

不存在
※1

71 R2.2.14 R2.2.25
枚方市財産及び公の施設使用許可申請書(令和2年2月29日以降の○
○による利用に係るものに限る)(個人情報及び印影を除く)

教育委員会
総合教育部

学校規模調整課
公開

72 R2.2.14 R2.3.6

○○が小学校の施設利用にあたって市に提出した申込書(令和2年2
月29日以降)(個人情報及び印影を除く)
＜対象文書＞
学校体育施設開放使用申込書（令和2年2月29日以降提出分）

教育委員会
社会教育部

スポーツ振興課
公開

73 R2.2.18 R2.2.25

・住居表示台帳
・住居新築届受付簿(写)
※令和元年11月1日から令和2年1月31日までに新たに住居番号が付
番された住所の一覧(受付簿など)と該当の住居表示台帳

市民安全部
市民室

公開

74 R2.2.18 R2.2.26

楠葉中之芝土地区画整理事業に係る､施行地区位置図､換地図(従前
の宅地及び換地)､新旧地番対照表
＜対象文書＞
・位置図
・東部大阪都市計画事業 楠葉中之芝土地区画整理事業 従前の土地
図
・東部大阪都市計画事業 楠葉中之芝土地区画整理事業 換地図
・換地明細書

都市整備部
都市計画課

公開
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番号 申出日 回答日 申出内容又は申出公文書名 主管課 回答内容等 備考

75 R2.2.21 R2.3.17
平成30年度 ポリ塩化ビフェニル廃棄物等の保管及び処分状況等届
出書(個人の届出者を除く)

環境部
環境総務課

部分公開
5-1
5-3

決定期間
延長決定
R2.3.6

76 R2.3.2 R2.3.9

食品衛生法に基づく営業許可施設台帳
(地域)枚方市全域
(対象)飲食店営業(令和2年2月1日～令和2年2月29日の新規営業許
可)(自動販売機､移動店舗､廃業及び露店を除く)
(内容)施設名､施設電話番号､施設所在地､営業者氏名(法人の場合は
代表者氏名)､許可年月日
＜対象文書＞
飲食店営業一覧(2月新規)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

77 R2.3.5 R2.3.13

枚方市指令都査第○○-○○号の申請における以下の資料
⑴擁壁展開図1・2
⑵ボーリング調査位置
⑶ボーリング柱状図
⑷擁壁タイプ3500(スラブ跳ね出し)の構造計算書
⑸擁壁タイプ4500(スラブ跳ね出し)の構造計算書
⑹地盤改良工事検討書

都市整備部
開発指導室
開発調整課

部分公開
5-1

78 R2.3.11 R2.3.18

中高層建築物の建築に係る標識設置届出書(令和○○年○○月○○
日収受都調第○○-○○-○○号～令和○○年○○月○○日収受都調
第○○-○○-○○号)､添付書類である計画概要書､標識の設置を証
する写真及び附近見取図
※個人情報及び印影を除く

都市整備部
開発指導室
開発調整課

公開

79 R2.3.12 R2.3.26

令和2年3月12日現在の枚方市におけるあん摩鍼灸柔道整復師の許可
の一覧
項目：施設名称､施設所在地､施設電話番号､営業者氏名､許可年月
日､業種
＜対象文書＞
施術所台帳(施術所名称､施術所所在地､施術所電話番号､業務種類､
開設者に限る)(廃止は除く)

健康部
保健所

保健企画課
公開

80 R2.3.12 R2.3.26

令和2年3月12日現在の枚方市における食品衛生法 ､旅館業法及び住
宅宿泊事業法､理容師法､美容師法､環境衛生(クリーニング業)に基
づく許可の一覧(食品衛生に関して全業種｡ただし､臨時､露店､自動
販売機､自動車営業を除く)
項目：施設名称､施設所在地､施設電話番号､営業者氏名､許可年月
日､業種
＜対象文書＞
食品営業許可施設一覧(R2.3.12)､旅館許可情報一覧(R2.3.12)､住宅
宿泊事業法届出情報一覧(R2.3.12)､理容所届出情報一覧(R2.3.12)､
美容所届出情報一覧(R2.3.12)､クリーニング所届出一覧(R2.3.12)

健康部
保健所

保健衛生課
公開

81 R2.3.12 R2.3.17

下水道管理課所管 工事完了図書
ファイル№18-050 №2
･照会通知又は依頼書
･図面 春日皿池排水路整備事業 平面図1/19､平面図1/5､縦断図
2/19､横断図3/19､横断図4/19､横断図5/19､∪1000×1200標準部配筋
図7/19､⊡1000×1000標準部配筋図15/19､⊡1000×1000φ600人孔部配
筋図16/19､⊡1000×1000φ900人孔部配筋図17/19
･財産区財産の使用について(昭和59年7月17日)
･土地所在図
･土地所在図 地積測量図(その一)(その二)

上下水道局
上下水道経営部
下水道管理課

公開
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82 R2.3.18 R2.4.1

枚方市の令和元年度包括外部監査人候補者の選定に関し､下記内容
を含む一切の文書
(1)包括外部監査人候補者の人数及び各候補者の氏名､資格
(2)包括外部監査人候補者選定の経過
(3)包括外部監査人候補者選定の基準(評価項目､各項目の配点等)
(4)各候補者の評価点(各評価項目ごとの点数等を含む)
(5)包括外部監査人候補者として選定された者の氏名､生年月日､資
格､所属､経歴､包括外部監査に係る経験
(6)(5)の者を選定した具体的理由
＜対象文書＞
○令和元年度(2019年度)第1回枚方市包括外部監査人選定審査会会
議録
【添付資料】
・次第
・令和2年度(2020年度)枚方市包括外部監査人募集要項(案)
・提案書(案)
・令和2年度(2020年度)包括外部監査人選考評価表(案)
・令和2年度(2020年度)包括外部監査人面接審査要領(案)
・関係法令(抜粋)
○令和元年度(2019年度)第2回枚方市包括外部監査人選定審査会会
議録
【添付資料】
・次第
・包括外部監査人候補者提案書
・包括外部監査人候補者提案書の概略

総務部
コンプライアンス

推進課

部分公開
5-1
5-3
5-7

・包括外部監査人選考評価表
・面接審査要領
・包括外部監査人2次選考(面接審査)タイムスケジュール
○令和元年度(2019年度)第3回枚方市包括外部監査人選定審査会会
議録
【添付資料】
・次第
・包括外部監査人2次選考(面接審査)配席図・タイムスケジュール
・包括外部監査人2次選考(面接審査)要領(加筆版)
○令和2年度(2020年度)枚方市包括外部監査人候補者の確定につい
て(令和元年(2019年)12月27日市長決裁)
【添付資料】
・包括外部監査人選定審査会答申
・監査委員意見聴取
・議案原稿
・選考結果通知(内定者)
・選考結果通知(落選者)
○議案(包括外部監査契約締結)の提出依頼について(令和2年(2020
年)1月30日付部長決裁)
【添付資料】
・議案の提出依頼
・議案原稿
・令和2年度(2020年度)枚方市包括外部監査人候補者の確定につい
て

83 R2.3.26 R2.4.9

平成30年度京阪本線(寝屋川市･枚方市)連続立体交差事業道路予備
修正設計等業務委託に係る以下の文書
・平面図(4) 4/127
・走谷北中振線縦断図(1) 14/127
・横断図(29)～(35) 53/127～59/127

都市整備部
連続立体交差推進

室
公開

84 R2.3.25 R2.4.7
・不良箇所一覧表(小学校)
・検査結果表5-1(小学校)

教育委員会
総合教育部

まなび舎整備室
公開

不存在の理由
※1 申出に係る期間中に中高層建築物の建築に係る標識設置届出がなかったため｡
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 主管課 決定内容等 備考

1 H31.4.9 H31.4.15 DV面接相談記録
市長公室
人権政策室

開示

2 H31.4.15 H31.4.22 土地・家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

3 H31.4.15 H31.4.22 土地・家屋名寄台帳
財務部
税務室
資産税課

開示

4 H31.4.19 R1.5.7
①主治医意見書
②認定調査票

長寿社会部
介護保険課

開示

5 H31.4.23 R1.5.7 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

6 R1.5.7 R1.5.16
請求者の入院について第3者から枚方市保健所に提出された申請書
とこれに対する回答

健康部
保健所

保健予防課

不存在
※1

7 R1.5.13 R1.5.16 住民票の写し等交付請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

8 R1.5.20 R1.5.28 物件一覧表(固定資産課税台帳 抄)
財務部
税務室
資産税課

開示

9 R1.5.20 R1.5.24 戸籍の附票の請求書
市民安全部
市民室

不存在
※2

10 R1.5.21 R1.5.30 住民票交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

11 R1.5.22 R1.6.4 住民票交付のお願い
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

12 R1.5.27 R1.6.10
被相続人に係る
①高額介護/支援サービス費支給決定通知書
②高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書

長寿社会部
介護保険課

開示

13 R1.5.27 R1.6.10

被相続人に係る
①介護保険からの支給内容の内訳
②高額介護サービス費の支給内容等
③高額医療･高額介護合算療養費の支給内容等

長寿社会部
介護保険課

却下

14 R1.5.28 R1.6.10
①住民票の写し等職務上請求書
②戸籍謄本等職務上請求書

市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

15 R1.6.3 R1.6.10 ○○が提出した申請書類一式(請求者の名前が記載されたもの)
福祉部

福祉指導監査課
部分開示
15-1-2

16 R1.6.4 R1.6.17 給与支払報告書
財務部
税務室
市民税課

開示

17 R1.6.6 同行援護サービス提供実績記録票
福祉部

障害福祉室
取下げ

18 R1.6.10 R1.6.13 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

19 R1.6.10 R1.7.1
①病棟の大部屋入室データ
②①に関するデータのログ
③市立ひらかた病院の入院時の料金に関する規定

市立ひらかた病院
事務局
医事課

部分開示
15-1-2

決定期間
延長決定
R.1.6.24

20 R1.6.20 R1.6.26 市長への提言
市長公室
広聴相談課

開示

21 R1.6.27 R1.7.5 住民票の写し交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

22 R1.6.28 R1.7.8 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

３．自己情報開示等の請求の内容等
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23 R1.7.1 R1.7.10 戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

24 R1.7.2 R1.7.10 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

25 R1.7.3 R1.7.12
請求者が○○について保健企画課に調査を依頼した件に関する結果
書類

健康部
保健所

保健企画課

不存在
※3

26 R1.7.8 R1.7.11 住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

27 R1.7.10 R1.7.24 ○○が提出した申請書類一式(請求者の名前が記載されたもの)
福祉部

福祉指導監査課
部分開示
15-1-2

28 R1.7.12 R1.7.25
①請求者について相談に来た者の記録文書
②保健予防課の訪問に関する文書

健康部
保健所

保健予防課

部分開示
15-1-2
15-1-4
15-1-8

審査請求
R1.8.16

29 R1.7.12 R1.7.25 請求者について会議した記録
健康部
保健所

保健予防課

不存在
※4

30 R1.7.12 R1.7.26
①請求者について相談に来た者の記録文書
②請求者について会議した記録

福祉部
障害福祉室

存否応答
拒否
15-1-2
15-1-4

審査請求
R1.8.16

31 R1.7.12 R1.7.23 住民票の写し等交付申出書および誓約書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

32 R1.7.16 自身の離婚届
市民安全部
市民室

取下げ

33 R1.7.22 R1.7.31 戸籍､住民票､印鑑証明､税関係に関する証明書の請求書
市民安全部
市民室

開示

34 R1.7.26 R1.7.26 住民票等の交付について
市民安全部
市民室

開示

35 R1.7.30 R1.8.5 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

36 R1.8.1 R1.8.13
①戸籍謄本等職務上請求書
②住民票の写し等職務上請求書

市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

37 R1.8.5 R1.8.16 戸籍謄本等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

38 R1.8.7 R1.8.13 住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2

39 R1.8.8 R1.9.20 いじめに関する報告書等
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室

部分開示
15-1-2
15-1-8

決定期間
延長決定
R1.8.22

40 R1.8.15 R1.8.22 保健所での医療相談に関する記録
健康部
保健所

保健企画課
開示

41 R1.8.23 R1.9.6 復職協議書
総務部
職員課

開示

42 R1.8.26 R1.9.3
①要介護認定結果等再通知書
②認定調査票
③主治医意見書

長寿社会部
介護保険課

開示

43 R1.8.26 R1.8.28 住民票の写し等交付請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

44 R1.8.29 R1.9.12 要介護認定結果等再通知書
長寿社会部
介護保険課

開示
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45 R1.9.2 R1.9.9 住民票の写し等交付請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

46 R1.9.2 R1.9.9 住民票交付のお願い
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

47 R1.9.10 R1.9.19
①要介護認定結果等再通知書
②主治医意見書
③認定調査票

長寿社会部
介護保険課

部分開示
15-1-2

48 R1.9.12 R1.9.17 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

49 R1.9.25 R1.10.8 保健予防課の相談記録
健康部
保健所

保健予防課
開示

50 R1.9.25 R1.10.7 事業所による障害者虐待に関する記録
福祉部

障害福祉室
開示

51 R1.10.4 R1.10.16

①要介護認定結果等再通知書
②認定調査票
③主治医意見書
④給付費明細通知

長寿社会部
介護保険課

部分開示
15-1-2

52 R1.10.8 R1.10.16 要介護認定結果等再通知書
長寿社会部
介護保険課

開示

53 R1.10.11 国民健康保険料の納付相談記録
健康部

国民健康保険室
取下げ

54 R1.10.15 R1.10.28 要介護認定結果等再通知書
長寿社会部
介護保険課

開示

55 R1.10.17 R1.10.21 要介護認定結果等再通知書
長寿社会部
介護保険課

開示

56 R1.10.24 R1.10.24 本人に関し○○から送られてきた書類
教育委員会
学校教育部

児童生徒支援室
開示

57 R1.10.29 R1.11.14 要介護認定結果等再通知書
長寿社会部
介護保険課

開示

58 R1.10.31 R1.11.1 住民票の写し等の交付申請書および誓約書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

59 R1.10.31 R1.11.13
学校におけるトラブルについての校長､教育委員会等への告発に対
する動きに関する書類

教育委員会
学校教育部
教職員課

開示

60 R1.10.31 R1.11.13
学校におけるトラブルについての市長及び秘書課への告発に対する
動きに関する書類

市長公室
秘書課

開示

61 R1.10.31 R1.11.5 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

62 R1.11.1 R1.11.15 特定医療費(指定難病)支給認定申請に係る臨床調査個人票
健康部
保健所

保健予防課
開示

63 R1.11.1 R1.11.14
①保護決定通知書
②調剤報酬明細書
③診療報酬明細書

福祉部
生活福祉室

開示

64 R1.11.18 R1.11.21 固定資産税及び都市計画税の記録(名寄台帳)
財務部
税務室
資産税課

不存在
※5

65 R1.11.22 R1.11.26 住民票交付のお願い
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

66 R1.11.25 R1.11.27 住民票交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

67 R1.11.28 R1.11.28 物件一覧表(固定資産課税台帳 抄)
財務部
税務室
資産税課

開示
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番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 主管課 決定内容等 備考

68 R1.12.2 R1.12.17 通勤手当申請の却下決定に係る文書
教育委員会
総合教育部
教育政策課

開示

69 R1.12.4 R1.12.6 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

70 R1.12.13 R1.12.18 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

71 R1.12.18 R1.12.27
①面接記録票
②生活保護申請の却下に関する資料

福祉部
生活福祉室

部分開示
15-1-2
15-1-4
15-1-8

72 R1.12.18 R2.1.6
①要介護認定結果等再通知書
②認定調査票
③主治医意見書

長寿社会部
介護保険課

開示

73 R1.12.23 R2.12.24 住民票の写し等交付請求書
市民安全部
市民室

不存在
※6

74 R1.12.26 R2.1.7 住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書
市民安全部
市民室

開示

75 R1.12.27 R2.1.6 住民票の写し等交付申出書および誓約書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

76 R2.1.6 R2.1.14 健康保険の診療報酬明細書
健康部

国民健康保険室
不存在
※7

77 R2.1.6 R2.1.20
①要介護認定結果等再通知書
②主治医意見書
③認定調査票

長寿社会部
介護保険課

開示

78 R2.1.6 R2.1.20
①主治医意見書
②認定調査票

長寿社会部
介護保険課

不存在
※8

79 R2.1.9 R2.1.15
請求者が市長宛てに問い合わせた事項に対する回答書に係る決裁文
書

市民安全部
市民室

開示

80 R2.1.9 R2.1.20
請求者が市長宛てに問い合わせた事項に対する回答書に係る決裁文
書

総務部
人事課

開示

81 R2.1.9 R2.1.17
請求者が市長宛てに問い合わせた事項に対する回答書に係る決裁文
書

総務部
職員課

開示

82 R2.1.9 R2.1.23
請求者が市長宛てに問い合わせた事項に対する回答書に係る決裁文
書

総務部
総務管理課

開示

83 R2.1.9 R2.1.16
請求者が市長宛てに問い合わせた事項に対する回答書に係る決裁文
書

土木部
土木政策課

開示

84 R2.1.9 R2.1.21
請求者が市長宛てに問い合わせた事項に対する回答書に係る決裁文
書

土木部
道路河川管理課

不存在
※9

85 H31.1.16 R2.1.21 住民票の写しおよび住民票の除票の写し交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

86 R2.1.21 R2.1.24 印鑑証明書発行履歴情報
市民安全部
市民室

開示

87 R2.1.21 R2.1.24 印鑑証明書発行履歴情報
市民安全部
市民室

開示

88 R2.1.24 R2.1.29 住民票交付のお願い
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

89 R2.2.4 R2.2.10 保護費返還対象額積算表
福祉部

生活福祉室
開示

90 R2.2.5 R2.2.12 住民票･戸籍･印鑑証明書交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2

61



番号 請求日 決定日 請求内容又は請求公文書名 主管課 決定内容等 備考

91 R2.2.10 R2.2.27
①住民票発行履歴情報
②戸籍発行履歴情報
③｢戸籍謄本｣の交付について

市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-8

決定期間
延長決定
R2.2.21

92 R2.2.10 R2.2.27 出生記録記載
市民安全部
市民室

不存在
※10

決定期間
延長決定
R2.2.21

93 R2.2.10 R2.3.25 ケースファイル一式
福祉部

生活福祉室

部分開示
15-1-1
15-1-2
15-1-4
15-1-8

決定期間
延長決定
R2.2.21

94 R2.2.10 R2.3.25
①ケースファイル
②障害者手帳申請書
③市町村審査会資料

福祉部
障害福祉室

部分開示
15-1-1
15-1-2
15-1-4
15-1-8

決定期間
延長決定
R2.2.21

95 R2.2.18 R2.2.19 物件一覧表(固定資産課税台帳 抄)
財務部
税務室
資産税課

開示

96 R2.2.19 R2.2.19 物件一覧表(固定資産課税台帳 抄)
財務部
税務室
資産税課

開示

97 R2.3.2 R2.3.5 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

98 R2.3.12 R2.3.16
①戸籍謄本等職務上請求書
②住民票の写し等職務上請求書

市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

99 R2.3.16 R2.3.17 戸籍謄本等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-4

100 R2.3.23 R2.4.8
①要介護認定結果等再通知書
②主治医意見書
③認定調査票

長寿社会部
介護保険課

開示

101 R2.3.23 R2.3.26 住民票の写し等交付申請書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

102 R2.3.25 R2.3.27 戸籍謄本･住民票の写し等職務上請求書
市民安全部
市民室

部分開示
15-1-2
15-1-4

103 R2.3.26 R2.4.9
①発達検査の評価
②リハビリ報告書
③本人に関するカルテ内容

子ども青少年部
ひらかた子ども
発達支援センター

開示

104 R2.3.26 R2.3.30 印鑑登録履歴情報
市民安全部
市民室

開示

不存在の理由
※1 請求者の入院に関し､第三者から書類の提出を受けたことはないため｡
※2 請求に係る期間中に請求人に係る戸籍の附票の請求及び交付がなかったため｡また､それ以前の期間のものについては､保存年限が過ぎてお
り､廃棄済みのため｡
※3 調査を実施することで､請求者の名前が対象施設に知られることに繋がる恐れがあることについて請求者の同意が得られなかったため､調
査の実施には至らず､結果書類が存在しないため｡
※4 職員による請求者についての会議を行っていないため｡
※5 保存年限の経過により､本請求に係る文書は廃棄処分済みであるため｡
※6 請求に係る期間中に､請求者に係る住民票等の写しの請求及び交付がなかったため｡
※7 保存年限を経過し既に廃棄しているため｡また､大阪府後期高齢者医療広域連合が所管するものであるため｡
※8 システム改修時､旧システムからデータを引き継がなかったため､かつ保存年限5年を経過し､廃棄しているため｡
※9 本件回答書は､土木政策課において起案･決裁し､道路河川管理課が合議を行ったものであり､道路河川管理課において決裁文書は作成して
いないため｡
※10 出生届が本市に届出されていないため｡その他､戸籍以外で出生に関する情報が記載された書類が存在しないため｡
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４
．
審
議
会
へ
の
諮
問
及
び
答
申
の
内
容
等
  

諮
問
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６
１
５
号
 

  

諮
問
６
１
６
号
 

条
例
第
８
条
第
３
項
第
５
号
（
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
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以
外
の
も
の
か
ら
の
収
集
）
の
規
定
に
よ
る
諮
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条
例
第
８
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第
３
項
第
５
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（
要
配
慮
個
人
情
報
の
収
集
）
の
規
定
に
よ
る
諮
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諮
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 事
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プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
販
売
事
務
に
係
る
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人
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報
の
本
人
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は
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の
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定
代
理
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以
外
の
も
の
か

ら
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収
集
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つ
い
て
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 問

  
 事
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プ
レ
ミ
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ム
付
商
品
券
販
売
事
務
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係
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要
配
慮
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人
情
報
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収
集
に
つ
い
て
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
令
和
元
年
（
20
19
年
）
５
月
３
１
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

審
  
  
  
議
  
  
 日

 
令
和
元
年
（
20
19
年
）
５
月
３
１
日
 

実
  
 施

  
 機

  
 関

 
市
 
長
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

答
  
  
  
  
  
  
 申

 
諮
問
の
と
お
り
で
異
論
は
な
い
 

 １
 
目
 
的
 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
（
以
下
「
商
品
券
」
と
い
い
ま
す
。）

は
、
消
費
税
率
の
引
き
上
げ
に
よ
る
低
所
得
者
・
子
育
て
世

帯
の
消
費
へ
の
影
響
を
緩
和
す
る
と
と
も
に
、
地
域
に
お
け
る
消
費
を
喚
起
・
下
支
え
す
る
た
め
、
令
和
元
年
度
（
２
０
１
９

年
度
）
に
販
売
し
ま
す
。
商
品
券
の
販
売
は
、
販
売
対
象
者
に
あ
ら
か
じ
め
購
入
引
換
券
を
交
付
し
て
行
い
ま
す
。
 

販
売
対
象
者
の
う
ち
、
虐
待
等
か
ら
避
難
す
る
た
め
に
施
設
に
入
所
さ
れ
て
い
る
障
害
者
、
高
齢
者
、
児
童
等
（
以
下
「
施

設
入
所
者
」
と
い
い
ま
す
。）

は
、
自
ら
購
入
引
換
券
の
交
付
申
請
が
で
き
る
ほ
か
、
入
所
し
て
い
る
施
設
の
職
員
等
が
、
ま

と
め
て
代
理
申
請
す
る
こ
と
も
可
能
で
す
。
 

本
諮
問
は
、
購
入
引
換
券
の
交
付
事
務
に
お
い
て
、
販
売
対
象
者
と
な
る
施
設
入
所
者
に
関
す
る
情
報
を
申
請
代
理
人
で
あ

る
施
設
職
員
等
か
ら
収
集
す
る
場
合
が
あ
る
こ
と
に
対
応
す
る
も
の
で
す
。
 

２
 
収
集
す
る
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人
情
報
の
項
目
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個
人
情
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す
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理
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目
 
的
 

プ
レ
ミ
ア
ム
付
商
品
券
（
以
下
「
商
品
券
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と
い
い
ま
す
。）

は
、
消
費
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率
の
引
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上
げ
に
よ
る
低
所
得
者
・
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育
て
世
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の
消
費
へ
の
影
響
を
緩
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す
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と
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、
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に
お
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る
消
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を
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起
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下
支
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る
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、
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度
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０
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９
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に
販
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し
ま
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。
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品
券
の
販
売
は
、
販
売
対
象
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に
あ
ら
か
じ
め
購
入
引
換
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を
交
付
し
て
行
い
ま
す
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対
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う
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虐
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る
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に
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設
に
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て
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る
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以
下
「
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設
入
所
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と
い
い
ま
す
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は
、
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か
、
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設
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。
 

ま
た
、
購
入
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券
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設
入
所
者
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に
確
実
に
交
付
す
る
た
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、
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阪
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ら
枚
方
市
内
の
施
設
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入
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の
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の
提
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 ２
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す
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情
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情
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す
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由
 

申
請
情
報
や
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阪
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る
情
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に
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に
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れ
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め
。
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に
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は
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に
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ま
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可
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ま
た
、
購
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引
換
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設
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所
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に
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に
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付
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た
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、
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設
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と
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５．審査会答申 
 

情 個 審 答 申 第 ５ ７ 号 

令和元年（２０１９年）８月１日 

 

枚方市長  伏 見  隆  様 

 

                      枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

                      会 長  佐 伯  彰 洋  

 

                                          

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

令和元年（２０１９年）５月２８日付け総コ推第１３６号により諮問のあった保有情報

公開決定（平成３１年２月８日付け土交第２５４号）に対する審査請求について、次のと

おり答申します。 
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第一 審査会の結論 

枚方市長（事務所管は土木部交通対策課。以下「実施機関」という。）は、本件処分

（後述第二の３参照）を取り消し、別表に掲げる文書を特定し、公開するかしないかの決

定を行うべきである。 

 

 

第二 本件審査請求の経過 

 

１ 保有情報公開請求 

平成３１年（２０１９年）１月２９日、審査請求人は、枚方市情報公開条例（平成２

９年枚方市条例第４０号。以下「公開条例」という。）９条１項の規定に基づき、実

施機関に対し、「①添付資料 公相第〇〇号（平成〇〇年〇〇月〇〇日）及び放置自転

車等の処理に関する確認書（昭和６２年６月３０日）にある「甲」枚方市の管理区分を

「公共の場所」と認定した文書（条例第１条２条適用文書）（以下「本件請求情報①」

という。）、②同上確認書の管理区分を「自転車放置禁止区域」と認定、指定した告示文

書（条例第９条の処置文書）（以下「本件請求情報②」という。）」の公開の請求（以下

「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

実施機関は、本件請求のうち、本件請求情報①については「放置自転車等の処理に関

する確認書（昭和６２年６月３０日）」（以下「確認書」という。）を特定し、本件請

求情報②については「枚方市告示第２１３号（自転車等放置禁止区域の枚方市駅周辺

分）（昭和６２年６月１０日）」を特定した上で、それらの全てを公開する決定（平成

３１年２月８日付け）を行い、審査請求人に対してその旨を通知した。 

 

３ 審査請求 

平成３１年２月２２日、審査請求人は、２の処分のうち、確認書を公開とした部分

（以下「本件処分」という。）を不服とし、行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号）２条の規定に基づく審査請求を提起した。 

 

 

第三 審査請求の趣旨 

本件処分を取り消し、本件請求情報①に対応する情報の公開を求める。 

 

 

第四 審査請求人の主張要旨 

審査請求書、弁明書に対する反論書並びに当審査会における口頭意見陳述及び質疑応答
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の内容を総合すると、審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 枚方市自転車等の放置防止に関する条例（昭和６１年枚方市条例第３０号。以下「放

置防止条例」という。）では、公共の場所において、自転車等を放置されるおそれがあ

る場合に、当該地域を自転車等放置禁止区域として指定することができるとされてお

り、私有地を自転車等放置禁止区域として指定することはおかしい。放置防止条例にお

いて、私有地を枚方市の管理区分地として条例施行することの記載、規定はなく、ま

た、管理区分の用語の記載、規定もない。 

私有地を公共の場所と認定する明文化された基準等がないにもかかわらず、確認書で

私有地を公共の場所と認定し、管理区分を設定して税金で管理することは、放置防止条

例に矛盾、違反している。 

 

２ 本件請求情報①に係る請求は、確認書にある枚方市の管理区分を公共の場所と認定し

た直接の行為の公文書を求めるものである。確認書の作成及び交換行為の前段階に、私

有地を公共の場所とする認定行為があるべきである。本件請求情報①は、その際の公文

書を求めている。 

 

３ 実施機関は、本件請求情報①の内容を正しく誠実に理解していない。請求趣旨を外

れ、異なる文書を公開し、強引に請求者に受理させた。本件請求情報①に対し公開され

た文書は、文書の目的が異なる。 

 

４ 再度、本件請求情報①に該当する公文書の有無を求める。いずれにしても、本件処分

の取消しを求める。 

 

 

第五 実施機関の主張要旨 

実施機関の保有情報公開決定通知書、弁明書並びに当審査会における説明及び質疑応答

の内容を総合すると、実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 枚方市では、放置防止条例に基づいて、市内の公共の場所において、自転車等を放置

されるおそれがある場合には、当該地域を自転車等放置禁止区域として指定し、放置防

止の措置を講じている。 

放置防止条例にいう公共の場所とは、公共の用に供される場所をいうもので、私有地

も含まれる。私有地については、その所有者と確認書を交換し、敷地のうち市が放置防

止の措置を講じるべきエリアを市の管理区分として定め、当該管理区分においては、市

が放置自転車の撤去等の放置防止のための措置を講じている。 
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２ 自転車等放置禁止区域は、枚方市駅周辺にも設定されており、私有地についてはその

土地所有者と確認書を交換し、市の管理区分を定めて放置防止のための措置を講じてい

る。 

保有情報公開請求された枚方市の管理区分を「公共の場所」と認定したことは、確認

書を交換した行為で判断することができる。 

 

３ 以上のことから、実施機関は本件処分を行った。 

   

 

第六 審査会の判断理由 

当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する｡ 

 

１ 本件請求に係る保有情報公開請求書（以下「本件公開請求書」という。）において、

本件請求情報①は、確認書に記載されている枚方市の管理区分を公共の場所と認定した

文書、と表現されている。 

  審査請求人によると、本件請求情報①は、「確認書に係る私有地を公共の場所と認定

するに当たって実施機関が行った何らかの独立した行為に係る文書（以下「認定文書」

という。）」をいうとのことである。 

これに対し実施機関は、本件請求情報①に対応するものとして、「確認書に係る私有

地を実施機関が公共の場所と認定したことが分かる文書」である確認書を特定し、公開

している。 

そこで、以下、まず確認書以外の認定文書の有無について検討した上、本件処分の是

非について検討する。 

 

２ まず、認定文書の有無について、検討する。 

実施機関の説明によると、認定文書は保有していないとのことであったが、当審査会

として、実施機関に対し、放置防止条例の制定決裁、放置防止条例制定時の議会議事録

その他放置防止条例制定当初における制度運用に関する検討の経過が記録され得る文書

の中に、放置防止条例にいう公共の場所と私有地の関係について言及した部分がないか、

再度確認を行うよう要請したところ、実施機関から、そのような部分はなかったとの報

告を受けた。 

自転車等放置禁止区域の設定に先立って、何らかの認定行為が行われ、当該行為に関

わる文書が作成されたはずであるとする審査請求人の主張も理解できるが、実施機関の

説明や報告の合理性を覆すような点はない。よって、実施機関は認定文書を保有してい

ないと推認される。 
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３ 次に、本件処分の是非について、検討する。 

  確認書は、審査請求人が公開を求めていた認定文書そのものではないものの、実施機

関は、実施機関として認定文書を保有していないとの認識に基づき、本件公開請求書に

おける「枚方市の管理区分を公共の場所と認定した文書」との表現を踏まえて、本件請

求情報①を広く捉え、これに一定程度対応するものとして確認書を特定したものと理解

できる。 

  公開条例は、市民の知る権利が十分に保障されるよう運用することを理念としている

ので、請求内容に適確に対応する文書を保有していない場合において、一定程度対応す

るといえるものを特定することは、合理性があるといえる。 

  ここからすると、本件請求情報①に対応するものとして確認書を特定し、公開した本

件処分は、必ずしも不合理なものとはいえない。 

 

４ なお、本件処分において公開された確認書は、確認書の交換に係る決裁文書の添付書

類として作成されたものであるが、実施機関によると、これとは別に、私有地の土地所

有者との間で実際に交換した確認書の原本を保有しているとのことであり、当該原本は、

３の内容に照らせば、本件請求の対象文書とすべきと考えられるので、本件請求に対応

するものとしてこれを特定し、公開するかしないかの決定を行うべきである。 

 

５ 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

第七 審査会の処理経過 

年 月 日 処    理    内    容 

令和元年（２０１９年）

５月２８日 
諮問書の収受 

令和元年（２０１９年） 

６月２７日 

事務局からの事案説明、審査請求人からの口頭意見陳

述、審査請求人から実施機関への質疑応答、当審査会か

ら審査請求人への質疑応答、実施機関からの説明、当審

査会から実施機関への質疑応答、審査 

令和元年（２０１９年） 

８月１日 
審査、答申 

 

別表 

放置自転車等の処理に関する確認書（昭和６２年６月３０日）の原本 
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情 個 審 答 申 第 ５ ８ 号 

令和元年（２０１９年）９月１１日 

 

 枚方市長  伏 見  隆  様 

 

                      枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

                           会 長  佐 伯  彰 洋  

 

 

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

 令和元年（２０１９年）５月２１日付け総コ推第２９８号により諮問のあった保有情報

部分公開決定（平成３０年１０月４日付け都観第３１３－３号）に対する審査請求につい

て、次のとおり答申します。 
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第一 審査会の結論 

 枚方市長（事務所管は都市整備部景観住宅整備課。以下「実施機関」という。）は、本

件処分（後述第二３参照）の一部を取り消し、別表に掲げる情報を公開すべきである。 

 

 

第二 本件審査請求の経過 

 

１ 保有情報公開請求 

  平成３０年（２０１８年）８月２０日、審査請求人は、枚方市情報公開条例（平成２

９年枚方市条例第４０号。以下「条例」という。）９条１項の規定に基づき、実施機関

に対し、「①枚方市〇〇で行われている〇〇マンション建替事業に関し、マンション建

替円滑化法に基づく枚方市の許認可等に関連する一切の資料 ②またこれに係り、〇〇

との協議に関連する資料（登記を除く）」の公開の請求（以下「本件請求」という。）を

行った。 

 

２ 決定期間の延長 

  平成３０年（２０１８年）９月４日、実施機関は、条例１０条１項の規定により同日

までとされていた本件請求の決定期間を、同条２項の規定により、同年１０月４日まで

に延長した。 

 

３ 実施機関の決定 

  平成３０年（２０１８年）１０月４日、実施機関は、本件請求のうち、①の部分につ

いては、「〇〇マンション建替組合設立認可申請書、〇〇マンション事業計画の変更認

可申請書、〇〇マンション権利変換計画の認可申請書、〇〇マンション権利変換計画の

変更認可申請書」の４件の文書（以下「本件文書」という。）を特定し、②の部分につ

いては、「〇〇マンション（枚方市〇〇）の建設計画について（平成〇〇年〇〇月〇〇

日収受）、見解書（平成〇〇年〇〇月〇〇日付け都査第〇〇号）」の２件の文書を特定

の上、①及び②の部分ごとに、それらの文書に記録されている情報の一部を非公開とす

る保有情報部分公開決定を行い、条例１０条３項及び４項の規定に基づき、同日付けで、

その旨を審査請求人に通知した。 

  なお、２件の保有情報部分公開決定のうち、①の部分に係るもの（以下「本件処分」

という。）において非公開とされたのは、別紙に記載する情報である。 

 

４ 審査請求 

  平成３０年（２０１８年）１２月２８日、審査請求人は、本件処分を不服として、行

政不服審査法（平成２６年法律第６８号）２条の規定に基づく審査請求を提起した。 
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第三 審査請求の趣旨 

 本件処分を取り消し、本件文書及び本件請求に対応する本件文書以外の文書を公開する

決定を求める。 

 

 

第四 審査請求人の主張要旨 

審査請求書、弁明書に対する反論書並びに当審査会における口頭意見陳述及び質疑応答

の内容を総合すると、審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 〇〇マンション（以下「施行マンション」という。）の建替事業（以下「本件建替事

業」という。）に関し、マンションの建替えの円滑化等に関する法律（平成１４年法律

第７８号。以下「マン建法」という。）に基づき実施機関が行った許認可等に関して一

部非公開とされた情報は、本件建替事業が、マン建法やその他関連法令、定款等に基づ

き公平かつ公正になされたかを判断するために必要不可欠な情報である。 

 

２ 本件建替事業は、〇〇、より一層の透明性をもって公平かつ公正に行われるべきであ

るが、それには区分所有者（施行マンションの区分所有者をいう。以下同じ。）等のプ

ライバシー侵害や不利益な取扱いとなる部分を除いて漏れなく情報が公開される必要が

ある。 

 

３ また、本件建替事業は、〇〇を採用した類例の少ない事例であり、今後、枚方市のみ

ならず、全国的に、〇〇やマンション建替事例の参考とされるべきものである。 

  本件建替事業に関して実施機関が保有する情報は、全国の関係者の参考に資する公共

性の高い有益な情報と思われる。 

 

４ 審査請求人らは、本件建替事業に関し、〇〇、マン建法により建替組合に対する指導

監督権限を持つ実施機関に対し、苦情の申出を行った。 

 

５ この申出に対し、実施機関がどのような対応をしたのか、またどのような審査をして

権利変換計画を認可したのか、実施機関による処分の是非について、利害関係を有する

市民が自身で検討するためには、本件建替事業に関して実施機関が保有する情報は不可

欠である。 

  実施機関が客観的に公平かつ公正に指導監督をして審査をしたのであれば、情報を隠

匿する理由はないのである。 

６ 本件処分では、条例に定める秘密保持義務を理由として、個人情報を一律に非公開と

している。 

  実施機関は、条例５条１号を根拠に非公開としたと主張するのみで、それらの情報が
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いかなる基準で選択されたのか、判断の基礎となった根拠、具体的理由について説明し

ていない。 

  個人情報保護を理由として一律に保有情報を隠匿することは、行政の裁量権の逸脱乱

用に当たる。 

 

７ 個人情報として公開を拒んでいる情報は、条例５条１号除外事由に該当し、あるいは

既に広く知られ得る状態にあり、非公開とすることは違法である。 

  行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号。以下「情報

公開法」という。）では、個人情報であっても「法令の規定により又は慣行として公に

され、又は公にすることが予定されている情報」については、公にしても個人的利益が

侵害されることはないとして開示される。 

  また「人の身体、健康、生命又は財産を保護するため、公にすることが必要であると

認められる情報」についても、こうした利益の保護を優先する観点から開示される。 

  さらに「公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」についても開示されるも

のとされている。 

  現実の運用においても、法人等の代表者又はこれに準ずる地位にある者が職務として

行う行為等に関する情報のほか、その他の者の行為に関する情報であっても、権限に基

づいて当該法人のために行う契約等に関する情報も不開示情報に当たらないと解されて

いる。 

  なお、条例にも同様の個人情報除外事由が規定されている。 

 

８ このような観点を本件処分で非公開とされた個人情報に当てはめると、区分所有者や

建替同意者以外の弁護士や審査委員は、いわゆる有識者であり、極めて社会性があるこ

とから、その氏名、資格等は、公開することで名誉毀損やプライバシー侵害になるとは

考えられない。 

  建替組合に関わる弁護士に関しては、実施機関がマン建法に基づき公に認定した団体

である建替組合の代表あるいはこれに準ずる地位にあり、公開すべき事柄である。 

  また、審査委員も、マン建法の規定に基づく権限により、建替組合のために業務を行

うものであり、公開すべき事柄である。 

  これらの個人情報は、情報公開法で規定する個人情報除外事由に該当し、単に条例の

規定を根拠に一律に非公開とするのは違法である。 

 

９ 条例５条３号に規定する法人等に関する情報として非公開とされた情報についても、

これらを公開したとしても、法人の権利、競争上の地位その他の利益を害するとは考え

られず、むしろ法人の事業実績として公表される場合が多いと考えられる。 

  法人情報であっても、形式的に営業上、経営上又は財務上の秘密に属する情報に当た

れば、その全てが非公開とされると解するのは相当でなく、当該情報の性質、内容、公
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にされている情報との関連性、これらを取り巻く具体的情勢などの要素を総合考慮した

上でその充足性を判断するのが相当であり、具体的な害悪発生の蓋然性が客観的に認め

られることが必要である。 

 

１０ 建替組合は、マン建法５条の規定により、施行マンションの良好な居住環境の確保

並びに地震によるマンション倒壊その他の被害から区分所有者や居住者の身体、生命及

び財産の保護を図ることを目的として、マンション建替えのために、実施機関が公に設

立を認可した法人である。 

  確かに建替組合に関する情報は法人等に関する情報であるが、建替組合は、居住者等

の生命、健康や財産を保護するために設立されており、今後、枚方市のみならず、マン

ション建替えを検討している全国の人々にとって有益となる情報である。 

  この場合、当該情報を公にしないで保護される法人等の権利や利益と、公にすること

により市民や全国でマンション建替えを検討している人の知見となる利益を比較衡量す

れば、公開すべきことは明らかである。 

  さらに、法人情報に関し「権利、競争上の地位その他正当な利益」を判断すると、先

に述べた具体的な害悪発生の蓋然性が客観的に認められず、非公開の要件を満たさな

い。 

  実施機関は、この要件に関し具体的理由を記載していない。 

 

１１ 実際、区分所有者たる法人は、自社ホームページで本件建替事業について広告を掲

載している。 

  また、本件建替事業に関して建替組合と契約した法人等も、ホームページや会社経歴

書等に記載するか、記載する予定である。 

  また、区分所有者たる法人や区分所有権以外の権利を有する法人に関しても、マン建

法で権利変換の登記をすることが規定されており、広く知られる状態にあり、公開して

も正当な利益を害するものではない。 

  情報公開法による開示対象となる行政文書では、意思形成過程情報は非開示とする場

合があるが、建替組合の議案書等は行政機関の意思形成過程情報ではなく、また意思決

定された後の情報であり、非公開とすべき理由はない。 

  したがって、単に法人に関する情報であり、具体的な個別事情も考慮せず、機械的に

「競争上の地位、その他正当な利益を害する」として非公開とするのは違法である。 

 

１２ そもそも実施機関は、専らマン建法に基づき実施機関に提出された書類を対象とす

ることについて、事前に審査請求人と十分協議を経た上で本件請求を受け付けたと主張

しているが、その協議とは半時間にも満たない電話でのやり取り以外になく、審査請求

人としては、本件請求の範囲を提出書類に限った覚えはない。 

  実際に公開された文書の中には、実施機関に提出された文書以外に、審査手続に関す
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る文書も含まれており、この点は実施機関の主張と相違している。 

 

１３ 審査請求人が本件請求により請求したのは、本件建替事業に関し、マン建法に基づ

く実施機関の許認可等に関連する一切の資料、すなわち、実施機関がマン建法の実施に

際し、実施部署や関連する部署の職員が職務上作成し、又は取得し、保有している情報

であって、職務上の権限や責任に基づき行われた指示や命令、通知、報告、照会回答及

び外部との折衝や交渉の記録である。そして、その外部とは、建替組合（その代理人等

を含む。）及び〇〇をいうものであり、これらの情報について、改めて公開するよう求

める。また、マン建法を管轄する国土交通省との法定受託事務に係る文書等も本件請求

の対象と解する。 

  なお、審査請求人の目的は、〇〇と、本件建替事業及びマン建法に基づく実施機関の

指導監督責任と処分とについて、審査請求人はもとより、広く市民や全国の関係者にそ

の是非を判断してもらうことである。 

  したがって、本件請求の対象は、専ら実施機関に提出された書類に限定されるもので

はない。 

  対象となる情報をいかなる選定基準を適用して当該情報の公開を行ったか、情報公開

請求者において、その記載自体から了知し得る程度に実施機関は説明しなければならな

い。 

 

１４ 審査請求人はこれまで、マンション建替事業に関係した経験がなく、枚方市の情報

公開に関与したこともない。したがって、本件建替事業に係る情報にどのようなものが

あり、どの部署が保有しているかもわからない。そのような状況で、該当する情報が分

厚いファイル７冊以上に及ぶといわれても、どの情報を必要とするか的確に答えようが

ない。 

  大量の情報が存在するならば、まず目録等を作成し、情報公開請求者に提供するなど

して、初めて条例３条に規定する「市民の知る権利が十分に保障される」のである。 

  本件処分のような選定基準で対象となる情報が選択されるのであれば、市民の知る権

利が十分に保障されているとはいえず、情報を選択する基準の設定方法自体に瑕疵があ

り、実施機関の責務を全うしたとはいえない。 

 

１５ さらに、建替組合の役員らが枚方市副市長と面談した議事録が一切公開されておら

ず、請求対象にもなっていない。 

  実施機関は、審査請求人との事前協議の際に、面会議事録に類する書類を保有してい

ないことを伝達したと主張している。 

  しかし、部分公開の席で受けた口頭の説明では、面会議事録は担当部署である景観住

宅整備課と別の部署の管轄であるとの説明であり、事前の説明と異なっている。 

  そもそも副市長が建替組合役員らと面会するに当たり、その議事録等の重要な書類を
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保有していないとは考えられない。 

  保有していない旨主張するのであれば、このような重要な事項は、口頭ではなく事前

に正式に文書として説明すべきである。 

  また、公務員が職務として行った行為に関する情報は、枚方市の「公」に関する情報

であり、個人情報であっても「公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分」に相

当し、公開しなければならない。 

  情報公開の目的は、市政に関する情報を広く市民に公開することにあり、市政に関す

る情報の大部分は、特別職を含む公務員の職務の遂行に関する情報である。 

  このような重要な情報を保存していないことは、情報公開の趣旨に反し、職務に関す

る情報を隠匿する極めて重大な過失である。 

  実際、審査請求人らが、〇〇、担当職員と面会協議した際、職員は議事を記録してお

り、部署全体として情報を共有する意図であったと思われる。ましてや幹部職員が建替

組合役員らと面会した際の議事録等を保有しないことなどあり得ない。 

  実施機関は、どのような基準で特別職を含む職員の面会議事録等を記録保有するの

か、その基準を明らかにすべきである。 

 

１６ 実施機関におかれては、情報公開の趣旨に則り、本件処分が適法かつ適正であった

か、自ら確認検証していただき、市政に関する市民の知る権利を保障し、市民の理解と

信頼を深めるようお願いする。 

 

 

第五 実施機関の主張要旨 

実施機関の保有情報部分公開決定通知書、弁明書並びに当審査会における説明及び質疑

応答の内容を総合すると、実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 施行マンションの住民のほか、建替組合に関わる弁護士、審査委員及び事業に係る法

人に所属する個人の氏名（これを類推し得る情報を含む。）、住所、部屋番号、個人の印

影等は、個人の情報であって、特定の個人を識別できるものであるため、公開すること

ができない。 

 

２ 法人代表者印の印影は、法人に関する情報であって、公にすることにより、不正利用

のおそれがあり、当該法人の正当な利益を害すると認められるものであるため、公開す

ることができない。 

 

３ 建替組合総会の議案書及び議事録等は、建替組合内部の意思決定等に関する情報で

あって、公にすることにより、当該法人の権利、その他正当な利益を害すると認められ

るものであるため、公開することができない。 
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４ 施行マンションの区分所有者である法人の名称が記載された、議案に対する賛否の分

かる情報は、当該法人の意思決定等に関する情報であって、公にすることにより、当該

法人の権利、その他正当な利益を害すると認められるものであるため、公開することが

できない。 

 

５ 施行マンションについて区分所有権以外の権利を有する法人の名称が記載された権利

変換計画の同意書のうち、住戸番号、氏名、住所は、当該法人の意思決定に関する情報

であって、公にすることにより、当該法人の権利その他正当な利益を害すると認められ

るものであるため、公開することができない。 

 

６ なお、本件請求に関しては、専らマン建法に基づいて市に提出された書類を対象とす

るものであることについて、審査請求人と事前に十分な協議を経た上でこれを受け付け

たものであり、副市長との面会議事録に類する書類を保有していないことについても、

その際に伝達している。 

 

７ 以上のことから、実施機関は本件処分を行った。 

 

 

第六 審査会の判断理由 

当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する｡ 

 

１ 本件処分は、条例５条１号に規定する個人情報と、同条３号に規定する法人等に関す

る情報の２つを非公開とする保有情報部分公開決定である。 

 

２ 本件処分についての審査請求人の主張は、非公開とされた情報を公開すべきという部

分と、そもそも本件請求の対象文書の特定が不十分であるという部分の、大きく２つに

分けることができる。 

 

３ このうち、前者の内容は、おおむね次のようにまとめることができる。 

 ⑴ 個人情報については、条例５条１号のイからハまでの例外的公開事由に言及しつつ、

建替組合に関わる弁護士と審査委員の氏名等を特に摘出して、それらの者が高い社会

性と公益性を有していることと、法人等を代表する地位又はこれに準ずる地位にある

ことを理由として、これを公開すべきとしている。 

 ⑵ 法人等に関する情報については、類例の少ない本件建替事業に関する情報を他のマ

ンション建替事例の関係者等の参考に供することの公益性は非公開とすることにより

保護される法人等の権利利益に優ること、公開することにより法人等の具体的な権利
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利益が害されることの蓋然性が客観的に認められないこと、非公開とされている情報

の中にはインターネット等で既に公にされているものがあることの、大きく３つを理

由として、これを公開すべきとしている。 

 

４ 以下では、まず３の主張について検討した上で、本件請求における対象文書の特定の

是非について検討する。 

 

５ なお、本件文書は、全部で４件の文書から成り、それぞれ、建替組合の設立認可、事

業計画の変更認可、権利変換計画の認可、権利変換計画の変更認可の４つの手続に係る

ものである。 

  各文書は、さらに多くの書類から成るが、おおまかには、事業計画又は権利変換計画

の計画本体と、各手続に係る管理組合や建替組合における決議集会の議案書、議事録、

採決結果一覧等の総会関係書類の２つ部分から成っている。 

 

６ 個人情報について 

 ⑴ 本件文書には、区分所有者のほか、建替組合や管理組合と契約を締結した事業者の

担当者や、建替組合の顧問弁護士や審査委員等の個人情報が記録されていて、審査請

求人は、このうちの建替組合の顧問弁護士と審査委員の氏名等を公開すべきと主張し

ているので、この点について検討する。 

 ⑵ まず、実施機関は、顧問弁護士と審査委員の氏名等は個人情報に該当するとしてい

るが、これらの者は、事業を営む個人として建替組合と契約を締結等する者なので、

その氏名等は本来、個人情報ではなく、事業を営む個人の当該事業に関する情報と解

すべきものである。 

   そうであれば、次に問題となるのは、これらの情報が、条例５条３号に規定する情

報に該当するかどうかであるが、顧問弁護士と審査委員の氏名等は、これを公開する

ことにより、それらの者が建替組合等と取引関係にある事実が明らかとなる情報であ

る。 

   顧問弁護士や審査委員の取引先は公にされておらず、そのようにする法令の規定や

慣行も存在しないので、本件文書におけるそれらの者の氏名等は、公開することによ

り、それらの者の取引上の秘密に関する情報が明らかになるものと認められる。 

   よって、顧問弁護士と審査委員の氏名等は、結果的に、公開すべきとはいえない。 

 ⑶ なお、審査請求人は具体的に主張していないが、区分所有者の氏名や住所等は登記

事項であり、その限りで本件文書における個人たる区分所有者の情報は、条例５条１

号ただし書イに規定する情報に該当するので、以下において、非公開とされた個人た

る区分所有者の情報の中に、公開すべきものが含まれるかどうかについて検討する。 

 ⑷ 本件文書を見分したところ、区分所有者の情報の多くは、管理組合や建替組合の総

会の議案書や議事録のほか、後述する各種決議における賛否一覧、区分所有者各人か
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ら徴した回答書や同意書、権利変換計画書中の権利者一覧表等の書類に記録されてい

る。 

   これらの書類には、個人たる区分所有者の情報のうち、氏名、住所、家屋番号、床

面積、階数、持分割合等の登記事項が記録されている。 

 ⑸ しかし、これらの書類における区分所有者の情報は、別表１に掲げるものを除き、

建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）６２条の規定による建替

決議に加えて、マン建法９条４項の規定による建替組合の設立同意、同法２７条２号

の規定による事業計画変更決議、同条７号の規定による権利変換計画の決定及び変更

の決議並びに同法１３６条２項の審査委員の選任の決議に対する区分所有者各人の賛

否の別に応じて区分して記録されている。このため、個人たる区分所有者の情報は、

仮に登記事項に限定したとしても、これを公開すれば、区分所有者各人の各種決議に

おける賛否という、条例５条１号イに規定する情報以外の情報が明らかとなるため、

公開すべきとはいえない。 

   ただし、別表１に掲げる個人情報については、同表に掲げる理由に照らせば、同号

イに規定する情報に該当するものであるため、公開すべきである。 

 ⑹ 非公開とされたその他の個人情報については、条例５条１号ただし書のいずれにも

該当しないので、これを公開すべきとはいえない。 

 

７ 法人等に関する情報について 

 ⑴ 次に、条例５条３号に規定する法人等に関する情報について検討する。 

   本件書類を見分すると、本件処分において非公開とされた法人等に関する情報は、

法人印の印影のほか、その内容に応じて、本件建替事業に関して建替組合がコンサル

タント契約を締結した事業者（以下「コンサル事業者」という。）が作成した資料の

内容、管理組合や建替組合の総会の議案書や議事録の内容、第六６⑷で列挙した書類

に記録された法人たる区分所有者の名称等の、大きく３つに分けることができる。 

   審査請求人は、これらの情報を、第六３⑵に列挙する理由によって公開すべきと主

張しているので、その当否について以下検討する。 

 ⑵ まず、建替組合の総会添付資料と権利返還計画を主な内容とするコンサル事業者の

作成資料については、事業費の見通しや建物設計図面、権利価額の算定手法等の具体

的内容が記録されているものであり、コンサル事業者がそのノウハウを駆使して作成

したものであることが認められ、その内容を公にされれば当該コンサル事業者の競争

上の地位が脅かされるおそれがあると認められる。 

   よって、コンサル事業者の作成資料は、これを公開すべきとはいえない。 

 ⑶ 次に、管理組合や建替組合の総会の議案書や議事録の内容は、それらの法人におけ

る意思形成過程情報であると認められ、高い透明性を確保すべき行政機関の意思形成

過程情報と異なり、法人の内部管理情報として、意思決定後であっても、通常公にさ

れることのない情報である。 
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   審査請求人は、これらの情報を公開すべき理由として、マンション建替事業等の関

係者の参考に供することの公益性を挙げているが、マンション建替事業は、あくまで

民間事業者を実施主体とするものであり、行政機関を実施主体とする事業と同等の公

益性があるとは認められない。 

   よって、総会の議案書や議事録の内容は、別表２に掲げるものを除き、これを公開

すべきとはいえない。 

   ただし、別表２に掲げる情報については、同表に掲げる理由に照らせば、既に公に

されているものとして、公開すべきである。 

 ⑷ 最後に、決議等に対する賛否一覧や権利変換計画書中の権利者一覧等に記載された

法人たる区分所有者の名称等の情報であるが、区分所有者は、管理組合や建替組合の

構成員であり、その内部で開催された会議において表明した賛否の別は、前述の総会

議案書や議事録の内容同様、法人の内部管理情報として、通常公にされることのない

情報である。 

   確かに、審査請求人も主張するように、これらの賛否の別は、最終的には、再建マ

ンションの区分所有者として登記されることによって、少なくともその一部が明らか

になるものであるが、当該登記はまだ行われておらず、また、登記の内容とその全て

が必ず一致するものでもないので、賛否の別は、公にされ、又は公にされることが予

定されている情報とはいえない。 

   よって、賛否一覧等に記載された法人たる区分所有者の名称等の情報は、これを公

開すべきとはいえない。 

 ⑸ 加えて、審査請求人は、法人たる区分所有者や、建替組合等と契約を締結した事業

者等の名称で、インターネット等で公表されているもの（以下「公表済名称」とい

う。）を公開すべきと主張しているが、本件文書を見分すると、公表済名称のうち、

⑵から⑷までにおいて公開すべきとはいえないとした情報に含まれているもの以外は

公開されており、公表済名称自体が非公開とされているわけではないことが認められ

る。 

   よって、公表済名称のうち、公開されなかったものは、別表２に掲げるものを除き、

これを公開すべきとはいえない。 

 

８ 以上からすると、本件処分において非公開とされた情報については、別表に記載する

ものを除き、これを公開すべきとはいえない。 

  なお、本件処分において公開とされた情報の中には、情報公開条例の趣旨に鑑みれば、

必ずしも公開すべきといえないとも思われるものが散見された。当審査会としては、今

後の実施機関による公開判断が、適切に行われることを希望する。 

 

９ 本件請求における対象文書の特定について 

  本件請求における対象文書の特定について、実施機関は、事前に審査請求人と十分な
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協議を行い、専らマン建法の規定に基づき実施機関に提出された文書を対象とすること

について了解を得るとともに、副市長と建替組合役員との面談記録は保有していない旨

を伝達したと主張しているが、審査請求人は、そのような認識はないと主張している。 

  本件請求に係る保有情報公開請求書の記載と、実施機関の認識とを考慮すると、本件

請求の対象文書の範囲が本件文書に止まったこと自体を不合理とすることは難しいが、

少なくとも本件文書を公開した席で、本件文書以外の協議録等について審査請求人から

言及があったのであれば、その場で別途保有情報公開請求を案内する等の手立ては講じ

得たはずで、この点については、条例３条の規定に照らして、当審査会として遺憾とす

るところである。実施機関においては、この点に関し、今後の裁決等の際に、何らかの

善処をされるよう希望する。 

 

１０ 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

第七 審査会の処理経過 

年 月 日 処    理    内    容 

令和元年（２０１９年） 

５月２１日 

諮問書の収受、事務局からの事案説明、審査請求人からの

口頭意見陳述、審査請求人から実施機関への質疑応答、当

審査会から審査請求人への質疑応答、実施機関からの説

明、当審査会から実施機関への質疑応答、審査 

令和元年（２０１９年） 

７月１８日 
審査 

令和元年（２０１９年） 

８月２２日 
審査 

令和元年（２０１９年） 

９月１１日 
答申 

 

 

別表１ 

情報の項目 公開すべき理由 

施行マンション建替え決議集会第２号議案 区分所

有者別賛否一覧表中の部屋番号、区分所有者 

登記事項であり、かつ、議案に対

する賛否の別が類推されるおそれ

のない情報であるため。 

〇〇マンション建替組合員名簿（平成２９年５月２

７日現在）中の凡例 

個人情報に該当しないため。 
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別表２ 

情報の項目 公開すべき理由 

建替え決議集会（臨時総会）招集通知書兼議案書の

６⑵中の法人の名称 

インターネットで公表されている

ため。 
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情 個 審 答 申 第 ５ ９ 号 

令和２年（２０２０年）２月３日 

 

 枚方市長  伏 見  隆  様 

 

                      枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

                           会 長  佐 伯  彰 洋  

 

 

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

 令和元年（２０１９年）７月１２日付け総コ推第２３３号により諮問のあった保有情報

部分公開決定（平成３０年１０月１７日付け財資第２６３号）及び保有情報公開請求の却

下決定（同日付け財資第２６３号）に対する審査請求について、次のとおり答申します。 
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第一 審査会の結論 

 枚方市長（事務所管は財務部税務室資産税課。以下「実施機関」という。）は、処分ア

（後述第二２参照）を取り消すべきである。実施機関のその余の決定は、妥当である。 

 

 

第二 本件審査請求の経過 

 

１ 保有情報公開請求 

  平成３０年（２０１８年）１０月３日、審査請求人は、枚方市情報公開条例（平成２

９年枚方市条例第４０号。以下「条例」という。）４条１項の規定に基づき、実施機関

に対し、「枚方市〇〇に係る土地分筆申告書及び第二種地成申告書並びにこれらに添付

の測量図（印影は除く）」の公開の請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

  平成３０年（２０１８年）１０月１７日、実施機関は、本件請求に対応する保有情報

が記録されている公文書として、「①土地分筆申告書（昭和〇〇年〇〇月〇〇日 第〇

〇号）②土地分筆申告書（昭和〇〇年〇〇月〇〇日 第〇〇号）③土地分筆申告書（昭

和〇〇年〇〇月〇〇日 第〇〇号）④土地分筆申告書（昭和〇〇年〇〇月〇〇日 第〇

〇号）⑤第二種地成申告書（昭和〇〇年〇〇月〇〇日 第〇〇号）」の５件の公文書

（以下「本件文書」と総称する。）を特定の上、本件文書に記録されている保有情報に

ついて、次のア及びイに掲げる区分に応じ、それぞれに掲げる決定を行うとともに、条

例１０条３項及び４項の規定に基づき、同日付けで、その旨を審査請求人に通知した。 

  ア ①から④までの公文書それぞれの添付図面に記録されている保有情報 条例２１

条２項の規定に基づき、保有情報公開請求（当該保有情報に係る部分に限る。）を

却下する決定（以下「処分ア」という。） 

  イ アに掲げる保有情報以外のもの 条例５条３号の規定に基づき、法人印及び法人

代表者印の印影を非公開とする保有情報部分公開決定（以下「処分イ」という。） 

 

３ 審査請求 

  平成３１年（２０１９年）２月２０日、審査請求人は、処分ア及び処分イ（以下「本

件処分」という。）を不服として、行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）２条の

規定に基づく審査請求を提起した。 

 

 

第三 審査請求の趣旨 

 本件処分を取り消し、本件文書を公開する決定を求める。 
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第四 審査請求人の主張要旨 

 審査請求書並びに当審査会における口頭意見陳述及び質疑応答の内容を総合すると、審

査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 土地分筆申告書とこれに添付されている地積測量図等は合体されたものである。これ

らは一連でひとつながりのものであり、その上１冊に綴られているものである。今まで

でも分筆申告書とその地積測量図等は一連のものとされてきている。 

 

２ 土地分筆申告書とその地積測量図等の一連のものを別個に分離すると、その意味が不

明確になり、判明しづらい。 

 

３ 今までに土地分筆申告書とその地積測量図等は分離など全くされずにきているもの

を、むりやり不明確にするために分離を強要することに不服がある。 

 

４ 法人印及び法人代表者印の印影も、消されて渡されてきている。 

 

５ 本件処分は、不正、違法、無効、瑕疵ある決定であり、取消無効のものである。 

 

 

第五 実施機関の主張要旨 

 実施機関の却下決定通知書及び保有情報部分公開決定通知書、弁明書並びに当審査会に

おける説明及び質疑応答の内容を総合すると、実施機関の主張は、おおむね次のとおりで

ある。 

 

１ 処分アについて 

  地積測量図は、土地分筆申告書に添付されているものであるが、本市では、枚方市手

数料条例（昭和１３年枚方市条例第２号）２条１号の規定に基づき、手数料を徴して市

民の閲覧に供しているので、本件請求に応じて土地分筆申告書と一体で公開すると、同

条例の潜脱を許すこととなる。 

  このため、土地分筆申告書に添付された地積測量図については、条例２１条１項の規

定により、処分アを行った。 

 

２ 処分イについて 

  法人印及び法人代表者印の印影は、法人に関する情報であって、公開することによ

り、当該法人の競争上の地位、その他正当な利益を害すると認められるものであり、条

例５条３号に規定する情報に該当するものであるため、処分イを行った。 
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３ 適用法令の条項記載及び条文引用の誤り 

  なお、却下決定通知書及び弁明書において、処分アの根拠法令の条項として、本来、

条例２１条１項と記載すべきところ、誤って同条２項と記載してしまった。 

  また、却下決定通知書においては、処分アの根拠法令の条文として、誤って同項のも

のを引用してしまった。 

 

 

第六 審査会の判断理由 

 当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する｡ 

 

１ 本件処分は、条例２１条の規定により本件請求の一部を却下した処分アと、条例５条

３号の規定により本件文書に係る申告を行った法人の法人印及び法人代表者印の印影を

非公開とした処分イからなるものである。 

 

２ 条例２１条は、その１項及び２項のそれぞれで規定されている保有情報について、保

有情報公開請求に関する条例の規定を適用しないことを定める規定である。 

  同条１項で規定されているのは、法令や他の条例の規定により閲覧等の手続が定めら

れている保有情報であり、２項で規定されているのは、実施機関が市民の利用に供する

目的で管理している保有情報である。 

 

３ その上で、処分アの理由は、却下決定通知書において、次のように記載されている。 

  「３ 決定の理由 

     土地分筆申告書に添付の図面については、本市資産税課において、市民からの

求めに応じ、その全部若しくは一部の写しを交付し、又は閲覧に供しているため、

枚方市情報公開条例第２１条第２項の規定により、同条例が適用されないため。 

 

    ※枚方市情報公開条例第２１条第２項 

     枚方市情報公開条例は、実施機関において、市民の利用に供することをその利

用の目的とする保有情報であるため。」 

  また、弁明書中の処分アに係る部分には「…地積測量図は土地分筆申告書に添付され

ているものであるが、条例第２１条第２項の規定により、同条例が適用されない。…」

と記載されている。 

 

４ しかし、第五３の実施機関の説明によると、処分アの根拠規定は、本来、条例２１条

２項ではなく、同条１項とすべきものとのことで、却下決定通知書及び弁明書の記載は、

誤りとのことである。 
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５ 行政手続法（平成５年法律第８８号）８条１項は、「行政庁は、申請により求められ

た許認可等を拒否する処分をする場合は、申請者に対し、同時に、当該処分の理由を示

さなければならない。」と規定し、同条２項は「前項本文に規定する処分を書面でする

ときは、同項の理由は、書面により示さなければならない。」と規定しているところ、

これは、行政庁の判断の慎重と公正妥当を担保してその恣意を抑制するとともに、理由

を申請者に知らせることによって、その審査請求に便宜を与える趣旨に出たものという

べきであり、このような理由付記制度の趣旨にかんがみれば、付記すべき理由としては、

いかなる事実関係に基づきいかなる法規を適用して処分がされたかを、申請者において

その記載自体から了知し得るものでなければならない（最判昭和６０年１月２２日民集

３９巻１号１頁）ものと解されている。 

 

６ 同条と同文同旨の規定である枚方市行政手続条例（平成９年枚方市条例第１０号）８

条は、処分アに適用されるものである。 

  実施機関によれば、却下決定通知書及び弁明書には、処分アの根拠法令として、誤っ

た条項や条文が記載されているとのことである。 

  このことに加え、両書面には、文章が正確でなく、意味が不明確な部分がある。した

がって、却下決定通知書や弁明書の記載は、いかなる法規を適用して処分がされたかを

請求者に了知させ得るものとは到底いえないので、処分アは、同条に適合しない処分で

あるといわざるを得ない。 

 

７ よって、処分アは、その余の事情を考慮するまでもなく、取り消されるべきものであ

る。 

 

８ 次に、処分イについて、実施機関では、法人印及び法人代表者印の印影は、条例５条

３号の法人等に関する情報に該当するものとして、一律に非公開としているとのことで

ある。 

 

９ 法人印や法人代表者印が、通常、当該法人が作成した真正な文書であることを示す目

的で使用されるものであることと、少なくとも本件文書中の印影については、その内容

が公にされているわけではないことを考慮すれば、これを公開することにより、偽造や

悪用をされるなど、当該法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれが

あることを否定することはできない。 

 

１０ よって、本件文書中の印影については、条例５条３号に規定する情報に該当すると

認められ、公開すべきものとはいえない。 

 

１１ 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 
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第七 審査会の処理経過 

年 月 日 処    理    内    容 

令和元年（２０１９年） 

７月１２日 
諮問書の収受 

令和元年（２０１９年） 

１２月９日 

事務局からの事案説明、審査請求人からの口頭意見陳述、

審査請求人から実施機関への質疑応答、当審査会から審査

請求人への質疑応答、実施機関からの説明、当審査会から

実施機関への質疑応答、審査 

令和２年（２０２０年） 

１月２７日 
審査 

令和２年（２０２０年） 

２月３日 
答申 
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情 個 審 答 申 第 ６ ０ 号 

令和２年（２０２０年）２月３日 

 

 枚方市長  伏 見  隆  様 

 

                      枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

                           会 長  佐 伯  彰 洋  

 

 

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

 令和元年（２０１９年）９月９日付け総コ推第３３５号により諮問のあった保有情報不

存在決定（平成３１年（２０１９年）４月４日付け土管第８３２－２号）に対する審査請

求について、次のとおり答申します。 
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第一 審査会の結論 

 枚方市長（事務所管は土木部道路河川管理課。以下「実施機関」という。）の決定は、

妥当である。 

 

 

第二 本件審査請求の経過 

 

１ 保有情報公開請求 

  平成３１年（２０１９年）３月２５日、審査請求人は、枚方市情報公開条例（平成２

９年枚方市条例第４０号。以下「公開条例」という。）４条１項の規定に基づき、実

施機関に対し、「①別紙Ａを発するまでの起案書、会議録、決裁書の開示を求めます。

（以下「本件請求情報①」という。）②別紙Ａの１の手続きの流れについて 手続の流

れにも書いてある道路法第３２条第５項の協議書を占用申請者（担当者）に所轄の警察

署に運搬させている条例、規則、規程、決裁文書（以下条例等という）の開示を求めま

す。（以下「本件請求情報②」という。）③別紙Ａの２の書類の提出方法について 道路

許可申請書の３部提出は、枚方市道路占用規則第２条に明記されているが、提出方法で

は３通共朱肉で押印とあるが、３通共朱肉でなければならない条例等の開示を求めます。

（以下「本件請求情報③」という。）④別紙Ｂの道路占用許可申請書について 申請者

の下の欄に（担当者）とあるが、担当者とは誰をさすのか、わかる条例等の開示を求め

ます。（以下「本件請求情報④」という。）」の公開の請求（以下「本件請求」という。）

を行った。 

  なお、別紙Ａとは、道路占用許可を受けようとする者に対し、その手続を説明するた

めに実施機関が交付している「道路占用の許可申請について」と題する書面をいうもの

で、その内容は別添１のとおりである。 

  また、別紙Ｂとは、道路占用許可を申請する際に実施機関に提出する書式である「道

路占用（許可申請・協議）書」をいうもので、その内容は別添２のとおりである。 

 

２ 実施機関の決定 

  平成３１年（２０１９年）４月４日、実施機関は、本件請求に対し、以下の理由に基

づき保有情報不存在とする決定（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通

知した。 

  （保有情報不存在の理由） 

   本件請求情報①については、起案書、決裁書は保存年限が経過したため廃棄し、会

議録は作成していないため。 

   本件請求情報②、本件請求情報③及び本件請求情報④については、条例等がないた

め。 
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３ 審査請求 

  令和元年（２０１９年）７月１日、審査請求人は、本件処分を不服とし、行政不服審

査法（平成２６年法律第６８号）２条の規定に基づく審査請求を提起した。 

 

 

第三 審査請求の趣旨 

 本件処分を取り消し、本件請求に対応する保有情報の公開を求める。 

 

 

第四 審査請求人の主張要旨 

 審査請求書、弁明書に対する反論書並びに当審査会における口頭意見陳述及び質疑応答

の内容を総合すると、審査請求人の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 実施機関が行う業務については、法、条例、規則、規程、決裁書等に基づくことが行

政としては当然であり、それを不存在とは信じがたい。開示すれば、不都合が生じるの

で故意に隠蔽、毀棄していると思えてならない。 

 

２ 行政が現在も運用している書類について、作成時期が不明で確認できないとは、行政

としてあるまじき行為であり、それが日常行われているとは信じがたい。道路占用許可

申請者に対して、分かりやすく理解してもらうためとあるが、実施機関の行為は、枚方

市文書取扱規程（平成３１年枚方市訓令第５号）に基づきなされていると信じているの

で、決裁書等の開示を求める。 

 

３ 道路法３２条５項の協議書は、道路管理者である実施機関が当該地域を管轄する警察

署に提出しなければならない書類である。実施機関は強制力はないというが、現在強制

しているのではないか、だから行政として何らかの決裁書等が存在すると思う。 

 

４ 現在行政が電子申請化を進めている時代に、３部共朱肉でなければならないことを望

んでいること自体が時代錯誤である。そもそも申請書は一部提出でよいのであり、あと

は実施機関が内部処理のために必要な部数であり、何ら申請者が提出すべきものではな

いものを、３部共朱肉を強制しているのは、決裁書等に基づいてなされているはずであ

る。 

 

５ 道路占用許可申請書について、４で述べたように、朱肉３部の提出を担当者と協議し

ないで申請者に直接求めている事実があるから、担当者とは誰を指すのかの決裁書等が

あると考えるのが当然である。 
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第五 実施機関の主張要旨 

 実施機関の保有情報不存在決定通知書、弁明書並びに当審査会における説明及び質疑応

答の内容を総合すると、実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 別紙Ａについては、道路占用許可を受けようとする申請者に対して、書類の流れや申

請方法についてわかりやすく理解してもらうために、以前より実施機関が作成し、更

新、運用している書類である。起案書、会議録及び決裁書については、枚方市文書取扱

規程に基づき定めた保存年限を経過し、廃棄したため、保有していない。 

 

２ 道路法３２条５項の協議書を占用申請者が所轄警察に運搬することを定めた条例等は

存在しない。１に記載のとおり、別紙Ａはあくまで道路占用許可申請者にわかりやすく

理解してもらうための資料であるため、強制力はない。 

  道路上で工事を行うには道路法及び道路交通法に基づき、道路管理者が許可をする道

路占用許可と交通管理者が許可をする道路使用許可の両方が必要であり、そのため、本

市では、申請者が警察へ道路使用許可申請書と共に協議書を提出することとしている。 

 

３ ３部とも朱肉でなければならないことを定めた条例等は存在しない。１に記載のとお

り、別紙Ａはあくまで道路占用許可申請者にわかりやすく理解してもらうための資料で

あるため、強制力はない。運用上３部押印としているのは、全ての書類が申請者本人か

ら提出されているものだと確実に証明できる書類の方が望ましいからである。 

 

４ 担当者とは誰を指すのか明記されている条例等は存在しない。道路占用許可申請書の

様式に関しては、国土交通省より通達があり、道路占用許可申請書の内容について国土

交通省の様式に準じて作成している。この統一様式の中に、「（担当者）」と記載されて

いるため、本市占用許可申請書にも記載している。 

 

 

第六 審査会の判断理由 

 当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する。 

 

１ 本件審査請求は、別紙Ａの作成に係る決裁文書等と、別紙Ａ及び別紙Ｂの一部の内容

に係る根拠条例等の不存在決定について提起されたものである。 

 

２ 実施機関によると、別紙Ａの作成に係る決裁文書については、枚方市文書取扱規程に

基づき、保存年限を１年と設定した上で既に当該年限に従って廃棄し、会議録について

は、そもそも作成されなかったとみられるとのことである。 
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３ この点、手続説明用の配布資料という別紙Ａの性格やその内容、別紙Ａが平成１０年

頃から使用されているという事情から判断する限り、特段不合理なものとは認められな

い。 

 

４ また、実施機関によると、別紙Ａの内容のうち、道路使用許可協議書の警察署への運

搬を道路占用許可申請者が担うとする部分と、３通の道路占用許可申請書の全てに申請

者が朱肉で押印するとする部分については、手続の効率と確実性を確保する目的で実施

機関において考案したものであり、別紙Ｂ中の担当者という用語の意義については、別

紙Ｂが国からの通達に準拠して定められたものであるため、これらの内容や用語の意義

を根拠付ける条例等は存在しないとのことである。 

 

５ この点についても、協議書の運搬や申請書への押印の求めは、条例等の根拠によるこ

となく考案されたものであり、かつ、強制力があるものでもないとのことなので、条例

等の根拠があるべきものともいえず、国通達に準拠して定めた別紙Ｂ中の用語の意義に

しても同様のことがいえるので、不合理なものとは認められない。 

 

６ 以上のように、本件請求に対応する文書は存在しないとする実施機関の説明に不合理

な点はなく、他に対象となる文書の存在を推認させる事情も認めることができない。 

 

７ 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 

 

 

第七 審査会の処理経過 

年 月 日 処    理    内    容 

令和元年（２０１９年）

９月９日 
諮問書の収受 

令和元年（２０１９年） 

１０月２１日 

事務局からの事案説明、審査請求人からの口頭意見陳

述、審査請求人から実施機関への質疑応答、当審査会か

ら審査請求人への質疑応答、実施機関からの説明、当審

査会から実施機関への質疑応答、審査 

令和２年（２０２０年） 

１月２７日 
審査 

令和２年（２０２０年） 

２月３日 
答申 
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情 個 審 答 申 第 ６ １ 号 

令和２年（２０２０年）３月１９日 

 

 枚方市長  伏 見  隆  様 

 

                      枚方市情報公開・個人情報保護審査会 

                           会 長  佐 伯  彰 洋  

 

 

 

審査請求に対する裁決について（答申） 

 

 令和元年（２０１９年）１１月１５日付け総コ推第３０４－７号により諮問のあった保

有情報部分公開決定（令和元年（２０１９年）５月７日付け駅活第４１号）に対する審査

請求について、次のとおり答申します。 
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第一 審査会の結論 

 枚方市長（事務所管は市駅周辺等活性化推進部。以下「実施機関」という。）の決定

は、結論において妥当である。 

 

 

第二 本件審査請求の経過 

 

１ 保有情報公開請求 

  平成３１年（２０１９年）３月１９日、審査請求人は、枚方市情報公開条例（平成２

９年枚方市条例第４０号。以下「条例」という。）４条１項の規定に基づき、実施機

関に対し、「①市駅東地区再整備検討協議会 ②Ｈ３０年１２月市駅周辺地区再開発準

備組合の設立会議 ③平成３０年２月の地元説明会（新町）の会議録と一切の配布資

料」の公開の請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

  令和元年（２０１９年）５月７日、実施機関は、本件請求のうち、①及び②の部分に

対し、「①第１回～第７回枚方市駅東地区再整備検討協議会要点録 ②第１回～第５回

枚方市駅東地区再整備検討協議会配布資料 ③枚方市駅周辺地区市街地再開発準備組合

設立総会議事録 ④枚方市駅周辺地区市街地再開発準備組合設立総会配布資料」の４件

の文書（以下「本件文書」という。）を特定の上、以下の理由に基づき、その一部の公

開をする決定（以下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。 

  （保有情報部分公開の理由） 

   ＜本件文書のうち、①＞ 

   ・条例５条１号に該当 

    個人の氏名、役職は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することが

できるものであるため。 

   ＜本件文書のうち、①及び②＞ 

   ・条例５条３号に該当 

    発言した法人の名称と各社の検討内容は、公にすることにより、当該法人の権

利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものであるため。 

   ・条例５条４号に該当 

    事業についての検討内容を記した配布資料は、本市の要請を受けて、公にしない

との条件で任意に提出されたものであって、法人における通例として公にしないと

の条件を付することが合理的であると認められるものであるため。 

   ・条例５条６号に該当 

    事業についての検討内容は、公にすることにより、率直な意見の交換及び意思決

定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせると認められるも

95



 
 

 

のであるため。 

   ＜本件文書のうち、③＞ 

   ・条例５条３号に該当 

    準備組合の組合員及びオブザーバーの名称（本市及び大阪府住宅供給公社の名称

（これらを類推し得るものを含む。）を除く。）並びに議事及び挨拶の内容は、法人

に関する情報であって、公にすることにより、当該法人の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害すると認められるものであるため。 

   ＜本件文書のうち、④＞ 

   ・条例５条３号に該当 

    事業についての準備組合の検討内容は、公にすることにより、当該法人の権利、

競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるものであるため。 

   ・条例５条４号に該当 

    事業についての準備組合の検討内容を記した配布資料は、本市の要請を受けて、

公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、法人における通例として公

にしないとの条件を付することが合理的であると認められるものであるため。 

   ・条例５条６号に該当 

    事業についての検討内容は、公にすることにより、率直な意見の交換及び意思決

定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に混乱を生じさせると認められるも

のであるため。 

  なお、本件請求のうち、③の部分に対しては、別途保有情報部分公開決定が行われて

いる。 

 

３ 審査請求 

  令和元年（２０１９年）６月２８日、審査請求人は、本件処分を不服とし、行政不服

審査法（平成２６年法律第６８号）２条の規定に基づく審査請求を提起した。 

 

 

第三 審査請求の趣旨 

 本件処分を取り消し、本件請求に対応する保有情報の公開を求める。 

 

 

第四 審査請求人の主張要旨 

 審査請求書、弁明書に対する反論書、再弁明書に対する再反論書並びに当審査会におけ

る口頭意見陳述及び質疑応答の内容を総合すると、審査請求人の主張は、おおむね次のと

おりである。 

 

１ 条例１条は、「市の保有する情報を公開することにより、市政に関する市民の知る権
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利を保障し、市政に対する市民の理解と信頼を深め、市民の市政参加を促進し」とう

たっている。 

  この条の趣旨について、市が作成した情報公開条例の改正に関する研修資料では、各

条項の解釈、運用は、常に本条に照らして行わなければならない、とされている。 

  また、この条の解説として、同資料では、「情報公開制度は『情報は行政と市民の共

有財産』との基本姿勢に立つものであるから、保有情報は公開することを原則とするも

のである」「情報の公開は、市民が行政の在り方を考え、市政に参加するための基礎的

な条件である」「市民と行政の間の情報の流れを幅広く豊かなものにし、市民の必要と

する情報を市民の求めに応じて、あるいは市自ら積極的に提供することが、市政全般に

対する市民の理解と信頼を深めることになる」とされている。 

  実施機関は、事業者の個別事業についての検討の内容は、公益性や現時点での公表の

状況を考慮してもなお非公開とすべきと主張するが、この条の規定からすると、市民の

知る権利を保障することこそが、市政運営が円滑に進むことを保障するというべきであ

る。 

 

２ なお、この「研修資料」は、市民に明らかにされていないものである。審査請求人が

研修資料の提供を受けたのは２０１９年８月１５日であり、「条例の手引き」はまだ完

成していない。研修資料の条例５条の解説には、条例１条に反する様々な問題点がある

ことを指摘しておく。 

 

３ 現在検討が進められている、「市駅周辺整備・新庁舎整備計画（素案）」の一部である

第３街区の事業は、京阪グループが社を挙げて進めようとしている事業である。 

  全体の事業費は１４００億円（うち、市税の投入は２１６億円）という莫大なもので

あり、このうち第３街区部分には、７５億円の市税を投入するとしている。 

  市の将来を決する重大な事業であり、市駅周辺の在り方は、枚方市駅周辺地区市街地

再開発準備組合（以下「準備組合」という。）に参加している地権者だけのものではな

く、市民のものでもある。 

  公益性の観点から、公平、透明性のある事業を進めるべきであるし、また、税金の有

効で公平な使われ方という視点からも、事業に関する情報は公開されるべきである。 

 

４ 加えて、市街地再開発事業には、容積率の大幅な緩和や、多額の公金の投入が伴う。

再開発事業に関する情報は、市民、周辺住民、自治体の命運を変える社会的な情報であ

り、企業のプライベートな情報ではない。社会的な情報はつまびらかにして、それほど

の「開発」が必要なのか、「公共の福祉」に資するものなのかどうかについて周辺住民

や地権者が判断できるよう、市が保有している情報は、公開されなければならない。 

 

５ 今回の計画で区画道路が敷設されることになっている天の川沿いは、浸水が予測され

97



 
 

 

る地域とされている。また、第３街区については、高層の商業施設やマンションの建設

が内容に盛り込まれている。 

  市民には、区画道路の敷設予定地に危険な場所が含まれていることや、高層建築物が

できることによって一帯の車の往来が激しくなり、渋滞や騒音の問題が生じるおそれが

あることについて、きちんと話し合われているかどうか知る権利がある。 

 

６ 第３街区の事業については、２０１９年７月３１日の枚方市都市計画審議会、同年８

月５日の大阪府都市計画審議会で決定され、都市計画決定への意思形成は終了してい

る。 

  実施機関は、都市計画審議会の議を経たとはいえ、まだ途上にあると弁明するが、何

が途上にあるのか明らかにすべきであるし、都市計画審議会の決定はひとつの区切りで

あり、意思形成過程は終わっていると解すべきである 

  また、国土交通省が作成した都市計画運用指針によると、都市計画は、都市の将来像

を実現するためのものであるが、その決定に住民の理解が得られ、その内容がルールと

して受け入れられるためには、住民が、都市の将来像が望ましいものであること、その

実現のために総合的、一体的に都市計画を進める必要があること、具体の都市計画の目

的、内容等が適切であることについて理解することが必要であり、そのためには、都市

計画における情報開示を促進し、住民が都市の将来像と具体の都市計画を常に確認、理

解する機会を得ることを可能とすることが必要とされている。 

 

７ 京阪ホールディングスは、２０１８年３月には、経営統括室幹部がインタビューに応

じるという形で、インターネット上で事業の説明、宣伝を行っている。また、２０１５

年１月には経営計画を発表し、市駅周辺事業に力を入れることを公表し、宣伝してい

る。 

  実施機関は、非公開としたのは、これらの宣伝活動によってもまだ公にされていない

情報であると、あいまいで抽象的な表現で主張しているが、どのような情報なのか項目

だけでも公開しないと市民は納得できず、企業の利益擁護のために情報を非公開にして

いるとしか思えない。 

 

８ 実施機関は、情報を公開することにより、競合他社に類似事業を展開され、検討され

ていた個別事業が施行できなくなり、あるいは円滑に施行できなくなると抽象的に主張

するが、市駅周辺には第３街区のようなまとまった土地は存在しない。 

  また、令和元年９月定例月議会において「東部大阪都市計画枚方市駅周辺地区地区計

画の区域内における建築物の制限に関する条例」が制定され、この条例で定められてい

る様々な基準、禁止事項は、今後、第３街区以外の市駅周辺整備のひとつの目安になる

ため、競合他社の類似事業の展開は考えにくい。 
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９ 実施機関は、内容の非公開を条件に提供を受けたからと主張するが、このようなこと

を許せば、準備組合の構成事業者に関する全ての情報は非公開になる。市は、事業者優

先で、市民に公開しないで密室で事業推進を狙っているとしか考えられない。 

 

１０ 枚方市駅東地区再整備検討協議会（以下「協議会」という。）は、市が主導して活

動しているものである。その活動に関する情報は、条例１条の目的に沿って公開すべき

である。 

  まして、市が大きく関わっている準備組合の設立総会（以下単に「設立総会」とい

う。）について、その議案名までを非公開にするとは、条例の目的を逸脱するものであ

る。 

 

１１ 情報を非公開にすることは、準備組合が市民に隠れて好き勝手な再開発事業をする

ことを市が許し、市自身がそれを追認することになる。 

  その結果、被害を受けるのは市民である。 

 

１２ このほかにも、市駅周辺再開発事業は、市民にとって重大な影響を受ける問題をは

らんでいる。 

  新聞報道によると、神戸市では、大都市で林立する高層タワーマンションを巡る問題

点を整理の上、その立地の一部規制に踏み込む条例を制定した。 

  高層タワーマンションの林立によって、短期間に人口が増加し、小学校や子育て施設

の不足が各地で生じている。また、大規模災害時にエレベーターが停止したり、水道、

電気、ガスの供給がストップしたりした場合、被災した多数の居住者への対応に問題が

生じるおそれがあると指摘している。 

  市駅周辺でも、第３街区に１００メートル程度の高層ビルが検討されているといわれ

ているがはっきりとは公表されていない。駅前の第４街区には、２００メートルの超高

層マンションや１００メートルの高層マンションが計画されているが、詳細はわからな

い。 

  これらは、事業者だけの問題ではなく、市民の生活の問題でもあり、条例５条１号ロ

にいう「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると

認められる情報」とも思われる。 

 

１３ 実施機関には、市民の立場に立って市街地再開発事業を推進することを強く求める

とともに、市民の立場に立った「市街地再開発事業に関する情報公開を行う条例」の制

定を行うよう提言する。 
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第五 実施機関の主張要旨 

 実施機関の保有情報部分公開決定通知書、弁明書、再弁明書並びに当審査会における説

明及び質疑応答の内容を総合すると、実施機関の主張は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 協議会の要点録（以下単に「要点録」という。）及び設立総会の議事録（以下単に

「議事録」という。）における法人からの出席者の氏名、役職は、個人に関する情報で

あって、特定の個人を識別することができるものであるため、条例５条１号に該当する

ものとして非公開とした。 

 

２ 要点録において、施設の計画検討（第５、６、７回）、法人の経営検討（第６、７

回）に関する情報は、法人等の保有する資産活用上の情報であり、かつ、経営方針等の

事業活動を行う上で内部管理に属する情報であって、公にすることにより市場評価への

影響や事業機会の逸失及び契約者に不安感を与えるといった事態が発生するなど、事業

活動が損なわれるおそれがあることから、条例５条３号に該当するものとして非公開と

した。 

 

３ 各法人から提出された配布資料については、土地利用計画や建物利用計画など、それ

ぞれの法人にとって独自の検討情報が含まれており、公にしないことを条件に任意で提

出されたものであって、公開することにより、市場評価への影響、事業機会の逸失及び

契約者に不安感を与えるといった事態が発生するなど、法人の事業活動が損なわれると

認められることから、条例５条４号に該当するものとして非公開とした。 

 

４ 協議会は、枚方市駅周辺再整備ビジョンに即した土地利用計画や整備手法等につい

て、率直な意見交換による協議、検討を行うことを目的としており、当該情報を公開す

ることにより、今後、率直な意見交換ができなくなるなど、市の進めるまちづくりが停

滞するおそれがあるため、条例５条６号に該当するものとして非公開とした。 

 

５ 準備組合は、事業化を図るため権利を有する法人及び事業を営む個人により構成され

ており、そこでの協議、検討は販売上、事業収益性等の事業化に当たっての情報であ

り、公にすることにより市場評価への影響や事業機会の逸失、契約者に不安感を与える

といった事態が発生するなど、当該事業活動が損なわれると認められることから、条例

５条３号に該当するものとして非公開とした。 

 

６ 準備組合に関する情報は、事業の認可を目指した諸検討を含む意思形成過程での情報

であり、公にしないとの条件で任意に提出されたものであって、公開することにより、

市場評価への影響や事業機会の逸失、契約者に不安感を与えるといった事態が発生する

など、法人等の事業活動が損なわれると認められることから、条例５条４号に該当する
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ものとして非公開とした。 

 

７ 準備組合は、枚方市駅周辺再整備ビジョンに即したまちづくりのため、率直な意見交

換による事業の実現化に向けた協議、検討をしており、当該情報を公開することによ

り、今後、率直な意見交換ができなくなるなど、市の進めるまちづくりが停滞するおそ

れがあることから、条例５条６号に該当するものとして非公開とした。 

 

８ 審査請求人も主張するとおり、市街地再開発事業は、多額の公金が投入されるととも

に、その施行に当たって様々な特例が適用されるものであり、対象事業区域の地権者だ

けのものではなく、幅広い市民の関心を集める公益性のある事業である。また、京阪

ホールディングスは、インタビュー等において、一定の情報を公開している。 

 

９ しかし、協議会や準備組合において現に検討され、今後、それらの団体の構成員であ

る民間事業者が主体となって施行される事業に関する、まだ公になっていない情報を公

開すると、事業対象区域の近隣で競合他社に類似事業を展開されることによって、検討

されていた個別事業を施行できなくなり、ひいては市街地再開発事業自体を円滑に施行

することができなくなる等の事態が生じるおそれがある。 

 

１０ このため、本件処分においては、構成事業者の名称等を含む個別事業についての検

討の内容は、市街地再開発事業の公益性や事業者による公表の状況を考慮してもなお、

条例５条３号の規定により非公開とすべきと判断したものである。 

 

１１ また、構成事業者から事業についての検討に必要な情報の提供を受けるに当たっ

て、その内容を非公開とすることを条件としたことも、前述の他社との競合性等を考慮

すれば合理的なものであると認められるので、条例５条４号の規定により非公開とした

ものである。 

 

１２ 加えて、事業についての検討は、都市計画審議会の議を経たとはいえ、まだ途上に

あり、現時点での内容は未成熟であることから、これを公開すると、市民の間に無用な

混乱を招き、契約者にも不安感を与えるなど、事業活動が損なわれ、ひいては構成事業

者間で率直な意見交換ができなくなるなど、市の進めるまちづくりが停滞する可能性が

あることから条例５条６号の規定により非公開としたものである。 

 

 

第六 審査会の判断理由 

 当審査会は、本件処分の是非について、実施機関及び審査請求人の主張を具体的に検討

した結果、以下のように判断する。 
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１ 本件文書は、第１回から第７回までの協議会と設立総会の、８つの会議の議事録と配

付資料から成るものである。 

 

２ 協議会は、枚方市駅東地区における再整備に関して協議、検討を行うため、当該地区

の地権者を構成員として、市の呼びかけにより設立された会議体である。 

  準備組合は、都市再開発法（昭和４４年法律第３８号）の規定による正式な市街地再

開発組合の設立準備を行う地権者等が組織した、任意団体である。 

 

３ 本件処分における非公開情報は、条例５条１号の個人情報、同条３号の法人等に関す

る情報、同条４号の任意提供情報及び同条６号の審議、検討等情報であるが、審査に当

たり、実施機関に対し、非公開部分を適用条項ごとに区分して説明するよう求めたとこ

ろ、その回答が不明確であったため、全ての非公開部分を適用条項ごとに再度精査する

よう求めた。 

  そうしたところ、おおむね次のような回答を得られたので、以下では、この内容を基

に検討を進める。 

 ⑴ 条例５条１号に該当するもの 

  ・ 要点録及び議事録並びに設立総会の配布資料に記録されている、民間事業者の担

当者氏名と役職名 

 ⑵ 条例５条３号に該当するもの 

  ・ 第１回及び第４回を除く協議会の要点録中の発言の一部 

 ⑶ 条例５条４号に該当するもの 

  ・ 要点録及び議事録中の発言者の名称と、これを類推し得る発言 

  ・ 議事録中の民間事業者である出席者の名称 

  ・ 設立総会の配布資料 

 ⑷ 条例５条６号に該当するもの 

  ・ 第２回協議会に係る要点録中の発言の一部 

 

４ 条例５条１号該当情報について 

  審査会において本件文書を見分したところ、条例５条１号の個人情報として非公開と

されているのは、要点録及び議事録並びに設立総会の配布資料に記録されている、民間

事業者の担当者氏名と役職名であることが認められた。 

  これらの情報は、個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるも

のであり、条例５条１号に該当する情報と認められるので、公開すべき情報であるとは

いえない。 

 

 

102



 
 

 

５ 条例５条３号該当情報について 

 ⑴ 次に、条例５条３号の法人等に関する情報として非公開とされているのは、第１回

及び第４回を除く協議会の要点録中の発言の一部である。 

   これらの発言を個別に見分したところ、その内容は、本件市街地再開発事業につい

ての構成員の意向や判断、あるいはその理由に当たるものであることが認められた。 

 ⑵ 審査請求人が主張し、実施機関も認めるとおり、本件市街地再開発は、幅広い市民

の関心を集める、公益性のある事業であるが、仮に本件市街地再開発が事業化された

場合、その施行には、民間事業者を含む協議会の構成員が当たることになる。 

 ⑶ 対象事業区域の地権者に民間事業者が含まれる場合、当該民間事業者は、その事業

化に当たっては、近隣住民、他の地権者、取引先、競合他社、投資家等、様々な関係

者の利害への影響を、慎重に見極めながら取組みを進める必要に迫られる。 

 ⑷ このような事業の性質を考慮すれば、本件市街地再開発事業についての構成員の意

向や判断、あるいはその理由に当たる内容は、これを公開することにより、関係者の

利害に予期しない影響を与え、このことによって事業化への取組みが円滑に進まなく

なるおそれがあるものと認められる。 

   よって、要点録中の本件市街地再開発事業についての構成員の意向や判断、あるい

はその理由に当たる内容は、公にすることにより、法人等の権利、競争上の地位その

他正当な利益を害すると認められるものであり、条例５条３号に該当するものである

ため、公開すべきものとはいえない。 

 

６ 条例５条４号該当情報について 

 ⑴ 次に、条例５条４号の任意提供情報として非公開とされた情報については、大きく

次の４つに分類することができる。 

   ア 要点録中の発言者の名称と、その内容から発言者を類推できる発言 

   イ 協議会の配付資料のうち、構成員から提供を受けたもの 

   ウ 議事録の議事要旨中の議案番号と枚方市挨拶以外の内容 

   エ 設立総会の配布資料 

  これらの情報の非公開理由について、実施機関は次のように説明している。 

  ① 要点録や構成員提供資料は、その会則で会議の非公開が定められているので、全

体として、公にしないとの条件で任意に提供された情報に当たるものであるが、本

件処分に当たっては、協議会が、市の主導で組織されたものであることを踏まえ、

ア及びイ並びに条例５条１号、３号及び６号に該当する情報を除き、公開すること

とした。 

  ② 会議録や設立総会の配布資料は、公にしないと取り決めた上で提供を受けたもの

であり、要点録や構成員提供資料と同じく、全体として、公にしないとの条件で任

意に提供された情報に当たり、かつ、準備組合については、地権者の発意によって

任意に組織された団体であることから、ウ及びエを除く情報に限り、公開すること
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とした。 

 ⑵ 民間事業者が参画して施行される市街地再開発事業の性質については５⑶に述べた

とおりであり、そうであれば、少なくとも市街地再開発組合が発足していない段階に

おいて、構成員が、協議会や準備組合における協議や検討の内容が公にされないよう

望み、かつ、市に情報を提供するに当たって、これを公にしないよう条件を付するこ

とは、合理的であるといえる。 

   よって、６⑴のアからエまでの情報は、法人等に関する情報のうち、実施機関の要

請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、当該条件を付す

ることが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもので

あるため、条例５条４号の情報に該当し、したがって公開すべきものとはいえない。 

 

７ 条例５条６号該当情報について 

 ⑴ 最後に、条例５条６号の審議等に関する情報とされたのは、第２回協議会の要点録

中の発言の一部で、実施機関は、この部分を公にすると、率直な意見の交換が妨げら

れあるいは今後の意思決定の中立性が損なわれ、ひいては市が目指すまちづくりの推

進が困難になると主張している。 

   審査会で該当する発言を個別に見分したところ、その内容は、構成員が、再開発後

のまちのイメージについて具体的に言及し、あるいは市の提示した資料の内容につい

て率直な意見を述べたものであることが認められた。 

 ⑵ 協議会は、構成員が第三者との利害関係を離れて率直な意見を交換することができ

るようにするため、その会議を非公開とする旨を定める会則の下に実施機関が組織し

たものであり、このような協議会の性質や、５⑶の性質を踏まえるならば、該当する

発言は、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に

損なわれると認められるものであるため、条例５条６号に該当し、したがって公開す

べきものとはいえない。 

 

８ 以上のように、本件処分により非公開とされた情報の中に、公開すべきといえるもの

は含まれていないと認められる。 

  しかし、本件処分については、３の回答において、保有情報部分公開決定通知書にお

いて適用するとされた条項が特段の説明もなく除かれていたり、あるいは同通知書にお

いて、個人情報として条例５条１号を当然に適用すべき箇所が脱落していたりと、非公

開条項の選択と適用が不正確といわざるをえない部分があった。 

  実施機関においては、今後、非公開条項の選択と適用を、より適正に行うよう要望す

る。 

 

９ 以上のことから、当審査会は、「第一 審査会の結論」のとおり答申する。 
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第七 審査会の処理経過 

年 月 日 処    理    内    容 

令和元年（２０１９年）

１１月１５日 
諮問書の収受 

令和元年（２０１９年）

１１月１８日 

事務局からの事案説明、審査請求人からの口頭意見陳

述、審査請求人から実施機関への質疑応答、当審査会か

ら審査請求人への質疑応答、実施機関からの説明、当審

査会から実施機関への質疑応答、審査 

令和２年（２０２０年） 

２月２０日 
審査 

令和２年（２０２０年） 

３月１９日 
審査、答申 
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員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文

書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
の
職
員
が

組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
官
報
、
白
書
、
新
聞
、
雑
誌
、

書
籍
そ
の
他
不
特
定
多
数
の
者
に
販
売
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
発
行
さ
れ
る
も
の
（
第

19
条
第
１
項
に

お
い
て
「
官
報
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
「
公
文
書
」
と
い
う
。
）
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ

れ
て
い
る
情
報
を
い
う
。

 

（
実
施
機
関
の
責
務
）

 

第
３
条
 
実
施
機
関
は
、
市
政
に
関
す
る
市
民
の
知
る
権
利
が
十
分
に
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
条
例
を

解
釈
し
、
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
が
正
当
な
理
由

な
く
公
開
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
最
大
限
の
配
慮
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
公
文
書
の
適
切
な
作
成
及
び
保
存
並
び
に
迅
速
な
検
索
に
資
す
る
た
め
の
管
理
体
制
の

整
備
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
２
章

 
保
有
情
報
の
公
開
 

（
公
開
請
求
権
等
）
 

第
４
条
 
次
に
掲
げ
る
も
の
（
以
下
「
公
開
請
求
権
者
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保
有
す
る
保
有
情
報
の
公
開
（
第
６
号
に
掲
げ
る
も
の
に

あ
っ
て
は
、
そ
の
も
の
が
有
す
る
利
害
関
係
に
係
る
保
有
情
報
の
公
開
に
限
る
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
１
）
 
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者

 

（
２
）
 
市
内
に
事
務
所
又
は
事
業
所
を
有
す
る
個
人
及
び
法
人
そ
の
他
の
団
体

 

（
３
）
 
市
内
の
事
務
所
又
は
事
業
所
に
勤
務
す
る
者

 

（
４
）
 
市
内
の
学
校
に
在
学
す
る
者

 

（
５
）
 
市
税
の
納
税
義
務
を
有
す
る
者

 

（
６
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
行
う
事
務
事
業
に
利
害
関
係
を
有
す
る
も
の

 

２
 
公
開
請
求
権
者
の
代
理
人
は
、
当
該
公
開
請
求
権
者
に
代
わ
っ
て
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
公

開
請
求
」
と
い
う
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
権
者
及
び
そ
の
代
理
人
以
外
の
も
の
か
ら
保
有
情
報
の
公
開
の
申
出
（
以
下

「
公
開
申
出
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
次
条
か
ら
第

12
条
ま
で
の
規
定
に
準
じ
て
保

有
情
報
の
公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
保
有
情
報
の
公
開
義
務
）

 

第
５
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
次
に
掲
げ
る
情
報

（
以
下
「
非
公
開
情
報
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ
か
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
公
開
請
求
を

し
た
も
の
（
以
下
「
公
開
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
当
該
保
有
情
報
を
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
１
）
 
個
人
に
関
す
る
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関

す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文

書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的
記
録
に
記
載
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ

れ
た
一
切
の
事
項
を
い
う
。
次
条
第
２
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
又
は
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
公
に
す
る

こ
と
に
よ
り
、
な
お
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情

報
を
除
く
。
 

イ
 
法
令
若
し
く
は
条
例
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
慣
行
と
し
て
公

に
さ
れ
、
又
は
公
に
さ
れ
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報

 

ロ
 
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
情
報
 

ハ
 
当
該
個
人
が
公
務
員
等
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

12
0号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
国
家
公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

11
年
法
律
第

10
3号

）
第
２
条
第
４
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の

保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
（
平
成

13
年
法
律
第

14
0号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
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独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
役
員
及
び
職
員
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法

律
第

26
1号

）
第
２
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
並
び
に
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法

人
法
（
平
成

15
年
法
律
第

11
8号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
の
役
員
及
び
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の

遂
行
に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
職
及
び
氏
名
並
び
に

当
該
職
務
遂
行
の
内
容
に
係
る
部
分

 

（
２
）
 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
公
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
情
報

 

（
３
）
 
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
又
は
事
業
を
営

む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
法
人
等
又
は
当
該

個
人
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
人

の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
情
報
を
除
く
。

 

（
４
）
 
個
人
又
は
法
人
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
実
施
機
関
の
要
請
を
受
け
て
、
公
に
し
な
い
と
の
条

件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
個
人
又
は
法
人
等
に
お
け
る
通
例
と
し
て
公
に
し
な
い

こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
条
件
を
付
す
る
こ
と
が
当
該
情
報
の
性
質
、
当
時
の
状
況

等
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た
だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財

産
を
保
護
す
る
た
め
、
公
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。

 

（
５
）
 
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の
執
行
そ
の
他

の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
情
報

 

（
６
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人

の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と

に
よ
り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
、
不
当
に
市
民

の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
、
若
し
く
は
不
利
益
を
及
ぼ
す

と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

（
７
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人

が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
公
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
支
障
を

及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正

な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

イ
 
監
査
、
検
査
、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事
務
に
関
し
、
正
確

な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
し
、
又
は
違
法
若
し
く
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の

発
見
を
困
難
に
す
る
こ
と
。

 

ロ
 
契
約
、
交
渉
又
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
実
施
機
関
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地

方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利
益
又
は
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に

害
す
る
こ
と
。

 

ハ
 
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ

と
。

 

ニ
 
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る

事
業
に
関
し
、
そ
の
企
業
経
営
上
の
正
当
な
利
益
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
。

 

（
部
分
公
開
）
 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、

非
公
開
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
容
易
に
区
分
し
て
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、

当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
に
つ
き
公
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
に

有
意
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
前
条
第
１
号
に
掲
げ
る
情
報
（
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他

の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
記
述
等
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
公
に
し

て
も
、
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部

分
は
、
同
号
に
掲
げ
る
情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

（
裁
量
的
公
開
）
 

第
７
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
非
公
開
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

公
益
上
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、
当
該
保
有
情
報
を
公
開
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

（
保
有
情
報
の
存
否
に
関
す
る
情
報
）

 

第
８
条
 
公
開
請
求
に
対
し
、
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る
だ
け

で
、
非
公
開
情
報
を
公
開
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
実
施
機
関
は
、
当
該
保
有
情
報
の
存
否
を
明
ら
か

に
し
な
い
で
、
当
該
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
公
開
請
求
の
手
続
）
 

第
９
条
 
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
氏
名
及
び
住
所
（
第
４
条
第
１
項
第
２
号
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た

る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

 

（
２
）
 
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
内
容
そ
の
他
当
該
保
有
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
公
開
請
求
権
者
の
代
理
人
は
、
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、

当
該
代
理
人
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
実
施
機
関
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
に
対
し
、
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
特
定

に
関
し
参
考
と
な
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
当
該
公
開
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
の
利
便
を
考
慮
し
た

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
に

不
備
が
あ
り
、
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や
か
に
、
公
開
請

求
者
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
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な
い
。
 

（
公
開
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）

 

第
10
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
公
開
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

15
日

以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
決
定
（
以
下
「
公
開
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
前
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日

数
は
、
当
該
期
間
に
算
入
し
な
い
。

 

（
１
）
 
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
全
部
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
２
）
 
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
一
部
の
公
開
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
３
）
 
当
該
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
全
部
の
公
開
を
し
な
い
旨
の
決
定

 

（
４
）
 
第
８
条
の
規
定
に
よ
る
公
開
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定

 

（
５
）
 
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
公
開
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
の
決

定
 

２
 
実
施
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
公
開
決
定
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
公
開
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て

45
日
を
限
度
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る

期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理

由
（
公
開
決
定
等
を
す
る
時
期
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
公
開
請
求
者
に
書

面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
公
開
決
定
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
公
開
請
求
者
に
書
面
に
よ
り

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
開
決
定
等
が
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
第
三
者
保
護
に
関
す
る
手
続
）

 

第
11
条
 
実
施
機
関
は
、
公
開
請
求
に
係
る
保
有
情
報
に
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
、
地
方

独
立
行
政
法
人
及
び
公
開
請
求
者
（
当
該
公
開
請
求
者
が
公
開
請
求
権
者
の
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
当
該
公
開
請
求
権
者
）
以
外
の
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

15
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と
い
う
。
）

に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
公
開
決
定
等
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が
あ
る
と
認

め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
公
開
請
求
に
対
す
る
前
条
第
１
項
第
１
号
又
は

第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）

 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
情
報
を
公
開
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、

当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
第
５
条
第
１
号
ロ
、
第
３
号
た
だ
し
書
又
は
第
４
号
た
だ
し
書
に
規

定
す
る
情
報
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
情
報
を
第
７
条
の
規
定
に
よ
り
公
開
し
よ
う
と

す
る
と
き
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の
公
開
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
決
定
の
日
と
公
開
を
行
う
日
と
の
間
に
少
な

く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
当
該
決
定
後
直
ち

に
、
当
該
意
見
書
（
第

15
条
第
３
項
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対

し
、
当
該
決
定
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
公
開
を
行
う
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
公
開
の
実
施
）
 

第
12
条
 
実
施
機
関
は
、
第

10
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
３

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
当
該
保
有
情
報
の
公
開
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
保
有
情
報
の
公
開
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に

よ
り
行
う
。
 

（
１
）
 
文
書
又
は
図
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
有
情
報

 
保
有
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文
書
又
は
図

画
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付

 

（
２
）
 
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
情
報

 
保
有
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁
的
記
録
の

種
別
、
情
報
化
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
公
文
書
を

汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
第
６
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
を
行
う
と
き

そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
り
保

有
情
報
の
公
開
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
手
数
料
等
）
 

第
13
条
 
保
有
情
報
の
公
開
に
係
る
手
数
料
は
、
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

 

（
１
）
 
公
開
請
求
 
無
料

 

（
２
）
 
公
開
申
出
 
１
件
に
つ
き

30
0円

 

２
 
公
開
請
求
者
又
は
公
開
申
出
を
行
っ
た
も
の
は
、
公
文
書
の
写
し
（
前
条
第
２
項
第
２
号
又
は
第
３
項

（
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
こ
れ
ら
の
規
定
に
準
ず
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り

公
開
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
に
よ
り
保
有

情
報
の
公
開
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
３
章
 
救
済
手
続

 

（
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
適
用
除
外
）

 

第
14
条
 
公
開
決
定
等
又
は
公
開
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

26
年

法
律
第

68
号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
９
条
第
１
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
本
文
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）
 

第
15
条
 
前
条
の
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
べ
き
行
政
庁
で
あ
る

実
施
機
関
は
、
当
該
審
査
請
求
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
枚
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方
市
附
属
機
関
条
例
（
平
成

24
年
枚
方
市
条
例
第

35
号
）
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・

個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
審
査
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
手
続
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
５
章
第
１
節
第
２
款
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か
、
審
査
会
が
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
提
出
資
料
の
閲
覧
等
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、

第
13
条
第
２
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）

 
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第

1
3条

第
４
項
に
規
定
す
る
参
加
人
を
い
う
。

第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

（
２
）
 
公
開
請
求
者
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
公
開
請
求
者

 

（
３
）
 
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
情
報
の
公
開
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た
第
三
者
が
第
１

号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三
者

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
審
査
会
の
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊

重
し
て
、
速
や
か
に
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

５
 
第

11
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
 

（
１
）
 
第

10
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
（
当
該
決
定
の
全
部
を
取
り
消
す
旨
の
裁
決
を
除
く
。
）

 

（
２
）
 
審
査
請
求
に
係
る
第

10
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
を
変
更
し
、
当
該

審
査
請
求
に
係
る
保
有
情
報
を
公
開
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
第
三
者
に
関

す
る
情
報
の
公
開
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

 

第
４
章

 
情
報
の
公
開
の
総
合
的
な
推
進
 

第
16
条
 
実
施
機
関
は
、
こ
の
条
例
に
定
め
る
保
有
情
報
の
公
開
の
ほ
か
、
情
報
提
供
施
策
及
び
情
報
公
表

施
策
の
拡
充
を
図
り
、
市
政
に
関
す
る
正
確
で
わ
か
り
や
す
い
情
報
を
市
民
が
迅
速
か
つ
容
易
に
得
ら
れ

る
よ
う
に
そ
の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
の
総
合
的
な
推
進
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
５
章

 
雑
則
 

（
市
長
の
調
整
）

 

第
17
条
 
市
長
は
、
市
長
以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
保
有
情
報
の
公
開
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助
言

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
出
資
法
人
へ
の
要
請
）

 

第
18
条
 
市
長
は
、
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
に
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
指
定
管
理
者
の
情
報
公
開
）

 

第
19
条
 
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
6年

枚
方
市

条
例
第

2
8号

）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）

は
、
こ
の
条
例
の
趣
旨
に
の
っ
と
り
、
市
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
業
務
に
関
し
、
そ
の
従

業
者
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
で
あ
っ
て
、
当
該
指
定
管
理
者

の
従
業
者
が
組
織
的
に
用
い
る
も
の
と
し
て
、
当
該
指
定
管
理
者
が
保
有
し
て
い
る
も
の
（
官
報
等
を
除

く
。
）
に
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
て
い
る
情
報
の
公
開
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
で
あ
っ
て
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
な
い
も
の
に
つ
い
て
公
開

の
求
め
が
あ
っ
た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
情
報
を
保
有
す
る
指
定
管
理
者
に

対
し
、
当
該
情
報
が
記
載
さ
れ
、
又
は
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記
録
を
実
施
機
関
に
提
出

す
る
よ
う
求
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
20
条
 
市
長
は
、
毎
年
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
）
 

第
21
条
 
第
２
章
の
規
定
は
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
縦
覧
又
は
謄
本
、
抄
本
若
し
く

は
写
し
の
交
付
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
２
章
の
規
定
は
、
実
施
機
関
に
お
い
て
、
市
民
の
利
用
に
供
す
る
こ

と
を
そ
の
利
用
の
目
的
と
す
る
保
有
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

（
検
索
資
料
の
作
成
等
）
 

第
22
条
 
実
施
機
関
は
、
保
有
情
報
の
公
開
に
必
要
な
検
索
資
料
を
作
成
し
、
一
般
の
利
用
に
供
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
委
任
）
 

第
23
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
２
章
の
規
定
は
、
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
保
有
情
報
の

う
ち
、
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
２
条
第
１
号
に
規
定
す
る
公
文
書
以
外
に
記
録
さ
れ
て
い
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

 

３
 
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
さ
れ
た
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請

求
及
び
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
申
出
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
公
開
請
求
及
び
公
開
申
出
と
み
な
す
。 

４
 
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
の
規
定
に

よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
中
こ
れ
ら
に
相
当

す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
例
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み

な
す
。
 

（
枚
方
市
議
会
議
員
に
対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
）

 

５
 
枚
方
市
議
会
議
員
に
対
す
る
政
務
活
動
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
3年

枚
方
市
条
例
第

1
2号

）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

〔
次
の
よ
う
略
〕

 

（
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）
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６
 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

〔
次
の
よ
う
略
〕
 

（
枚
方
市
保
健
所
運
営
協
議
会
条
例
等
の
一
部
改
正
）

 

７
 
次
に
掲
げ
る
条
例
の
規
定
中
「
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第

23
号
）
第
６
条
に
規
定
す
る
情
報
」
を
「
（
平

成
29
年
枚
方
市
条
例
第

40
号
）
第
５
条
に
規
定
す
る
非
公
開
情
報
」
に
改
め
る
。

 

（
１
）
 
枚
方
市
保
健
所
運
営
協
議
会
条
例
（
平
成

25
年
枚
方
市
条
例
第

39
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１
号
 

（
２
）
 
枚
方
市
社
会
福
祉
審
議
会
条
例
（
平
成

25
年
枚
方
市
条
例
第

41
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１
号

 

（
３
）
 
枚
方
市
上
下
水
道
局
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
方
式
に
よ
る
委
託
業
務
事
業
者
選
定
審
査
会
条
例
（
平
成

2
6年

枚
方
市
条
例
第

36
号
）
第
７
条
第
１
項
第
１
号

 

（
４
）
 
枚
方
市
ス
ポ
ー
ツ
推
進
審
議
会
条
例
（
平
成

28
年
枚
方
市
条
例
第
３
号
）
第
８
条
第
１
項
第
１

号
 

（
５
）
 
枚
方
市
上
下
水
道
事
業
経
営
審
議
会
条
例
（
平
成

28
年
枚
方
市
条
例
第
４
号
）
第
８
条
第
１
項

第
１
号

 

                        

 
 
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則

 
 
平

成
2

9
年

９
月

1
3
日

 

条
例

第
6

8
号

  

 枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
平
成

10
年
枚
方
市
規
則
第

53
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成

2
9年

枚
方
市
条
例
第

40
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い

う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
公
開
請
求
の
手
続
）
 

第
３
条
 
条
例
第
９
条
第
１
項
の
請
求
書
は
、
保
有
情
報
公
開
請
求
書
（
様
式
第
１
号
）
と
す
る
も
の
と
す

る
。
 

２
 
条
例
第
９
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
求
め
は
、
保
有
情
報
公
開
請
求
書
補
正
通
知
書
（
様
式
第

２
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
請
求
に
係
る
決
定
期
間
の
延
長
通
知
）

 

第
４
条
 
条
例
第

10
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
情
報
公
開
決
定
期
間
延
長
通
知
書
（
様
式
第

３
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
請
求
に
係
る
決
定
の
通
知
）

 

第
５
条
 
条
例
第

10
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
４
号
）
 

（
２
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
部
分
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
５

号
）
 

（
３
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
非
公
開
決
定
通
知
書
（
様
式
第
６
号
） 

（
４
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
存
否
応
答
拒
否
決
定
通
知
書
（
様
式

第
７
号
）
 

（
５
）
 
条
例
第

10
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書
（
様
式
第
８
号
） 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
機
会
の
付
与
）

 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第

11
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
に
対
し
て
意
見
書
の
提

出
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
者
情
報
公
開
請
求
通
知
書
（
様
式
第
９
号
）
に
よ
り
そ
の

旨
を
当
該
第
三
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
第
三
者
情
報
公
開
請
求
通
知
書
を
受
け
た
第
三
者
は
、
前
項
の
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
三
者
情
報
公
開
請
求
意
見
書
（
様
式
第

10
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
条
例
第

11
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
公
開
決
定
通
知
書
（
様

式
第

11
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
申
出
の
手
続
等
）
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第
７
条
 
公
開
申
出
は
、
保
有
情
報
公
開
申
出
書
（
様
式
第

12
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

２
 
公
開
申
出
に
対
す
る
回
答
の
内
容
は
、
保
有
情
報
公
開
申
出
回
答
書
（
様
式
第

13
号
）
に
よ
り
通
知
す

る
も
の
と
す
る
。

 

（
公
開
の
実
施
方
法
等
）

 

第
８
条
 
条
例
第

12
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
情
報
の
公
開
（
郵
便
に
よ
り
公
文
書
の
写

し
（
条
例
第

1
3条

第
２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
の
写
し
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
す
る
場
合
を
除

く
。
）
は
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
有
情
報
を
保
有
す
る
課
の
担
当

職
員
の
立
会
い
の
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

12
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
の
閲
覧

 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
閲
覧

 

３
 
条
例
第

12
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付

 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
交
付

 

４
 
条
例
第

12
条
第
２
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２

号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該

複
写
し
た
も
の
を
容
易
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。

 

（
１
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付

 

（
２
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

 

（
３
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
（
公
開
を
受
け
る
者
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴

 

５
 
実
施
機
関
は
、
第
２
項
第
１
号
又
は
前
項
第
３
号
の
方
法
に
よ
り
現
に
公
開
を
行
っ
て
い
る
公
文
書
又

は
同
号
の
専
用
機
器
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
公
開
を
中
断

し
、
又
は
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
公
開
申
出
に
係
る
手
数
料
の
納
付
期
限
）

 

第
９
条
 
条
例
第

13
条
第
１
項
第
２
号
に
規
定
す
る
手
数
料
は
、
条
例
第
４
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
準
ず

る
こ
と
と
さ
れ
る
条
例
第

10
条
第
１
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
交
付
部
数
及
び
費
用
負
担
）

 

第
1
0
条

 
公
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
公
開
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
交
付
す
る
公
文
書

の
写
し
の
部
数
は
、
１
部
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

1
3
条
第
２
項
の
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し
て
規
則
で
定
め
る
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

（
１
）
 
公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
 
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
文
書
の
写
し
の
区
分
ご
と

に
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額

 

（
２
）
 
公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用

 
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
定
め
た
郵
便
料
金
に
相
当
す

る
額
 

３
 
前
項
の
費
用
の
額
は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
出
資
法
人
）
 

第
11
条
 
条
例
第

18
条
の
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準

じ
る
も
の
の
２
分
の
１
以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
12
条

 
条
例
第

20
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、

一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
公
開
請
求
及
び
公
開
決
定
等
の
状
況

 

（
２
）
 
条
例
第

14
条
の
審
査
請
求
の
状
況

 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

 

（
補
則
）
 

第
13
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
経
過
措
置
）
 

２
 
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
改
正
後
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と

い
う
。
）
様
式
第
１
号
及
び
様
式
第

12
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
規
則
様
式
第
１
号
中
「

 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）

 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
あ
る
の
は
「
 

□
閲
覧
 
 
 
 
 
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
、
新
規
則
様
式
第

12
号
中
「

 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）

 

（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
あ
る
の
は
「
 

□
閲
覧
 
 
 
 
 
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
郵
送
希
望
）
 

」
と
す
る
。
 

３
 
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手

続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ

っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

 

別
表
（
第

10
条
関
係
）
 

項
 

交
付
す
る
写
し
の
区
分

 
費
用
の
額

 

１
 

用
紙
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
し

日
本
工
業
規
格

A列
０
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

50
円
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た
も
の

 
日
本
工
業
規
格

A列
１
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

30
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
２
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

20
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
３
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
５
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

２
 

光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の

 
光
デ
ィ
ス
ク
１
枚
に
つ
き

10
0円

 

備
考

 
用
紙
の
両
面
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
片
面
を
１
枚
と

し
て
費
用
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格

A列
４
番
及
び

B列
５
番

の
用
紙
の
両
面
又
は
片
面
２
枚
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当

該
両
面
又
は
当
該
片
面
２
枚
を
日
本
工
業
規
格

A列
３
番
又
は

B列
４
番
の
用
紙
１
枚
と
み
な
し

て
費
用
の
額
を
算
定
す
る
。
 

                        

 

 
 
 
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例

 
 

平
成

2
9
年

９
月

1
3
日

 

条
例

第
3

9
号

  

 枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成
９
年
枚
方
市
条
例
第

24
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

 

目
次
 

第
１
章
 
総
則
（
第
１
条
―
第
３
条
）

 

第
２
章
 
実
施
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い
（
第
４
条
―
第

10
条
）
 

第
３
章
 
個
人
情
報
の
適
正
管
理
（
第

11
条
―
第

13
条
）
 

第
４
章
 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
（
第

14
条
―
第

27
条
）
 

第
５
章
 
救
済
手
続
（
第

28
条
・
第

29
条
）
 

第
６
章
 
雑
則
（
第

30
条
―
第

35
条
）
 

第
７
章
 
罰
則
（
第

36
条
―
第

41
条
）
 

附
則
 第

１
章
 
総
則
 

（
目
的
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
本
市
に
お
け
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
、
並
び

に
保
有
個
人
情
報
の
開
示
、
訂
正
、
追
加
、
削
除
、
利
用
の
停
止
、
消
去
及
び
提
供
の
停
止
を
求
め
る
市

民
の
権
利
の
保
障
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
個
人
の
権
利
利
益
の
保
護
を
図
り
、
も

っ
て
市
民
の
基
本
的
人
権
の
擁
護
と
信
頼
さ
れ
る
市
政
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
 

（
定
義
）
 

第
２
条
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
実
施
機
関
」
と
は
、
市
長
、
教
育
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
公
平
委

員
会
、
監
査
委
員
、
農
業
委
員
会
、
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
、
上
下
水
道
事
業
管
理
者
、
病
院
事
業

管
理
者
及
び
議
会
の
議
長
を
い
う
。

 

２
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
情
報
」
と
は
、
個
人
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
も
の
を
い
う
。
 

（
１
）
 
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
（
文
書
、
図
画
若
し
く
は
電
磁
的

記
録
（
電
磁
的
方
式
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
方
式
を
い
う
。
次
項
第
２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
作
ら
れ
る
記
録
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
記
録
さ
れ
、
又
は
音
声
、
動
作
そ
の
他
の
方
法
を
用
い
て
表
さ
れ

た
一
切
の
事
項
（
個
人
識
別
符
号
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
特
定
の
個
人
を
識

別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他
の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
よ
り
特
定
の
個
人
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）

 

（
２
）
 
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の

 

３
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
識
別
符
号
」
と
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ

の
他
の
符
号
の
う
ち
、
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

 

（
１
）

 
特
定
の
個
人
の
身
体
の
一
部
の
特
徴
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、

番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
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（
２
）
 
個
人
に
提
供
さ
れ
る
役
務
の
利
用
若
し
く
は
個
人
に
販
売
さ
れ
る
商
品
の
購
入
に
関
し
割
り
当

て
ら
れ
、
又
は
個
人
に
発
行
さ
れ
る
カ
ー
ド
そ
の
他
の
書
類
に
記
載
さ
れ
、
若
し
く
は
電
磁
的
方
式

に
よ
り
記
録
さ
れ
た
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入

者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
ご
と
に
異
な
る
も
の
と
な
る
よ
う
に
割
り
当
て
ら
れ
、
又
は
記
載
さ
れ
、

若
し
く
は
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
特
定
の
利
用
者
若
し
く
は
購
入
者
又
は
発
行
を
受
け
る
者
を

識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

 

４
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め

の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

25
年
法
律
第

27
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第

８
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

 

５
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
要
配
慮
個
人
情
報
」
と
は
、
本
人
の
人
種
、
信
条
、
社
会
的
身
分
、
病
歴
、
犯

罪
の
経
歴
、
犯
罪
に
よ
り
害
を
被
っ
た
事
実
そ
の
他
本
人
に
対
す
る
不
当
な
差
別
、
偏
見
そ
の
他
の
不
利

益
が
生
じ
な
い
よ
う
に
そ
の
取
扱
い
に
特
に
配
慮
を
要
す
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
記
述
等
が
含

ま
れ
る
個
人
情
報
を
い
う
。

 

６
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
個
人
情
報
」
と
は
、
実
施
機
関
の
職
員
が
職
務
上
作
成
し
、
又
は
取
得
し

た
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
の
職
員
が
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
、
当
該
実
施
機
関

が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
公
文
書
（
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成

2
9年

枚
方
市
条
例

第
40
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限

る
。
 

７
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
特
定
個
人
情
報
に
該
当
す
る
保
有
個
人
情
報
を

い
う
。
 

８
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
」
と
は
、
保
有
個
人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ

て
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。

 

（
１
）
 
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
電
子
計
算
機
を
用
い
て
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
体
系
的
に

構
成
し
た
も
の

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
も
の

 

９
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
情
報
提
供
等
記
録
」
と
は
、
番
号
法
第

23
条
第
１
項
及
び
第
２
項
に
規
定
す
る

記
録
に
記
録
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

 

1
0 

こ
の
条
例
に
お
い
て
個
人
情
報
に
つ
い
て
「
本
人
」
と
は
、
個
人
情
報
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
特
定
の

個
人
を
い
う
。

 

1
1 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
受
託
業
務
」
と
は
、
実
施
機
関
か
ら
個
人
情
報
の
取
扱
い
を
伴
う
業
務
の
委
託

を
受
け
た
者
（
以
下
「
受
託
者
」
と
い
う
。
）
が
当
該
委
託
を
受
け
た
業
務
を
い
う
。

 

1
2 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
指
定
管
理
業
務
」
と
は
、
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の

手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

16
年
枚
方
市
条
例
第

28
号
）
第
５
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
受
け

た
者
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
が
市
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
業
務
を
い
う
。
 

（
適
用
上
の
注
意
）

 

第
３
条
 
こ
の
条
例
の
適
用
に
当
た
っ
て
は
、
事
業
者
及
び
市
民
の
権
利
と
自
由
を
不
当
に
侵
害
す
る
よ
う

な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

 

第
２
章
 
実
施
機
関
等
に
お
け
る
個
人
情
報
の
取
扱
い

 

（
個
人
情
報
の
保
有
の
制
限
等
）

 

第
４
条
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第

19
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を

保
管
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
を
保
有
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
又
は
条
例
（
以
下
「
法
令
等
」
と
い
う
。
）

の
定
め
る
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め
必
要
な
場
合
に
限
り
、
か
つ
、
そ
の
利
用
の
目
的
を
で
き
る
限
り

特
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
さ
れ
た
利
用
の
目
的
（
以
下
「
利
用
目
的
」
と
い
う
。
）
の

達
成
に
必
要
な
範
囲
を
超
え
て
、
個
人
情
報
を
保
有
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
利
用
目
的
及
び
取
得
項
目
の
明
示
）

 

第
５
条
 
実
施
機
関
は
、
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
（
未
成
年
者
又
は
成
年
被
後
見
人
の
法
定
代
理
人
に

限
る
。
以
下
こ
の
章
及
び
第
４
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
直
接
書
面
（
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
）
に
記

録
さ
れ
た
当
該
本
人
の
個
人
情
報
を
取
得
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
本

人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
対
し
、
そ
の
利
用
目
的
及
び
取
得
し
よ
う
と
す
る
項
目
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
取
得
項
目
」
と
い
う
。
）
を
明
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
緊
急
に
必
要
が
あ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
利
用
目
的
又
は
取
得
項
目
を
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
本
人
又

は
第
三
者
の
生
命
、
身
体
、
財
産
そ
の
他
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 

（
３
）
 
利
用
目
的
又
は
取
得
項
目
を
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
に
明
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
施
機

関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
（
独
立
行
政
法
人
等
の
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る

法
律
（
平
成

15
年
法
律
第

5
9
号
）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
等
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
（
地
方
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成

15
年
法

律
第

11
8号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定
す
る
地
方
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
行
う
事

務
又
は
事
業
の
適
正
な
遂
行
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

 

（
４
）
 
取
得
の
状
況
か
ら
み
て
利
用
目
的
又
は
取
得
項
目
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

（
正
確
性
の
確
保
及
び
安
全
確
保
の
措
置
）

 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
保
有
個
人
情
報
が
過
去
又
は
現
在
の
事

実
と
合
致
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
保
有
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
又
は
毀
損
の
防
止
そ
の
他
の
保
有
個
人
情
報
の
適
切

な
管
理
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
は
、
受
託
者
、
指
定
管
理
者
又
は
受
託
業
務
若
し
く
は
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は

一
部
の
委
託
を
受
け
た
者
が
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
を
行
う
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
従
事
者
の
義
務
）
 

第
７
条

 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
又
は
受
託
業

務
若
し
く
は
指
定
管
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
は
、
そ
の
業
務
に
関
し
て

知
り
得
た
個
人
情
報
の
内
容
を
み
だ
り
に
他
人
に
知
ら
せ
、
又
は
不
当
な
目
的
に
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 
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（
収
集
の
制
限
）

 

第
８
条
 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
を
収
集
す
る
と
き
は
、
適
正
か
つ
公
正
な
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第

19
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を
収
集

し
て
は
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
要
配
慮
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
を
除

く
。
）
を
収
集
し
、
又
は
個
人
情
報
（
特
定
個
人
情
報
並
び
に
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を

営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
個
人
情
報
を
除
く
。
）
を
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
以
外
の
も

の
か
ら
収
集
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
２
）
 
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。

 

（
３
）
 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。

 

（
４
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 

（
５
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
、
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
（
平
成

2
4年

枚
方
市

条
例
第

3
5
号
）
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
議
会
（
以
下
「
審

議
会
」
と
い
う
。
）
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
要
配
慮
個
人
情
報
を
収
集
し
、
又
は
個
人
情
報
を

本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
以
外
の
も
の
か
ら
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 

４
 
法
令
等
、
規
則
等
の
規
定
に
よ
り
実
施
機
関
に
対
し
て
申
請
、
届
出
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
行
為
が

あ
っ
た
と
き
は
、
前
項
第
２
号
に
該
当
す
る
場
合
と
み
な
す
。

 

（
利
用
の
制
限
）

 

第
９
条
 
実
施
機
関
は
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
て
は
な
ら
な
い
。 

２
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
保
有
特
定
個
人
情
報
に
あ
っ
て
は
第
１
号
に
、
保
有
特

定
個
人
情
報
以
外
の
保
有
個
人
情
報
に
あ
っ
て
は
第
２
号
か
ら
第
７
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

場
合
は
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
で
あ
る
も
の
を
除
く
。

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
自
ら
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用

目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
自
ら
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に

侵
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
に
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人
の
同
意
が

あ
り
、
又
は
本
人
の
同
意
を
得
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。
 

（
３
）
 
本
人
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
。

 

（
４
）
 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。

 

（
５
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 

（
６
）
 
正
当
な
事
務
若
し
く
は
事
業
の
遂
行
又
は
市
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
実

施
機
関
が
認
め
る
と
き
。

 

（
７
）
 
第
２
号
か
ら
前
号
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公

益
上
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
す
る
必
要
が
あ
る
と
実
施
機
関

が
認
め
る
と
き
。
 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
第
５
号
又
は
第
６
号
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
た
と
き
は
、

そ
の
旨
を
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
提
供
の
制
限
）
 

第
10
条
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第

19
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
特
定
個
人
情
報
を

提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
供
し
て
は
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
利
用
目
的
以
外

の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
人
又
は
第
三
者
の
権
利
利
益
を
不
当
に
侵
害
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
法
令
等
に
よ
り
当
該
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
が
義
務
付

け
ら
れ
て
い
る
と
き
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）
 
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理
人
の
同
意
が
あ
る
と
き
、
又
は
本
人
若
し
く
は
そ
の
法
定
代
理

人
に
提
供
す
る
と
き
。
 

（
３
）
 
出
版
、
報
道
等
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
が
公
に
さ
れ
て
い
る
と
き
。

 

（
４
）
 
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
の
保
護
の
た
め
、
緊
急
か
つ
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

 

（
５
）
 
正
当
な
事
務
若
し
く
は
事
業
の
遂
行
又
は
市
民
の
福
祉
の
向
上
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
実

施
機
関
が
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
他
の
実
施
機
関
に
提
供
す
る
と
き
。

 

（
６
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
利
用
目
的

以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
提
供
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
前
項
第
４
号
又
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
提
供
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
審
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
３
章
 
個
人
情
報
の
適
正
管
理

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
等
）

 

第
11
条
 
実
施
機
関
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
保
有
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
名
称

 

（
２
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
利
用
に
供
さ
れ
る
事
務
の
名
称

 

（
３
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
管
理
す
る
組
織
の
名
称

 

（
４
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
利
用
目
的

 

（
５
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
項
目
（
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
記
録
項
目
」
と
い
う
。
）
 

（
６
）
 
本
人
（
他
の
個
人
の
氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
ら
な
い
で
検
索
し
得
る
者
に
限

る
。
）
と
し
て
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
の
範
囲
（
次
項
第
２
号
に
お
い
て
「
記
録

範
囲
」
と
い
う
。
）
 

（
７
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
る
個
人
情
報
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
記
録
情
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報
」
と
い
う
。
）
の
収
集
方
法

 

（
８
）
 
記
録
情
報
に
要
配
慮
個
人
情
報
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

 

（
９
）
 
記
録
情
報
を
経
常
的
に
提
供
す
る
場
合
（
前
条
第
３
項
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
提
供
す
る
場
合

を
除
く
。
）
に
は
、
そ
の
提
供
先

 

（
10
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
が
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

 

（
11
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
 
実
施
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の

人
事
、
給
与
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の
（
実

施
機
関
が
行
う
職
員
の
採
用
試
験
に
関
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
含
む
。
）

 

（
２
）
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
記
録
情
報
の
全
部
又
は
一
部
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ

ル
で
あ
っ
て
、
そ
の
利
用
目
的
、
記
録
項
目
及
び
記
録
範
囲
が
当
該
届
出
に
係
る
こ
れ
ら
の
事
項
の

範
囲
内
の
も
の

 

（
３
）
 
１
年
以
内
に
消
去
す
る
こ
と
と
な
る
記
録
情
報
の
み
を
記
録
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 

（
４
）
 
資
料
そ
の
他
の
物
品
若
し
く
は
金
銭
の
送
付
又
は
業
務
上
必
要
な
連
絡
の
た
め
に
利
用
す
る
記

録
情
報
を
記
録
し
た
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
送
付
又
は
連
絡
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ

の
他
の
送
付
又
は
連
絡
に
必
要
な
事
項
の
み
を
記
録
す
る
も
の

 

３
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
保
有
を
や
め
、
又
は
同
項

各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
保
有
を
や
め
よ
う
と
す
る
旨
又
は

当
該
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
市
長
は
、
第
１
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
審
議
会

に
報
告
し
、
及
び
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
委
託
先
等
の
監
督
）

 

第
12
条
 
実
施
機
関
は
、
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
の
安
全
管
理

が
図
ら
れ
る
よ
う
、
受
託
者
又
は
指
定
管
理
者
に
対
す
る
必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

２
 
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
委
託
を
す
る
者
は
、
当
該
委
託
を
す
る
業
務

に
お
い
て
取
り
扱
わ
れ
る
個
人
情
報
の
安
全
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
当
該
委
託
を
受
け
た
者
に
対
す
る

必
要
か
つ
適
切
な
監
督
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
電
子
計
算
機
の
接
続
の
禁
止
）

 

第
13
条
 
実
施
機
関
は
、
法
令
等
に
定
め
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
実
施
機
関
の
使
用
す
る
電
子
計
算
機
（
保

有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
子
計
算
機
で
あ
っ
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
実
施
機
関
以
外
の
者

が
随
時
に
取
得
し
得
る
状
態
に
置
か
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
実
施
機
関
以
外
の
者
が
使
用
す
る
電
子
計

算
機
と
の
電
気
通
信
回
線
に
よ
る
接
続
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見

を
聴
い
て
、
公
益
上
当
該
接
続
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

第
４
章

 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
 

（
開
示
請
求
権
）

 

第
14
条
 
何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保
有
す

る
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特
定
個
人
情
報
に
係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
法
定
代
理
人

 

（
２
）
 
本
人
（
自
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

（
３
）
 
本
人
（
前
号
の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

３
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
実
施
機
関
の
保

有
す
る
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
者
が

相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族

 

（
３
）
 
本
人
の
相
続
人
 

（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
義
務
）

 

第
15
条
 
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
と
き
は
、

開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
次
に
掲
げ
る
情
報
（
以
下
「
非
開
示
情
報
」
と
い
う
。
）
の
い
ず
れ

か
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
を
除
き
、
当
該
開
示
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
開
示
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に

対
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
開
示
請
求
者
（
前
条
第
２
項
各
号
及
び
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
開
示
請
求
に
あ
っ
て

は
、
当
該
本
人
。
以
下
こ
の
項
、
次
条
第
２
項
及
び
第

25
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
生
命
、

健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
情
報
 

（
２
）
 
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
に
関
す
る
情
報
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個

人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
当
該
情
報
に
含
ま
れ
る
氏
名
、
生
年
月
日

そ
の
他
の
記
述
等
に
よ
り
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
他

の
情
報
と
照
合
す
る
こ
と
に
よ
り
、
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
）
若
し
く
は
個
人
識
別
符
号
が
含
ま
れ
る
も
の
又
は
開
示
請
求
者
以
外

の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
な
お
開
示
請
求
者
以

外
の
個
人
の
権
利
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
情
報
を
除
く
。

 

イ
 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
又
は
慣
行
と
し
て
開
示
請
求
者
が
知
る
こ
と
が
で
き
、
又
は
知
る
こ

と
が
予
定
さ
れ
て
い
る
情
報

 

ロ
 
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
認

め
ら
れ
る
情
報
 

ハ
 
当
該
個
人
が
公
務
員
等
（
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

12
0号

）
第
２
条
第
１
項
に
規
定

す
る
国
家
公
務
員
（
独
立
行
政
法
人
通
則
法
（
平
成

11
年
法
律
第

10
3号

）
第
２
条
第
４
項
に
規
定

す
る
行
政
執
行
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
除
く
。
）
、
独
立
行
政
法
人
等
の
役
員
及
び
職
員
、
地

方
公
務
員
法
（
昭
和

25
年
法
律
第

26
1号

）
第
２
条
に
規
定
す
る
地
方
公
務
員
並
び
に
地
方
独
立
行

115



政
法
人
の
役
員
及
び
職
員
を
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
が
そ
の
職
務
の
遂
行

に
係
る
情
報
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
情
報
の
う
ち
、
当
該
公
務
員
等
の
職
及
び
氏
名
並
び
に
当
該

職
務
遂
行
の
内
容
に
係
る
部
分

 

（
３
）
 
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
、
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
が
明
示
さ
れ
て
い
る
情
報

 

（
４
）
 
法
人
そ
の
他
の
団
体
（
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人
を

除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
「
法
人
等
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
又
は
開
示
請
求

者
以
外
の
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当

該
法
人
等
又
は
当
該
個
人
の
権
利
、
競
争
上
の
地
位
そ
の
他
正
当
な
利
益
を
害
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

も
の
。
た
だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。

 

（
５
）

 
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
又
は
法
人
等
に
関
す
る
情
報
の
う
ち
実
施
機
関
の
要
請
を
受
け
て
、

開
示
し
な
い
と
の
条
件
で
任
意
に
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
又
は
法

人
等
に
お
け
る
通
例
と
し
て
開
示
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
他
の
当
該
条
件
を
付
す
る

こ
と
が
当
該
情
報
の
性
質
、
当
時
の
状
況
等
に
照
ら
し
て
合
理
的
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
。
た

だ
し
、
人
の
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
開
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
情
報
を
除
く
。

 

（
６
）
 
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
犯
罪
の
予
防
、
鎮
圧
又
は
捜
査
、
公
訴
の
維
持
、
刑
の
執
行
そ
の
他

の
公
共
の
安
全
と
秩
序
の
維
持
に
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
情
報

 

（
７
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
及
び
地
方
独
立
行
政
法
人

の
内
部
又
は
相
互
間
に
お
け
る
審
議
、
検
討
又
は
協
議
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と

に
よ
り
、
率
直
な
意
見
の
交
換
若
し
く
は
意
思
決
定
の
中
立
性
が
不
当
に
損
な
わ
れ
、
不
当
に
市
民

の
間
に
混
乱
を
生
じ
さ
せ
、
又
は
特
定
の
者
に
不
当
に
利
益
を
与
え
、
若
し
く
は
不
利
益
を
及
ぼ
す

と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

（
８
）
 
実
施
機
関
、
国
の
機
関
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地
方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人

が
行
う
事
務
又
は
事
業
に
関
す
る
情
報
で
あ
っ
て
、
開
示
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
支
障
を

及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の
そ
の
他
当
該
事
務
又
は
事
業
の
性
質
上
、
当
該
事
務
又
は
事
業
の
適
正

な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら
れ
る
も
の

 

イ
 
監
査
、
検
査
、
取
締
り
、
試
験
又
は
租
税
の
賦
課
若
し
く
は
徴
収
に
係
る
事
務
に
関
し
、
正
確

な
事
実
の
把
握
を
困
難
に
し
、
又
は
違
法
若
し
く
は
不
当
な
行
為
を
容
易
に
し
、
若
し
く
は
そ
の

発
見
を
困
難
に
す
る
こ
と
。

 

ロ
 
個
人
の
評
価
、
判
定
、
診
断
、
選
考
、
相
談
又
は
指
導
に
係
る
事
務
に
関
し
、
率
直
な
意
見
若

し
く
は
必
要
な
内
容
を
記
録
す
る
こ
と
を
著
し
く
た
め
ら
わ
せ
、
又
は
当
該
個
人
と
の
信
頼
関
係

を
著
し
く
損
な
う
こ
と
。

 

ハ
 
契
約
、
交
渉
又
は
争
訟
に
係
る
事
務
に
関
し
、
実
施
機
関
、
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
他
の
地

方
公
共
団
体
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
の
財
産
上
の
利
益
又
は
当
事
者
と
し
て
の
地
位
を
不
当
に

害
す
る
こ
と
。

 

ニ
 
人
事
管
理
に
係
る
事
務
に
関
し
、
公
正
か
つ
円
滑
な
人
事
の
確
保
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ

と
。
 

ホ
 
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
が
経
営
す
る
企
業
又
は
地
方
独
立
行
政
法
人
に
係
る
事
業

に
関
し
、
そ
の
企
業
経
営
上
の
正
当
な
利
益
を
著
し
く
害
す
る
こ
と
。

 

（
９
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
実
施
機
関
が
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
公
益
上
開
示
し
な

い
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
情
報

 

２
 
前
条
第
３
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
よ
る
開
示
請
求
に
関
す
る
前
項
第
１
号
及
び
第
２
号
イ
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
１
号
中
「
生
命
、
健
康
、
生
活
又
は
財
産
」
と
あ
る
の
は
「
名
誉
又
は
尊
厳
」

と
、
同
項
第
２
号
イ
中
「
予
定
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
の
は
「
予
定
さ
れ
て
い
た
」
と
す
る
。

 

（
部
分
開
示
）
 

第
16
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
非
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い

て
、
非
開
示
情
報
に
該
当
す
る
部
分
を
容
易
に
区
分
し
て
除
く
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に

対
し
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
に
つ
き
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
前
条
第
２
号
に
掲
げ
る
情
報
（
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
限
る
。
）
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
情
報
の
う
ち
、

氏
名
、
生
年
月
日
そ
の
他
の
開
示
請
求
者
以
外
の
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る

記
述
等
及
び
個
人
識
別
符
号
の
部
分
を
除
く
こ
と
に
よ
り
、
開
示
し
て
も
、
開
示
請
求
者
以
外
の
個
人
の

権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
部
分
を
除
い
た
部
分
は
、
同
号
に

掲
げ
る
情
報
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
み
な
し
て
、
前
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

 

（
裁
量
的
開
示
）
 

第
17
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
非
開
示
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ

て
も
、
個
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示
請
求
者
に
対
し
、

当
該
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
保
有
個
人
情
報
の
存
否
に
関
す
る
情
報
）

 

第
18
条
 
開
示
請
求
に
対
し
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
が
存
在
し
て
い
る
か
否
か
を
答
え
る

だ
け
で
、
非
開
示
情
報
を
開
示
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
実
施
機
関
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
存
否

を
明
ら
か
に
し
な
い
で
、
当
該
開
示
請
求
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
訂
正
請
求
権
）
 

第
19
条
 
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ

の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
保
有
個

人
情
報
の
訂
正
（
追
加
又
は
削
除
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特
定
個
人
情
報
に
係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
法
定
代
理
人

 

（
２
）
 
本
人
（
自
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任
に
よ
る
代
理
人
 

（
３
）
 
本
人
（
前
号
の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

３
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
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は
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
内
容
が
事
実
で
な
い
と
思
料
す

る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、

当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族

 

（
３
）
 
本
人
の
相
続
人
 

（
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
義
務
）

 

第
20
条
 
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に

お
い
て
、
当
該
訂
正
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
訂
正
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の

利
用
目
的
の
達
成
に
必
要
な
範
囲
内
で
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
第

18
条
の
規
定
は
、
訂
正
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
利
用
停
止
等
請
求
権
）

 

第
21
条
 
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
情
報
提
供
等
記
録
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）

 
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る
実
施
機
関
に
よ
り
適
法
に
取
得
さ
れ
た
も
の
で
な
い
と
き
、

第
４
条
第
１
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
保
管
若
し
く
は
保
有
さ
れ
て
い
る
と
き
、
第

８
条
第
２
項
若
し
く
は
第
３
項
の
規
定
に
違
反
し
て
収
集
さ
れ
て
い
る
と
き
又
は
第
９
条
第
１
項
及

び
第
２
項
の
規
定
に
違
反
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き

 
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
又
は

消
去
 

（
２
）
 
第
1
0条

第
１
項
か
ら
第
３
項
（
第
５
号
を
除
く
。
）
ま
で
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い

る
と
き

 
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
の
停
止
 

（
３
）
 
第

10
条
第
３
項
第
５
号
の
規
定
に
違
反
し
て
提
供
さ
れ
て
い
る
と
き

 
当
該
保
有
個
人
情
報
の

提
供
の
停
止
又
は
消
去

 

（
４
）
 
番
号
法
第

28
条
の
規
定
に
違
反
し
て
作
成
さ
れ
た
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
番
号
法
第
２
条

第
９
項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
を
い
う
。
）
に
記
録
さ
れ
て
い
る
と
き

 
当
該
保
有

特
定
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
又
は
消
去

 

２
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て
は
、

保
有
特
定
個
人
情
報
に
係
る
請
求
に
限
る
。
）
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
法
定
代
理
人
 

（
２
）
 
本
人
（
自
ら
前
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
る
者
に
限
る
。
）

の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

（
３
）
 
本
人
（
前
号
の
本
人
を
除
く
。
）
の
委
任
に
よ
る
代
理
人

 

３
 
次
に
掲
げ
る
者
は
、
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
（
第
３
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
者
が
相
続
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
が
第
１
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る

実
施
機
関
に
対
し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
１
）
 
本
人
の
死
亡
当
時
に
お
け
る
配
偶
者
並
び
に
本
人
の
子
及
び
父
母

 

（
２
）
 
前
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
場
合
に
お
け
る
本
人
の
二
親
等
以
内
の
血
族

 

（
３
）
 
本
人
の
相
続
人
 

（
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
義
務
）

 

第
22
条
 
実
施
機
関
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
請
求
（
以
下
「
利
用
停
止
等
請
求
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
利
用
停
止
等
請
求
に
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
実
施
機
関
に
お
け
る

個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
当
該
利
用
停
止
等
請
求
に
係
る
保
有

個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供
の
停
止
（
以
下
「
利
用
停
止
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
利
用
停
止
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
保
有
個
人
情

報
の
利
用
目
的
に
係
る
事
務
の
性
質
上
、
当
該
事
務
の
適
正
な
遂
行
に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
第

18
条
の
規
定
は
、
利
用
停
止
等
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

（
開
示
等
請
求
の
手
続
）
 

第
23
条
 
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
（
以
下
「
開
示
等
請
求
」
と
い
う
。
）
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
請
求
書
を
実
施
機
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）
 
氏
名
及
び
住
所
（
法
人
に
あ
っ
て
は
、
名
称
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）
 

（
２
）
 
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
内
容
そ
の
他
当
該
保
有
個
人
情
報
を
特
定
す
る
た
め
に

必
要
な
事
項
 

（
３
）
 
前
２
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
規
則
で
定
め
る
事
項

 

２
 
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
請
求
書
を
提
出
す
る
際
、
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保

有
個
人
情
報
の
本
人
、
そ
の
代
理
人
そ
の
他
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
開
示
等
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き

る
者
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
必
要
な
資
料
で
規
則
で
定
め
る
も
の
を
実
施
機
関
に
提
出
し
、
又

は
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
し
、
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報

の
特
定
に
関
し
参
考
と
な
る
情
報
の
提
供
そ
の
他
当
該
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
の
利
便
を
考

慮
し
た
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
も
の
と
す
る
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
記
載
事
項
に

不
備
が
あ
り
、
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
資
料
の
提
出
若
し
く
は
提
示
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
速
や

か
に
、
開
示
等
請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
開
示
等
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め

て
、
そ
の
補
正
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
開
示
等
請
求
者
に

対
し
、
補
正
の
参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
開
示
等
請
求
に
対
す
る
決
定
及
び
通
知
）

 

第
24
条
 
実
施
機
関
は
、
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
、

開
示
請
求
に
あ
っ
て
は

15
日
以
内
に
、
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
に
あ
っ
て
は

30
日
以
内
に
、
次

に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

前
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
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間
に
算
入
し
な
い
。

 

（
１
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
、
訂
正
又
は
利
用
停
止
等
（
以
下
「
開

示
等
」
と
い
う
。
）
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
２
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
一
部
の
開
示
等
を
す
る
旨
の
決
定

 

（
３
）
 
当
該
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
全
部
の
開
示
等
を
し
な
い
旨
の
決
定

 

（
４
）
 
第
1
8条

（
第

20
条
第
２
項
及
び
第

22
条
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定

に
よ
る
開
示
等
請
求
を
拒
否
す
る
旨
の
決
定

 

（
５
）
 
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
保
有
し
て
い
な
い
た
め
開
示
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
旨
の
決
定

 

２
 
実
施
機
関
は
、
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
と
き
は
、
開
示
等
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
、
開
示
請
求
に
あ
っ
て
は

45
日
を
、
訂

正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
に
あ
っ
て
は

60
日
を
限
度
と
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
延
長
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
速
や
か
に
、
当
該
延
長
の
理
由
（
開
示
決
定
等

を
す
る
時
期
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
含
む
。
）
を
開
示
等
請
求
者
に
書
面
に
よ
り
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
開
示
決
定
等
を
し
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
内
容
を
開
示
等
請
求
者
に
書
面
に
よ

り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

４
 
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
開
示
決
定
等
が
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
で
あ

る
と
き
は
、
そ
の
理
由
を
併
せ
て
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
そ

の
理
由
が
消
滅
す
る
時
期
を
あ
ら
か
じ
め
明
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
そ
の
時
期
を
明
ら
か
に
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
開
示
請
求
に
係
る
第
三
者
保
護
に
関
す
る
手
続
）

 

第
25
条

 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
国
、
独
立
行
政
法
人
等
、
地
方
公
共
団
体
、

地
方
独
立
行
政
法
人
及
び
開
示
請
求
者
以
外
の
者
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

29
条
に
お
い
て
「
第
三
者
」
と

い
う
。
）
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
開
示
決
定
等
を
す
る
に
当
た
り
、
必
要
が

あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
第
三
者
に
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
実
施
機
関
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
開
示
請
求
に
対
す
る
前
条
第
１
項
第
１
号
又
は

第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機
会
を
与
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者
の
所
在
が
判
明
し
な
い
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
１
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
し
よ
う
と
す
る
場
合
で
あ
っ

て
、
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
第

1
5
条
第
２
号
ロ
、
第
４
号
た
だ
し
書
又
は
第
５
号
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
情
報
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

（
２
）
 
第
三
者
に
関
す
る
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報
を
第

17
条
の
規
定
に
よ
り
開
示
し
よ

う
と
す
る
と
き
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
２
項
の
規
定
に
よ
り
意
見
書
の
提
出
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
第
三
者
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
た
意
見
書
を
提
出
し
た
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
１
項

第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
決
定
の
日
と
開
示
を
行
う
日
と
の
間
に
少
な

く
と
も
２
週
間
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
実
施
機
関
は
、
当
該
決
定
後
直
ち

に
、
当
該
意
見
書
（
第

29
条
第
３
項
に
お
い
て
「
反
対
意
見
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
第
三
者
に
対

し
、
当
該
決
定
の
内
容
及
び
そ
の
理
由
並
び
に
開
示
を
行
う
日
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

（
開
示
等
の
実
施
）
 

第
26
条
 
実
施
機
関
は
、
第

24
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
を
し
た
と
き
は
、
前
条
第
３

項
に
規
定
す
る
場
合
を
除
き
、
速
や
か
に
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
保
有
個
人
情
報
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
方
法
に
よ
り
行
う
。
 

（
１
）
 
文
書
又
は
図
画
に
記
載
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

 
保
有
個
人
情
報
が
記
載
さ
れ
て
い
る
文

書
又
は
図
画
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付

 

（
２
）
 
電
磁
的
記
録
に
記
録
さ
れ
て
い
る
保
有
個
人
情
報

 
保
有
個
人
情
報
が
記
録
さ
れ
て
い
る
電
磁

的
記
録
の
種
別
、
情
報
化
の
進
展
状
況
等
を
勘
案
し
て
規
則
で
定
め
る
方
法

 

３
 
実
施
機
関
は
、
前
項
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
公
文

書
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
第

16
条
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を

行
う
と
き
そ
の
他
相
当
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
同
項
各
号
に
定
め
る
方
法
と
は
異
な
る
方
法
に
よ
り
保

有
個
人
情
報
の
開
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
又
は
利
用
停
止
等
を
行
っ
た
と
き
は
、

当
該
訂
正
請
求
又
は
利
用
停
止
等
請
求
を
し
た
者
に
対
し
、
速
や
か
に
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
の
訂
正
を
行
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
の
提
供
先
（
情
報
提
供
等
記
録
に
あ
っ
て
は
、
総
務
大
臣
及

び
番
号
法
第

1
9
条
第
７
号
に
規
定
す
る
情
報
照
会
者
若
し
く
は
情
報
提
供
者
又
は
同
条
第
８
号
に
規
定

す
る
条
例
事
務
関
係
情
報
照
会
者
若
し
く
は
条
例
事
務
関
係
情
報
提
供
者
（
当
該
訂
正
に
係
る
情
報
提
供

等
記
録
に
記
録
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
当
該
実
施
機
関
以
外
の
者
に
限
る
。
）
を
い
う
。
）
に
対
し
、
遅

滞
な
く
、
そ
の
旨
を
書
面
に
よ
り
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
手
数
料
等
）
 

第
27
条
 
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
に
係
る
手
数
料
は
、
無
料
と
す
る
。

 

２
 
開
示
請
求
者
は
、
公
文
書
の
写
し
（
前
条
第
２
項
第
２
号
又
は
第
３
項
に
規
定
す
る
方
法
に
よ
り
開
示

を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
交
付
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
交
付
に
よ
り
保
有
個
人

情
報
の
開
示
を
受
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し

て
規
則
で
定
め
る
額
を
負
担
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

３
 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
施
機
関
は
、
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

第
５
章
 
救
済
手
続

 

（
審
理
員
に
よ
る
審
理
手
続
に
関
す
る
適
用
除
外
）
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第
28
条
 
開
示
決
定
等
及
び
開
示
等
請
求
に
係
る
不
作
為
に
係
る
審
査
請
求
（
行
政
不
服
審
査
法
（
平
成

26

年
法
律
第

68
号
）
の
規
定
に
よ
る
審
査
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
９
条
第
１

項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
、
同
項
本
文
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

 

（
審
査
会
へ
の
諮
問
等
）

 

第
29
条
 
前
条
の
審
査
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
す
べ
き
行
政
庁
で
あ
る

実
施
機
関
は
、
当
該
審
査
請
求
が
明
ら
か
に
不
適
法
で
あ
り
、
却
下
す
る
と
き
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
枚

方
市
附
属
機
関
条
例
別
表
１
の
表
に
規
定
す
る
枚
方
市
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
審
査
会
（
以
下
「
審

査
会
」
と
い
う
。
）
に
諮
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
審
査
会
に
お
け
る
調
査
審
議
の
手
続
は
、
行
政
不
服
審
査
法
第
５
章
第
１
節
第
２
款
の
規
定
の
例
に
よ

る
ほ
か
、
審
査
会
が
定
め
る
。
こ
の
場
合
に
お
け
る
提
出
資
料
の
閲
覧
等
に
係
る
費
用
負
担
に
つ
い
て
は
、

第
27
条
第
２
項
及
び
第
３
項
の
規
定
の
例
に
よ
る
。

 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
諮
問
を
し
た
実
施
機
関
は
、
次
に
掲
げ
る
者
に
対
し
、
諮
問
を
し
た
旨
を
通
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
１
）

 
審
査
請
求
人
及
び
参
加
人
（
行
政
不
服
審
査
法
第

1
3条

第
４
項
に
規
定
す
る
参
加
人
を
い
う
。

第
５
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

 

（
２
）
 
開
示
等
請
求
者
が
前
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
開
示
等
請
求
者

 

（
３
）
 
当
該
審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
つ
い
て
反
対
意
見
書
を
提
出
し
た
第
三
者
が

第
１
号
に
掲
げ
る
者
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
第
三
者

 

４
 
実
施
機
関
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
諮
問
に
対
す
る
審
査
会
の
答
申
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
尊

重
し
て
、
速
や
か
に
、
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
行
う
も
の
と
す
る
。

 

５
 
第

25
条
第
３
項
の
規
定
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
裁
決
を
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
 

（
１
）
 
第

24
条
第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
対
す
る
第
三
者
か
ら
の
審
査
請
求
に
対

す
る
裁
決
（
当
該
決
定
の
全
部
を
取
り
消
す
旨
の
裁
決
を
除
く
。
）

 

（
２
）
 
審
査
請
求
に
係
る
第

24
条
第
１
項
第
２
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
決
定
を
変
更
し
、
当
該

審
査
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
を
開
示
す
る
旨
の
裁
決
（
第
三
者
で
あ
る
参
加
人
が
当
該
第
三
者

に
関
す
る
情
報
の
開
示
に
反
対
の
意
思
を
表
示
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。
）

 

第
６
章

 
雑
則
 

（
市
長
の
助
言
等
）

 

第
30
条
 
市
長
は
、
市
長
以
外
の
実
施
機
関
に
対
し
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
関
し
報
告
を
求
め
、
又
は
助

言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
市
長
は
、
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
に
鑑
み
、
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
当
た
っ
て
個
人
の
権
利
利
益

を
侵
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
個
人
情
報
の
保
護
の
重
要
性
に
関
し
事
業
者
及
び
市
民
の
意
識
の
啓
発

に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
出
資
法
人
へ
の
要
請
）

 

第
31
条
 
市
長
は
、
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
に
対
し
、
こ
の
条
例
に
基
づ
く
市
の
施
策

に
準
じ
た
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
32
条
 
市
長
は
、
毎
年
度
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
の
条
例
の
運
用
状
況
を
公
表
す
る
も
の

と
す
る
。
 

（
他
の
制
度
と
の
調
整
）
 

第
33
条
 
第
４
章
の
規
定
は
、
法
令
等
の
規
定
に
よ
り
そ
の
閲
覧
若
し
く
は
縦
覧
、
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は

写
し
の
交
付
又
は
訂
正
、
利
用
の
停
止
、
消
去
若
し
く
は
提
供
の
停
止
（
保
有
特
定
個
人
情
報
の
閲
覧
若

し
く
は
縦
覧
又
は
謄
本
、
抄
本
若
し
く
は
写
し
の
交
付
を
除
く
。
）
の
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
保
有
個

人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

２
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
第
４
章
の
規
定
（
保
有
個
人
情
報
の
開
示
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、

市
民
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
利
用
目
的
と
す
る
保
有
個
人
情
報
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

 

（
事
業
者
に
対
す
る
指
導
、
勧
告
等
）

 

第
34
条
 
市
長
は
、
事
業
者
が
個
人
情
報
を
著
し
く
不
適
正
に
取
り
扱
っ
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と

き
は
、
当
該
事
業
者
に
対
し
、
そ
の
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
説
明
又
は

資
料
の
提
出
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
市
長
は
、
事
業
者
が
個
人
情
報
を
著
し
く
不
適
正
に
取
り
扱
っ
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
事
業

者
に
対
し
、
そ
の
取
扱
い
を
是
正
す
る
よ
う
勧
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
市
長
は
、
事
業
者
が
前
項
の
規
定
に
よ
る
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
当
該
事
業
者
に

意
見
を
述
べ
る
機
会
を
与
え
た
上
で
、
審
議
会
の
意
見
を
聴
い
て
、
そ
の
事
実
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

４
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
事
実
の
公
表
は
、
市
民
の
権
利
利
益
が
不
当
に
侵
害
さ
れ
る
こ
と
を
防
止
す
る
た

め
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
委
任
）
 

第
35
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

第
７
章
 
罰
則
 

第
36
条
 
実
施
機
関
の
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
受
託
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事

し
て
い
た
者
又
は
指
定
管
理
業
務
に
従
事
し
て
い
る
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
者
が
、
正
当
な
理
由
が

な
い
の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
そ
の
業
務
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
第
２

条
第
８
項
第
１
号
に
掲
げ
る
情
報
の
集
合
物
に
係
る
も
の
（
番
号
法
第
4
8条

に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報

フ
ァ
イ
ル
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
限
り
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加
工
し
た
も

の
を
含
む
。
）
を
提
供
し
た
と
き
は
、
２
年
以
下
の
懲
役
又
は

10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

第
37
条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た
個
人
情
報
（
そ
の
業
務
上
収
集
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
組
織
的
に
利
用
す
る
も
の
と
し
て
保
管
さ
れ
て
い
る
も
の
（
番
号
法
第
２
条
第
５
項
に

規
定
す
る
個
人
番
号
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
を
自
己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で

提
供
し
、
又
は
盗
用
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。
 

第
38
条
 
受
託
者
又
は
指
定
管
理
者
で
あ
る
法
人
（
法
人
で
な
い
団
体
で
代
表
者
又
は
管
理
人
の
定
め
の
あ

る
も
の
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業

者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
、
前
２
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
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ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

 

第
39
条
 
実
施
機
関
の
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す
る
目
的
で

個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
（
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的
記

録
を
収
集
し
た
と
き
は
、
１
年
以
下
の
懲
役
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

第
40
条
 
第

36
条
、
第

37
条
及
び
前
条
の
規
定
は
、
本
市
の
区
域
外
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
条
の
罪
を
犯
し
た

者
に
も
適
用
す
る
。

 

第
41
条
 
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
第

2
4条

第
１
項
第
１
号
又
は
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定
に
基
づ

き
開
示
を
受
け
た
者
は
、
５
万
円
以
下
の
過
料
に
処
す
る
。

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）

 

１
 
こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

 

（
１
）
 
改
正
後
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
第

11
条
及
び
附
則
第

６
項
 
平
成

29
年

12
月
１
日
 

（
２
）
 
新
条
例
第
６
条
第
３
項
（
受
託
者
及
び
指
定
管
理
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第

12
条
第

２
項
並
び
に
附
則
第
３
項

 
平
成

30
年
４
月
１
日
 

（
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
の
廃
止
）

 

２
 
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成

27
年
枚
方
市
条
例
第

23
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）

 

３
 
附
則
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
そ
の
施
行
の
日
以
後
に
締
結
し
た
契
約
又
は
同
日
以
後
に
し

た
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第
５
条
第
１
項
の
規
定

に
よ
る
指
定
に
係
る
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

 

４
 
新
条
例
第
４
条
第
２
項
及
び
第
３
項
、
第
９
条
第
１
項
並
び
に
第

10
条
第
２
項
の
規
定
は
、
平
成

29
年

1
1月

30
日
ま
で
の
間
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
役
員
及
び
事
業
を
営
む
個
人
の
当
該
事
業
に
関
す
る
保
有

個
人
情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

 

５
 
平
成

29
年

11
月

30
日
ま
で
の
間
、
新
条
例
第
８
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
要

配
慮
個
人
情
報
」
と
あ
る
の
は
、
「
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
第
７
条
第
２
項
本
文
に
規
定

す
る
個
人
情
報
」
と
す
る
。

 

６
 
附
則
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
際
現
に
実
施
機
関
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情
報
フ
ァ

イ
ル
に
つ
い
て
の
新
条
例
第

11
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
保
有
し
よ
う
と
す
る
」

と
あ
る
の
は
「
保
有
し
て
い
る
」
と
、
「
あ
ら
か
じ
め
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る

規
定
の
施
行
後
遅
滞
な
く
」
と
す
る
。

 

７
 
新
条
例
第
４
章
の
規
定
は
、
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
自
己
又
は
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す

る
保
有
個
人
情
報
（
保
有
特
定
個
人
情
報
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例

（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
第
1
6条

第
１
項
に
規
定
す
る
公
文
書
以
外
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

 

８
 
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
さ
れ
た
旧
条
例
第

2
0
条
第
１
項
に
規
定
す
る
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
及

び
附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
第

2
0
条
第
１
項
に
規
定
す

る
自
己
情
報
の
開
示
等
の
請
求
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
開
示
等
請
求
と
み
な
す
。

 

９
 
附
則
第
３
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
施
行
前
に
旧
条
例
及
び
附
則
第
２

項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続

そ
の
他
の
行
為
は
、
新
条
例
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
条
例
の
相
当
規

定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
処
分
、
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。

 

（
枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
改
正
）
 

1
0 

枚
方
市
附
属
機
関
条
例
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

 

〔
次
の
よ
う
略
〕
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枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則

 
 
平

成
2

9
年

９
月

1
3
日

 

条
例

第
6

7
号

  

 枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成

10
年
枚
方
市
規
則
第

54
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

 

（
趣
旨
）

 

第
１
条

 
こ
の
規
則
は
、
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成

29
年
枚
方
市
条
例
第

3
9号

。
以
下
「
条
例
」

と
い
う
。
）
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

（
定
義
）

 

第
２
条
 
こ
の
規
則
に
お
け
る
用
語
の
意
義
は
、
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 

（
個
人
識
別
符
号
）

 

第
３
条
 
条
例
第
２
条
第
３
項
の
規
則
で
定
め
る
文
字
、
番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
は
、
次
に
掲
げ
る
も

の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
次
に
掲
げ
る
身
体
の
特
徴
の
い
ず
れ
か
を
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
文
字
、

番
号
、
記
号
そ
の
他
の
符
号
で
あ
っ
て
、
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
水
準
が
確
保
さ

れ
る
よ
う
、
適
切
な
範
囲
を
適
切
な
手
法
に
よ
り
電
子
計
算
機
の
用
に
供
す
る
た
め
に
変
換
し
た
も

の
 

イ
 
細
胞
か
ら
採
取
さ
れ
た
デ
オ
キ
シ
リ
ボ
核
酸
（
別
名

DN
A）

を
構
成
す
る
塩
基
の
配
列
 

ロ
 
顔
の
骨
格
及
び
皮
膚
の
色
並
び
に
目
、
鼻
、
口
そ
の
他
の
顔
の
部
位
の
位
置
及
び
形
状
に
よ
っ

て
定
ま
る
容
貌

 

ハ
 
虹
彩
の
表
面
の
起
伏
に
よ
り
形
成
さ
れ
る
線
状
の
模
様

 

ニ
 
発
声
の
際
の
声
帯
の
振
動
、
声
門
の
開
閉
並
び
に
声
道
の
形
状
及
び
そ
の
変
化

 

ホ
 
歩
行
の
際
の
姿
勢
及
び
両
腕
の
動
作
、
歩
幅
そ
の
他
の
歩
行
の
態
様

 

ヘ
 
手
の
ひ
ら
又
は
手
の
甲
若
し
く
は
指
の
皮
下
の
静
脈
の
分
岐
及
び
端
点
に
よ
っ
て
定
ま
る
そ
の

静
脈
の
形
状

 

ト
 
指
紋
又
は
掌
紋

 

（
２
）
 
旅
券
法
（
昭
和

26
年
法
律
第

26
7号

）
第
６
条
第
１
項
第
１
号
の
旅
券
の
番
号

 

（
３
）
 
国
民
年
金
法
（
昭
和

34
年
法
律
第

14
1号

）
第

1
4条

に
規
定
す
る
基
礎
年
金
番
号

 

（
４
）
 
道
路
交
通
法
（
昭
和

35
年
法
律
第

10
5号

）
第

9
3条

第
１
項
第
１
号
の
免
許
証
の
番
号

 

（
５
）
 
住
民
基
本
台
帳
法
（
昭
和

42
年
法
律
第

81
号
）
第
７
条
第

13
号
に
規
定
す
る
住
民
票
コ
ー
ド

 

（
６
）
 
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

2
5年

法
律
第

27
号
。
以
下
「
番
号
法
」
と
い
う
。
）
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号

 

（
７
）

 
国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和

33
年
法
律
第

19
2号

）
第
９
条
第
２
項
の
被
保
険
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
８
）
 
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

57
年
法
律
第

80
号
）
第

54
条
第
３
項
の
被
保
険

者
証
の
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
９
）

 
介
護
保
険
法
（
平
成
９
年
法
律
第

1
2
3号

）
第

12
条
第
３
項
の
被
保
険
者
証
の
番
号
及
び
保
険

者
番
号

 

（
10
）
 
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正

15
年
内
務
省
令
第

36
号
）
第

47
条
第
２
項
の
被
保
険
者
証
の
記

号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
11
）
 
健
康
保
険
法
施
行
規
則
第

52
条
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
12
）
 
船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

15
年
厚
生
省
令
第
５
号
）
第

35
条
第
１
項
の
被
保
険
者
証
の
記

号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
13
）
 
船
員
保
険
法
施
行
規
則
第

41
条
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
14
）
 
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和

26
年
政
令
第

31
9号

）
第
２
条
第
５
号
に
規
定
す
る
旅

券
（
日
本
国
政
府
の
発
行
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
番
号

 

（
15
）
 
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第

19
条
の
４
第
１
項
第
５
号
の
在
留
カ
ー
ド
の
番
号

 

（
16
）
 
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
（
昭
和

28
年
文
部
省
令
第

28
号
）
第
１
条
の
７
の
加
入
者

証
の
加
入
者
番
号
 

（
17
）
 
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
３
条
第
１
項
の
加
入
者
被
扶
養
者
証
の
加
入
者
番
号

 

（
18
）
 
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
規
則
第
３
条
の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
加
入
者
番
号

 

（
19
）
 
国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

33
年
厚
生
省
令
第

53
号
）
第
７
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す

る
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
20
）
 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
（
昭
和

33
年
大
蔵
省
令
第

54
号
）
第

89
条
の
組
合
員
証
の

記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
21
）
 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第

95
条
第
１
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及

び
保
険
者
番
号
 

（
22
）
 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第

95
条
の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番
号
及

び
保
険
者
番
号
 

（
23
）
 
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
施
行
規
則
第

12
7条

の
２
第
１
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合

員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
24
）
 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
（
昭
和

37
年
／
総
理
府
／
文
部
省
／
自
治
省
／
令
第
１

号
）
第

93
条
第
２
項
の
組
合
員
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
25
）
 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第

10
0条

第
１
項
の
組
合
員
被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
26
）
 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第

10
0条

の
２
第
１
項
の
高
齢
受
給
者
証
の
記
号
、
番

号
及
び
保
険
者
番
号
 

（
27
）
 
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
規
程
第

17
6条

第
２
項
の
船
員
組
合
員
証
及
び
船
員
組
合
員

被
扶
養
者
証
の
記
号
、
番
号
及
び
保
険
者
番
号

 

（
28
）
 
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和

50
年
労
働
省
令
第
３
号
）
第

10
条
第
１
項
の
雇
用
保
険
被
保
険

者
証
の
被
保
険
者
番
号
 

（
29
）
 
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入
国
管
理
に
関
す
る
特

例
法
（
平
成
３
年
法
律
第

71
号
）
第
８
条
第
１
項
第
３
号
の
特
別
永
住
者
証
明
書
の
番
号

 

（
要
配
慮
個
人
情
報
）
 

第
４
条
 
条
例
第
２
条
第
５
項
の
規
則
で
定
め
る
記
述
等
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
を
内
容
と
す
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る
記
述
等
（
本
人
の
病
歴
又
は
犯
罪
の
経
歴
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

 

（
１
）
 
次
に
掲
げ
る
心
身
の
機
能
の
障
害
が
あ
る
こ
と
。

 

イ
 
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

24
年
法
律
第
2
83
号
）
別
表
に
掲
げ
る
身
体
上
の
障
害
 

ロ
 
知
的
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

35
年
法
律
第
3
7号

）
に
い
う
知
的
障
害

 

ハ
 
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
5年

法
律
第

12
3号

）
に
い
う
精
神
障

害
（
発
達
障
害
者
支
援
法
（
平
成

16
年
法
律
第
1
67
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
発
達
障
害
を

含
み
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

 

ニ
 
治
療
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
疾
病
そ
の
他
の
特
殊
の
疾
病
で
あ
っ
て
障
害
者
の
日
常
生
活
及

び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成

17
年
法
律
第

12
3号

）
第
４
条
第
１
項
の

政
令
で
定
め
る
も
の
に
よ
る
障
害
の
程
度
が
同
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
程
度
で
あ
る
も
の

 

（
２
）
 
本
人
に
対
し
て
医
師
そ
の
他
医
療
に
関
連
す
る
職
務
に
従
事
す
る
者
（
次
号
に
お
い
て
「
医
師

等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
行
わ
れ
た
疾
病
の
予
防
及
び
早
期
発
見
の
た
め
の
健
康
診
断
そ
の
他
の
検

査
（
同
号
に
お
い
て
「
健
康
診
断
等
」
と
い
う
。
）
の
結
果

 

（
３
）
 
健
康
診
断
等
の
結
果
に
基
づ
き
、
又
は
疾
病
、
負
傷
、
そ
の
他
の
心
身
の
変
化
を
理
由
と
し
て
、

本
人
に
対
し
て
、
医
師
等
に
よ
り
心
身
の
状
態
の
改
善
の
た
め
の
指
導
又
は
診
療
若
し
く
は
調
剤
が

行
わ
れ
た
こ
と
。

 

（
４
）
 
本
人
を
被
疑
者
又
は
被
告
人
と
し
て
、
逮
捕
、
捜
索
、
差
押
え
、
勾
留
、
公
訴
の
提
起
そ
の
他

の
刑
事
事
件
に
関
す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

 

（
５
）

 
本
人
を
少
年
法
（
昭
和

23
年
法
律
第

1
68
号
）
第
３
条
第
１
項
に
規
定
す
る
少
年
又
は
そ
の
疑

い
の
あ
る
者
と
し
て
、
調
査
、
観
護
の
措
置
、
審
判
、
保
護
処
分
そ
の
他
の
少
年
の
保
護
事
件
に
関

す
る
手
続
が
行
わ
れ
た
こ
と
。

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
）

 

第
５
条
 
条
例
第
２
条
第
８
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
こ
れ
に
含
ま
れ
る
保
有
個
人
情
報
を
一

定
の
規
則
に
従
っ
て
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
容
易
に
検
索
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
体
系
的
に
構
成
し
た
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
目
次
、
索
引
そ
の
他
検
索
を
容
易
に
す
る
た

め
の
も
の
を
有
す
る
も
の
と
す
る
。

 

（
利
用
及
び
提
供
の
手
続
）

 

第
６
条
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第
９
条
第
２
項
第
５
号
若
し
く
は
第
６
号
又
は
第

10
条
第
３
項
第
４
号
若
し

く
は
第
５
号
の
規
定
に
よ
り
、
利
用
目
的
以
外
の
目
的
の
た
め
に
保
有
個
人
情
報
を
自
ら
利
用
し
、
又
は

他
の
実
施
機
関
か
ら
提
供
を
受
け
て
利
用
し
た
と
き
は
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
利
用
し
た
課
（
課
に
相

当
す
る
組
織
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
長
に
、
保
有
個
人
情
報
目
的
外
利
用
記
録
票
（
様
式
第
１
号
）

を
作
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
保
有
個
人
情
報
目
的
外
利
用
記
録
票
は
、
保
有
個
人
情
報
を
利
用
し
た
都
度
、
速
や
か
に
作
成
さ
せ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
１
会
計
年
度
を
通
じ
て
継
続
的
に
、
又
は
反
復
し
て
、
同
一
の
目
的
に
お

い
て
同
一
の
保
有
個
人
情
報
の
項
目
を
利
用
す
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
一
括
し

て
作
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

３
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第

1
0条

第
１
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
保
有
個
人
情
報
を
実
施
機
関
以
外
の

も
の
に
提
供
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
第
８
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
、

必
要
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
の
条
件
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
届
出
）

 

第
７
条
 
条
例
第

11
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
保
有
届
出
書
（
様
式
第
２
号
）

に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

11
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
（
廃
止
・
変
更
）
届
出
書
（
様
式

第
３
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
条
例
第

11
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
に
係
る
事
項
の
公
表
は
、
告
示
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
 

（
委
託
に
際
し
て
講
じ
る
べ
き
措
置
）

 

第
８
条
 
実
施
機
関
は
、
番
号
法
第
２
条
第

10
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
利
用
事
務
又
は
同
条
第

11
項
に
規

定
す
る
個
人
番
号
関
係
事
務
の
全
部
又
は
一
部
の
委
託
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
条
例
第
６
条
第
２
項

の
規
定
に
よ
る
措
置
と
同
等
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
者
に
委
託
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
実
施
機
関
は
、
受
託
業
務
に
係
る
契
約
書
又
は
仕
様
書
、
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指
定
管
理
者
の

指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

16
年
枚
方
市
条
例
第

28
号
）
第
６
条
第
１
項
の
協
定
そ
の
他
こ
れ

ら
に
類
す
る
書
類
に
次
に
掲
げ
る
事
項
（
当
該
受
託
業
務
又
は
指
定
管
理
業
務
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
受
託
業
務
等
」
と
い
う
。
）
の
性
質
又
は
目
的
に
よ
り
該
当
の
な
い
事
項
を
除
く
。
）
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。
 

（
１
）
 
秘
密
保
持
の
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
２
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
場
所
の
制
限
に
関
す
る
事
項

 

（
３
）
 
個
人
情
報
の
目
的
外
使
用
の
禁
止
に
関
す
る
事
項

 

（
４
）
 
個
人
情
報
の
複
製
の
禁
止
に
関
す
る
事
項

 

（
５
）
 
個
人
情
報
の
返
却
又
は
消
去
若
し
く
は
廃
棄
の
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
６
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
者
の
明
確
化
に
関
す
る
事
項

 

（
７
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
い
に
従
事
す
る
者
に
対
す
る
監
督
及
び
教
育
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
８
）
 
個
人
情
報
の
取
扱
状
況
に
係
る
検
査
又
は
報
告
の
求
め
に
応
じ
る
義
務
に
関
す
る
事
項

 

（
９
）
 
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
報
告
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
10
）
 
個
人
情
報
の
漏
え
い
、
滅
失
、
毀
損
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
損
害
賠
償
等
の
責
任
に
関

す
る
事
項
 

（
11
）
 
受
託
業
務
等
に
お
い
て
特
定
個
人
情
報
が
取
り
扱
わ
れ
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
業
務
等

の
委
託
の
禁
止
又
は
制
限
に
関
す
る
事
項

 

（
12
）
 
受
託
業
務
等
に
お
い
て
特
定
個
人
情
報
が
取
り
扱
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
受
託
業
務
等
の

委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
る
者
に
対
し
て
付
す
る
べ
き
当
該
特
定
個
人
情
報
の

取
扱
い
の
条
件
に
関
す
る
事
項

 

（
13
）
 
受
託
業
務
等
の
委
託
を
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
委
託
を
受
け
る
者
に
対
す
る
監
督
義
務
に
関

す
る
事
項
 

（
14
）
 
前
号
の
監
督
義
務
の
実
施
状
況
に
係
る
検
査
又
は
報
告
の
求
め
に
応
じ
る
義
務
に
関
す
る
事
項
 

（
15
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
事
項
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（
16
）
 
前
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
違
反
し
た
場
合
の
契
約
の
解
除
又
は
枚
方
市
公
の
施
設
に
お
け
る
指

定
管
理
者
の
指
定
の
手
続
等
に
関
す
る
条
例
第

10
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
取
消
し
若
し
く

は
業
務
の
停
止
の
命
令
に
関
す
る
事
項

 

（
開
示
等
請
求
の
手
続
）

 

第
９
条
 
条
例
第

23
条
第
１
項
の
請
求
書
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
書
（
様
式
第
４
号
）
と
す
る
も

の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

23
条
第
２
項
の
規
則
で
定
め
る
資
料
は
、
当
該
開
示
等
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
者
（
本
人
の
委

任
に
よ
る
代
理
人
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
現
に
開
示
等
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る
者
）
の

個
人
番
号
カ
ー
ド
（
番
号
法
第
２
条
第
７
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
カ
ー
ド
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、

運
転
免
許
証
、
旅
券
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
る
も
の
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
（
保
有
個
人
情
報

開
示
等
請
求
書
を
郵
便
に
よ
り
提
出
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
こ
れ
ら
の
書
類
を
複
写
機
に
よ
り
複
写
し

た
も
の
）
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
（
第
１
号
か

ら
第
３
号
ま
で
に
定
め
る
書
類
に
あ
っ
て
は
、
開
示
等
請
求
を
す
る
日
前

30
日
以
内
に
作
成
さ
れ
、
又
は

発
行
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

 

（
１
）

 
本
人
の
法
定
代
理
人
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
、

登
記
事
項
証
明
書
そ
の
他
法
定
代
理
人
の
資
格
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

（
２
）
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
法
人
を
除
く
。
）
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
本
人
の
委
任

状
（
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
本
人
の
印
鑑
に
係
る
印
鑑
登
録
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
 

（
３
）
 
本
人
の
委
任
に
よ
る
代
理
人
（
法
人
に
限
る
。
）
が
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
前
号
に
定
め

る
書
類
及
び
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
書
類

 

イ
 
代
理
人
の
代
表
者
の
資
格
を
証
す
る
書
類

 

ロ
 
代
理
人
の
委
任
状
（
委
任
状
に
押
印
さ
れ
た
法
人
の
印
鑑
及
び
法
人
の
代
表
者
の
印
鑑
に
係
る

印
鑑
証
明
書
が
添
付
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
そ
の
他
現
に
開
示
等
請
求
の
任
に
当
た
っ
て
い
る

者
と
代
理
人
と
の
関
係
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

（
４
）
 
死
亡
し
た
個
人
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
等
請
求
を
す
る
場
合

 
次
に
掲
げ
る
書

類
 

イ
 
本
人
の
除
か
れ
た
戸
籍
の
謄
本
そ
の
他
本
人
が
死
亡
し
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
も
の
と
し
て
実

施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

ロ
 
条
例
第

14
条
第
３
項
第
１
号
、
第

1
9
条
第
３
項
第
１
号
又
は
第

2
1
条
第
３
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
戸
籍
謄
本
、
戸
籍
の
全
部
事
項
証
明
書
そ
の
他
本
人
と
開
示
等
請
求
を
し
よ
う

と
す
る
者
と
の
続
柄
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

ハ
 
条
例
第

14
条
第
３
項
第
２
号
、
第

1
9
条
第
３
項
第
２
号
又
は
第

2
1
条
第
３
項
第
２
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
条
例
第

14
条
第
３
項
第
１
号
、
第

19
条
第
３
項
第
１
号
又
は
第

21
条
第
３
項
第

１
号
に
掲
げ
る
者
が
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類
及
び
ロ
に
掲

げ
る
書
類

 

ニ
 
条
例
第

14
条
第
３
項
第
３
号
、
第

1
9
条
第
３
項
第
３
号
又
は
第

2
1
条
第
３
項
第
３
号
に
掲
げ
る

者
に
あ
っ
て
は
、
開
示
等
請
求
に
係
る
保
有
個
人
情
報
に
係
る
財
産
に
つ
い
て
本
人
の
相
続
人
で

あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
実
施
機
関
が
認
め
る
書
類

 

３
 
条
例
第

2
3
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
補
正
の
求
め
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
等
請
求
書
補
正
通
知
書

（
様
式
第
５
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
開
示
等
請
求
に
係
る
決
定
期
間
の
延
長
）

 

第
1
0
条

 
条
例
第

2
4
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
保
有
個
人
情
報
開
示
等
決
定
期
間
延
長
通
知
書

（
様
式
第
６
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
開
示
等
請
求
に
係
る
決
定
の
通
知
）

 

第
11
条
 
条
例
第

24
条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
決
定
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式
第

７
号
）
 

（
２
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
部
分
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様

式
第
８
号
）
 

（
３
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
非
開
示
等
決
定
通
知
書
（
様
式

第
９
号
）
 

（
４
）

 
条
例
第

2
4
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
存
否
応
答
拒
否
決
定
通
知
書

（
様
式
第

10
号
）
 

（
５
）
 
条
例
第

24
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
決
定

 
保
有
個
人
情
報
不
存
在
決
定
通
知
書
（
様
式
第

1
1号

）
 

（
第
三
者
に
対
す
る
意
見
書
の
提
出
機
会
の
付
与
）

 

第
12
条
 
実
施
機
関
は
、
条
例
第

25
条
第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
第
三
者
に
対
し
て
意
見
書
の
提

出
の
機
会
を
与
え
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
三
者
情
報
開
示
請
求
通
知
書
（
様
式
第

12
号
）
に
よ
り
そ
の

旨
を
当
該
第
三
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

 

２
 
第
三
者
情
報
開
示
請
求
通
知
書
を
受
け
た
第
三
者
は
、
前
項
の
意
見
書
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

第
三
者
情
報
開
示
請
求
意
見
書
（
様
式
第

13
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

３
 
条
例
第

25
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
第
三
者
に
対
す
る
通
知
は
、
第
三
者
情
報
開
示
決
定
通
知
書
（
様

式
第

14
号
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
開
示
等
の
実
施
方
法
等
）

 

第
13
条
 
条
例
第

26
条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
（
郵
便
に
よ
り
公
文
書

の
写
し
（
条
例
第
2
7条

第
２
項
に
規
定
す
る
公
文
書
の
写
し
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
交
付
す
る
場
合

を
除
く
。
）
は
、
実
施
機
関
が
指
定
す
る
日
時
及
び
場
所
に
お
い
て
、
当
該
保
有
個
人
情
報
を
保
有
す
る

課
の
担
当
職
員
の
立
会
い
の
上
で
行
う
も
の
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

26
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
又
は
図
画
（
以
下
「
文
書
等
」
と
い
う
。
）
の
閲
覧

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等

 
当
該
文
書
等
の
閲
覧
 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
閲
覧

 

３
 
条
例
第

26
条
第
２
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
る
文
書
等
の
写
し
の
交
付
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
文
書
等
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の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
以
外
の
文
書
等
 
当
該
文
書
等
を
複
写
機
に
よ
り
用
紙
に
複
写
し
た
も
の

の
交
付

 

（
２
）
 
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
 
当
該
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
用
紙
に
印
刷
し
た
も
の
の
交
付

 

４
 
条
例
第

26
条
第
２
項
第
２
号
の
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
と
す
る
。
た
だ
し
、
第
２

号
に
掲
げ
る
方
法
に
つ
い
て
は
、
実
施
機
関
が
そ
の
保
有
す
る
処
理
装
置
及
び
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
り
当
該

複
写
し
た
も
の
を
容
易
に
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
限
る
。

 

（
１
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
用
紙
に
出
力
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
交
付

 

（
２
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の
の
交
付

 

（
３
）
 
当
該
電
磁
的
記
録
を
専
用
機
器
（
開
示
を
受
け
る
者
の
閲
覧
又
は
視
聴
の
用
に
供
す
る
た
め
に

備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
再
生
し
た
も
の
の
閲
覧
又
は
視
聴

 

５
 
実
施
機
関
は
、
第
２
項
第
１
号
又
は
前
項
第
３
号
の
方
法
に
よ
り
現
に
開
示
を
行
っ
て
い
る
公
文
書
又

は
同
号
の
専
用
機
器
を
汚
損
し
、
又
は
破
損
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
開
示
を
中
断

し
、
又
は
中
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

６
 
条
例
第

26
条
第
４
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
・
利
用
停
止
等
実
施
通
知
書
（
様
式
第
1
5号

）
に

よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

 

７
 
条
例
第

26
条
第
５
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
は
、
訂
正
実
施
通
知
書
（
様
式
第

16
号
）
に
よ
り
行
う
も
の

と
す
る
。

 

（
交
付
部
数
及
び
費
用
負
担
）

 

第
1
4
条

 
公
文
書
の
写
し
を
交
付
す
る
こ
と
に
よ
り
開
示
を
行
う
場
合
に
お
け
る
当
該
交
付
す
る
公
文
書

の
写
し
の
部
数
は
、
１
部
と
す
る
。

 

２
 
条
例
第

2
7
条
第
２
項
の
公
文
書
の
写
し
の
作
成
及
び
送
付
に
要
す
る
費
用
と
し
て
規
則
で
定
め
る
額

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
費
用
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

 

（
１
）
 
公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
 
別
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
公
文
書
の
写
し
の
区
分
ご
と

に
同
表
の
右
欄
に
定
め
る
額
 

（
２
）
 
公
文
書
の
写
し
の
送
付
に
要
す
る
費
用
 
日
本
郵
便
株
式
会
社
が
定
め
た
郵
便
料
金
に
相
当
す

る
額
 

３
 
前
項
の
費
用
の
額
は
、
公
文
書
の
写
し
の
交
付
を
受
け
る
ま
で
に
、
市
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４
 
実
施
機
関
は
、
開
示
請
求
者
（
当
該
開
示
請
求
者
が
本
人
の
代
理
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該

本
人
）
が
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
条
例
第

27
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
。

 

（
１
）

 
生
活
保
護
法
（
昭
和

2
5年

法
律
第

1
4
4号

）
の
規
定
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い
る
場
合

 
当
該

公
文
書
の
写
し
の
作
成
に
要
す
る
費
用
に
相
当
す
る
額

 

（
２
）

 
経
済
的
困
難
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
認
め
ら
れ
る
場
合
（
前
号
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
） 

実
施
機
関
が
適
当
と
認
め
る
額

 

（
出
資
法
人
）

 

第
15
条
 
条
例
第

31
条
の
市
が
出
資
す
る
法
人
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
市
が
基
本
金
そ
の
他
こ
れ
に
準

じ
る
も
の
の
２
分
の
１
以
上
の
額
を
出
資
し
て
い
る
法
人
と
す
る
。

 

（
運
用
状
況
の
公
表
）
 

第
16
条

 
条
例
第

32
条
の
規
定
に
よ
る
運
用
状
況
の
公
表
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
告
示
す
る
と
と
も
に
、

一
般
の
閲
覧
に
供
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

 

（
１
）
 
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
の
届
出
の
状
況

 

（
２
）
 
開
示
等
請
求
及
び
開
示
決
定
等
の
状
況

 

（
３
）
 
条
例
第

28
条
の
審
査
請
求
の
状
況

 

（
４
）
 
前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項

 

（
補
則
）
 

第
17
条
 
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
市
長
が
別
に
定
め
る
。

 

附
 
則
 

（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定

め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

（
１
）
 
改
正
後
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
７
条
並

び
に
様
式
第
２
号
及
び
様
式
第
３
号

 
平
成

29
年

12
月
１
日
 

（
２
）
 
新
規
則
第
８
条
第
２
項
（
第

1
3号

及
び
第
1
4号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
 
平
成
30
年
４
月
１

日
 

（
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
）

 

２
 
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
平
成

27
年
枚
方
市
規
則
第

57
号
）
は
、
廃
止
す
る
。
 

（
経
過
措
置
）
 

３
 
平
成

30
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
、
特
定
保
有
個
人
情
報
以
外
の
保
有
個
人
情
報
に
係
る
開
示
請
求
に
つ

い
て
の
新
規
則
様
式
第
４
号
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
様
式
中
「

 

□
閲
覧
 
 
□
視
聴
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
用
紙
 
□
光
デ
ィ
ス
ク
）

 

（
□
郵
送
希
望
）
 

（
□
写
し
の
作
成
費
用
減
免
希
望
）

 

」
と
あ
る
の
は
、
「
 

□
閲
覧
 
 
 
 
 
 

 
□
写
し
の
交
付

 
（
□
郵
送
希
望
）
 

（
□
写
し
の
作
成
費
用
減
免
希
望
）

 

」
と
す
る
。
 

４
 
こ
の
規
則
の
施
行
前
に
改
正
前
の
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
第
７
条
の
規
定
を
除
く
。
）

及
び
附
則
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
枚
方
市
特
定
個
人
情
報
保
護
条
例
施
行
規
則
（
第
２
条
の
規

定
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
は
、
新
規
則
中
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
規

定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
規
則
の
相
当
規
定
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
手
続
そ
の
他
の
行
為
と
み
な
す
。 

 別
表
（
第

14
条
関
係
）
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項
 

交
付
す
る
写
し
の
区
分
 

費
用
の
額
 

１
 
用
紙
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
し

た
も
の

 

日
本
工
業
規
格

A列
０
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

50
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
１
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

30
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
２
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

20
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
３
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

A列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
４
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

日
本
工
業
規
格

B列
５
番
の
用
紙
１
枚
に
つ
き

10
円
 

２
 
光
デ
ィ
ス
ク
に
複
写
し
た
も
の

 
光
デ
ィ
ス
ク
１
枚
に
つ
き

10
0円

 

備
考
 
用
紙
の
両
面
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
片
面
を
１
枚
と
し
て
費

用
の
額
を
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
日
本
工
業
規
格

A
列
４
番
及
び

B
列
５
番
の
用
紙
の
両

面
又
は
片
面
２
枚
に
複
写
し
、
印
刷
し
、
又
は
出
力
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
両
面
又
は
当
該

片
面
２
枚
を
日
本
工
業
規
格

A
列
３
番
又
は

B
列
４
番
の
用
紙
１
枚
と
み
な
し
て
費
用
の
額
を
算
定
す

る
。
 

                       

 
 
 
枚
方
市
附
属
機
関
条
例

 
 
平

成
2

4
年

9
月

1
3
日

 

条
例

第
3

5
号

  

（
設
置
等
）
 

第
１
条
 
他
の
条
例
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
地
方
自
治
法
（
昭
和

22
年
法
律
第

67
号
）
第

13
8

条
の
４
第
３
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
表
の
と
お
り
執
行
機
関
の
附
属
機
関
を
置
く
。

 

２
 
附
属
機
関
は
、
執
行
機
関
そ
の
他
担
任
事
務
に
係
る
機
関
の
諮
問
に
応
じ
、
審
査
等
の
結
果
を
答
申
す

る
。
た
だ
し
、
執
行
機
関
そ
の
他
担
任
事
務
に
係
る
機
関
が
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
は
、
諮
問
が
な
い
場

合
に
お
い
て
も
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
委
員
の
委
嘱
）
 

第
２
条
 
委
員
の
委
嘱
期
間
は
、
別
表
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
２
年
（
委
員
を
増
員
す
る
場
合

そ
の
他
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
２
年
以
内
）
と
す
る
。

 

２
 
補
欠
の
委
員
の
委
嘱
期
間
は
、
前
委
員
の
委
嘱
期
間
の
残
期
間
と
す
る
。

 

３
 
委
員
の
再
度
の
委
嘱
は
、
妨
げ
な
い
。

 

（
臨
時
委
員
）
 

第
３
条
 
執
行
機
関
は
、
附
属
機
関
の
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
臨
時
委
員
を
委

嘱
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

（
会
長
及
び
副
会
長
）
 

第
４
条
 
附
属
機
関
に
、
会
長
及
び
副
会
長
を
置
く
。

 

２
 
会
長
及
び
副
会
長
は
、
委
員
（
臨
時
委
員
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
互
選
に
よ
っ
て
定
め
る
。
た
だ

し
、
副
会
長
に
つ
い
て
は
、
会
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
指
名
に
よ
り
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
会
長
は
、
会
務
を
総
理
し
、
附
属
機
関
を
代
表
す
る
。

 

４
 
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
会
長
が
欠
け
た
と
き
は
、
そ
の
職
務
を

行
う
。
 

（
会
議
）
 

第
５
条
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
会
長
（
会
長
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
執
行
機
関
）
が

招
集
し
、
会
長
が
そ
の
議
長
と
な
る
。

 

２
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
委
員
の
２
分
の
１
以
上
が
出
席
し
な
け
れ
ば
、
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

 

３
 
附
属
機
関
の
会
議
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
議
長
の
決

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
た
だ
し
、
執
行
機
関
が
定
め
る
附
属
機
関
に
つ
い
て
は
、
出
席
し
た
委
員
の
３
分

の
２
以
上
の
多
数
で
決
す
る
。

 

（
会
議
の
公
開
）
 

第
６
条
 
附
属
機
関
の
会
議
は
、
公
開
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
会
議
は
、
非
公
開
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
 

（
１
）
 
枚
方
市
情
報
公
開
条
例
（
平
成

29
年
枚
方
市
条
例
第

40
号
）
第
５
条
に
規
定
す
る
非
公
開
情
報
が

含
ま
れ
る
事
項
に
関
す
る
審
査
等
を
行
う
会
議

 

（
２
）
 
公
開
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
正
か
つ
円
滑
な
審
査
等
が
著
し
く
阻
害
さ
れ
、
そ
の
目
的
を
達
成
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
会
議
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２
 
附
属
機
関
の
会
議
の
議
事
に
つ
い
て
は
、
会
議
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

（
部
会
）
 

第
７
条
 
会
長
は
、
附
属
機
関
の
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
附
属
機
関
に
部
会
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

 

２
 
前
３
条
の
規
定
は
、
部
会
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

 

３
 
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
部
会
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
る
。

 

（
関
係
者
に
対
す
る
協
力
要
請
）

 

第
８
条
 
附
属
機
関
は
、
担
任
事
務
に
関
し
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
者
に
対
し
、
資
料
の
提

供
、
説
明
そ
の
他
の
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

（
委
員
の
守
秘
義
務
）

 

第
９
条

 
委
員
は
、
職
務
上
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
職
を
退
い
た
後
も
、
ま
た
、

同
様
と
す
る
。

 

（
委
任
）
 

第
10
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
附
属
機
関
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
執
行

機
関
が
別
に
定
め
る
。

 

 １
 
市
長
の
附
属
機
関

 

 

名
称
 

担
任
事
務
 

委
員

の

定
数
 

委
員
の
構
成
 

委
員

の
委

嘱
期
間

 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】

 

枚
方

市

情
報

公

開
・
個
人

情
報

保

護
審

議

会
 

次
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議

 

（
１
）

 
枚
方
市
個
人
情
報
保
護
条
例
（
平
成

2
9年

枚
方

市
条
例
第

39
号
）
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
さ
せ
ら

れ
た
事
項

 

（
２
）

 
情
報
公
開
制
度
及
び
個
人
情
報
保
護
制
度
の
運

営
に
関
す
る
重
要
事
項
 

1
5
人

以

内
 

（
１
）
 
学
識
経
験

を
有
す
る
者
 

（
２
）
 
市
民
団
体

又
は

関
係

団
体

を
代
表
す
る
者
 

 
 

枚
方

市

情
報

公

開
・
個
人

情
報

保

護
審

査

会
 

枚
方
市
情
報
公
開
条
例
第

14
条
及
び
枚
方
市
個
人
情
報

保
護
条
例
第

28
条
の
審
査
請
求
に
つ
い
て
の
審
査
請
求

に
関
す
る
審
査

 

５
人

以

内
 

学
識

経
験

を
有

す

る
者
 

 
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
 

【
略
】
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